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序  文

独立行政法人国際協力機構は、ネパール国ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画に係る協

力準備調査を実施することを決定し、同調査を株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル、株

式会社国際テクノ・センター及び株式会社伊藤喜三郎建築研究所による共同企業体に委託しました。 

調査団は、2021 年 4 月から 2023 年 6 月までネパールの政府関係者と協議を行うとともに、計画対

象地域における現地踏査を実施し、帰国後の国内作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりまし

た。

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを願う

ものです。

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

2023 年 7 月 

独立行政法人国際協力機構

人間開発部

部長 亀井 温子
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要  約

1. 国の概要

ネパールは、ヒマラヤ山脈の南峰に位置する内陸国で、インドおよび中国と国境を接する。国

土面積は 14.7 万㎢（北海道の約 1.8 倍）で、標高 8,000m 級の山々が連なる高山気候帯から低

地は亜熱帯性気候帯まで標高によって気候が変わり、6 月～9 月には雨季、10 月～5 月は乾季

である。

宗教はヒンドゥー教（81.3%）が最も広く信仰されており、仏教（9.0%）、イスラム教（4.4%）

が続く。公用語はネパール語であるが、英語も広く普及している。民族はパルバテ・ヒンドゥー

族が国民の約半数を占め、その他にもマガル族、タルー族、タマン族、ネワール族など 100 を

超える民族がおり、それぞれ独自のカースト体系を持つ民族も多い。

2015 年 9 月に新憲法が公布され、連邦（国）、州（7 州）、地方の三層構造を導入すること、

三権分立、議会の 2 院制、司法制度などが定めれられた。

2. プロジェクトの背景、経緯及び概要

ネパール政府は、国家医療政策（2019 年）において、「すべての国民に対して、基礎保健から

高次医療まで、質の高い医療サービスを提供する」ことを中長期的な政策目標として掲げてい

る。かかる目標の達成に向け、同政府は具体的なアクションを定めた「保健セクター戦略

（2015/16 年～2020/21 年度）」（Nepal Health Sector Strategy、以下、「NHSS」）の実施

を通じて課題解決に取り組んでいる。NHSS の重点戦略のひとつに、救急医療を含む公衆衛生

上の緊急事態と災害への備えの強化が挙げられている。

外傷・救急患者が増加傾向にある中で、ドゥリケル病院の機材や病床数増加を含めた対応能力

の強化が期待されている。同病院はカトマンズ大学の教育病院としても機能しており、医学教

育機関としての重要度も高い。

「ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画」は、外傷・救急医療センターの設置を通

じて、地域医療の強化に資する施設及び関連医療機材を整備するものであり、ネパールの保健

医療分野において優先度の高い事業として位置付けられる。

本事業は、ネパールの開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針分析と合致し、

NCDs（Noncommunicable diseases）の拡大に伴い増加する脳卒中や心臓病患者ならびに交通

事故の増加に伴い急増する外傷患者に対応する施設の建設や医療機材の整備を通じて、同国の

保健医療サービスの質の向上に資するものであり、SDGs ゴール 3（あらゆる年齢のすべての

人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する）に貢献すると考えられることから、事業の実

施を支援する必要性は高い。

3. 調査結果の概要とプロジェクトの内容

(1) 現地調査時期

調査団は以下の日程で計 5 回の現地調査を実施した。
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 第 1 回現地調査：2021 年 4 月 7 日～2021 年 5 月 30 日 
 第 2 回現地調査：2021 年 9 月 8 日～2021 年 10 月 4 日 
 第 3 回現地調査：2022 年 9 月 11 日～2022 年 9 月 17 日 
 第 4 回現地調査：2023 年 2 月 18 日～2023 年 2 月 26 日 
 第 5 回現地調査：2023 年 6 月 17 日～2023 年 6 月 21 日 

(2) 設計方針 

外傷・救急医療センターの建設予定地は、ドゥリケル病院敷地の東側、シンズリ道路に接する

約 8,460m2の傾斜地であるため、地形の特性や敷地の形状を考慮し、造成工事や擁壁工事が最

小限となる計画とする。シンズリ道路側の標高の高いエリアと南側道路側の標高の低いエリア

の 2 つの異なるレベルからアクセスできる建物とする事で、経済性と機能性を両立させる。既

存病院と外傷・救急医療センターの機能連携のため、両施設を接続する階段と通路を設け、職

員の往来が可能な計画とする。 

本計画で調達する医療機材は、外傷・救急医療センターとして医療サービスを提供するにあた

り必要性が高い順に優先度を設け、予算内で調達可能な範囲とする。機材仕様はネパールのトッ

プレファラル施設として求められる医療サービス内容、既存機材の性能、医療従事者の技術水

準、病院方針による医療サービス拡大計画に応じた仕様で、且つネパールにおいて保守・維持

管理が可能なものとする。 

(3) 施設の基本計画 

施設コンポーネントの構成 

階 所用室 

棟屋 階段室、電気室 

1階 病棟部門 
個室（4室） / 4床室（5室） / 5床室（2室） / 6床室（2室） / スタッフステーション / 薬
剤準備室 / 処置室 / 面談室 / 倉庫 / スタッフルーム 

G階 救急部門、画像診断部門 

【救急部門】 
トリアージエリア / 除染室 / 処置室（赤）（4床） /処置室（黄）（6床） / 処置室（緑）（10
床） / 観察室（11床） / スタッフステーション / 処置室（ギプス）、救急用手術室（1室） / 
スクラブエリア / 資機材・準備室 / 回復室 / 更衣室、 

【画像診断部門】 
一般撮影室 / CT室 / MRI室 / 超音波検査室 / 操作室 / 読影室 

地下1階 手術部門・中央材料室・集中治療室 

【手術部門・中央材料室】 
手術室（2室） / スクラブエリア / 麻酔室 / 資機材庫 / 準備室 / 回復室 / 更衣室 / 術後
病棟（5床）、中央材料室、 

【集中治療室】 

ICU（10床） / HDU（High Dependency Unit）（6床） / スタッフステーション / 倉庫 
血管造影室 

地下2階 外来部門・リハビリテーション部門・薬剤部門・検査部門 

【外来部門】 

診察室（3室） / 処置室 / 回復室 
【リハビリテーション部門】 

リハビリテーション室 / 倉庫 

【薬剤部門】 
事務室 / 受付 / 倉庫 

【検査部門】 
採血室 / 採尿トイレ / 生化学検査室 / 血液検査室 / 微生物検査室 / 病理検査室 / 倉庫 / 
輸血管理室 
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階 所用室 

地下3階 管理部門・教育部門・供給部門 

【管理部門】 

ディレクター室 / 事務室 / IT・サーバー室 
【教育部門】 

事務室 / 図書室 / カンファレンスホール・ワークショップ室 

【供給部門】 
リネン庫 / 厨房 / 職員食堂 / 更衣室 / 廃棄物保管庫 / 霊安室 

付帯設備 医療ガス棟、発電機棟、門衛所、排水処理施設、擁壁、斜面地対策（植生工、コンクリート吹付）、
階段、手摺、駐車場、構内道路および歩道 

出典：調査団作成 

(4) 機材の基本計画 

優先度 A-1 に該当する CT、C アーム、一般 X 線撮影装置、麻酔器、無影灯、手術台、ベッド、

ICU ベッド、高圧蒸気滅菌器、及び優先度 A-2 のいくつかの機材の調達を計画する。 

機材リスト 

 
出典：調査団作成 

No. 機材名 数量 優先度 No. 機材名 数量 優先度

1 CT 1 A-1 31 冷蔵庫 2 A-3
2 Cアーム 2 A-1 32 電気メス 3 A-3
3 一般X線撮影装置 1 A-1 33 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ手術灯 2 A-3
4 麻酔器 3 A-1 34 整形外科手術セット 2 A-3
5 無影灯 3 A-1 35 脳神経外科手術セット 2 A-3
6 手術台 3 A-1 36 外科手術用顕微鏡 1 A-3
7 ベッド 84 A-1 37 患者監視装置 10 A-3
8 ICUベッド 16 A-1 38 輸液ポンプ 7 A-3
9 高圧蒸気滅菌器 1 A-1 39 シリンジポンプ 10 A-3
10 MRI 1 A-2 40 インファントウォーマー 1 A-3
11 血管造影装置 1 A-2 41 滅菌器 2 A-3
12 超音波診断装置 2 A-2 42 分光光度計 2 A-3
13 人工透析器 2 A-2 43 顕微鏡 2 A-3
14 血液ガス分析装置 1 A-2 44 恒温器 2 A-3
15 化学分析装置 2 A-2 45 熱風オーブン 2 A-3
16 血球計算機 1 A-2 46 輸血加温器 3 A-3
17 血液保管用冷蔵庫 2 A-2 47 採血台 2 A-3
18 人工呼吸器 5 A-2 48 冷凍庫 1 A-3
19 移動式X線撮影装置 2 A-3 49 酸素濃縮器 2 A-3
20 ポータブル超音波装置 1 A-3 50 CPAP/BiPAP 6 A-3
21 ポータブル人工呼吸器 2 A-3 51 床頭台 100 A-3
22 12誘導心電計 2 A-3
23 患者監視装置 39 A-3
24 除細動器 4 A-3
25 吸引機 18 A-3
26 耳鼻咽喉ワークステーション 1 A-3
27 耳内視鏡 1 A-3
28 検眼鏡 2 A-3
29 ストレッチャー 10 A-3
30 ドップラー 3 A-3
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4. プロジェクトの工期及び概略事業費 

プロジェクトの実施に必要な工期は、施工規模や気象条件による施工上の制約、現地の建設事

情を踏まえて、実施設計 6.5 ヶ月、入札期間 4.5 ヶ月、施設建設および機材調達 22.5 ヶ月の

33.5 ヶ月とする。また、本プロジェクトに必要な概略事業費のうち、ネパール国側負担事業費

は 20 百万円と見込まれる。日本国側負担事業費は施工・調達業者契約認証完了後に公表する。 

5. プロジェクトの評価 

(5) 妥当性 

以下に示す理由により、我が国無償資金協力による協力対象事業の実施は妥当であると判断で

きる。 

 広域な診療圏 

 教育病院としての役割 

 ネパールの保健政策との整合性 

 我が国の援助政策との整合性 

(6) 有効性 

協力対象事業実施による直接効果（アウトプット）及びプロジェクト全体計画の実施により将

来達成が期待される効果（アウトカム）に関する効果指標を以下に記す。 

1) 定量的効果 

定量的効果の指標 

定量的指標 基準値（2021年） 目標値（事業完成3年後） 

外傷・救急外来患者数（人/年） 21,665 31,000 

外傷・救急入院患者数（人/年） 2,847 4,000 

CT検査数（件/年） 6,987 10,000 

出典：調査団作成 

2) 定性的効果 

外傷・救急医療専用の施設、医療機材が整備されることにより、質の高い外傷・救急医療

サービスが提供される。 

医学部生や医療従事者に対し、外傷・救急医療の研修が実施されることにより、当該分野

の人材育成が強化される。 
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写  真 
ネパール国ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画 

  
写真 1 OPD 棟の外観。外壁タイルは一部ひび割

れや剥がれが見られた。 
写真 2 OPD 棟エントランスホール。多くの患者

が来院しており、地域医療を担っていることが分

かる。 

  
写真 3 CT スキャン室。CT 機器は適切にメンテ

ナンスが行われている。 
写真 4 MRI 検査室。 

  
写真 5 UPS 室。MRI 室に隣接して設置されて

いる。 
写真 6 OPD 棟の地階に位置する部屋では、天井

内に漏水によるカビの発生を確認した。 
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写真 7 病院本棟救急車寄り付きスペース。 写真 8 病院本棟のエントランス部分にトリアー
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1-1 

第1章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題 

1-1-1 現状と課題 

1-1-1-1 国の概要 

ネパールは、ヒマラヤ山脈の南峰に位置する内陸国で、インドおよび中国と国境を接する。国

土面積は 14.7 万㎢（北海道の約 1.8 倍）で、標高 8,000m 級の山々が連なる高山気候帯から低

地は亜熱帯性気候帯まで標高によって気候が変わり、6 月～9 月には雨季、10 月～5 月は乾季

である。 

宗教はヒンドゥー教（81.3%）が最も広く信仰されており、仏教（9.0%）、イスラム教（4.4%）

が続く。公用語はネパール語であるが、英語も広く普及している。民族はバルバテ・ヒンドゥー

族が国民の約半数を占め、その他にもマガル族、タルー族、タマン族、ネワール族など 100 を

超える民族がおり、それぞれ独自のカースト体系を持つ民族も多い。憲法において国民は法の

下に平等であるとされているが、ネパール語を母語としない民族は政府内での昇進や採用等に

おいて不利な立場にあり、またカースト制度による社会慣習が根強く残っていることも心理面

や社会進出において影響を及ぼしている。 

1996 年よりネパール共産党毛沢東主義派（マオイスト）による武装闘争のため政情不安が続い

たが、2006 年、10 年に及ぶ内戦の終結を経て、包括的和平合意が成立し、連邦民主共和国へ移

行した。 

その後、政党間の対立にて憲法制定作業は難航していたが、2015 年 4 月に発生した大地震を契

機に憲法制定に向けた動きが急速化し、2015 年 9 月に新憲法が公布され、連邦（国）、州（7
州）、地方の三層構造を導入すること、三権分立、議会の 2 院制、司法制度などが定めれられ

た。 

ネパールには 14 県、75 郡があり、2015 年の憲法改正で 5 つの開発地域（東部、中部、西部、

中西部、極西部）が 7 州となった。 
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出典：Comparative Constitutions Project, Nepal's Constitution of 2015 

図 1-1 ネパールの 7 つの州 

1-1-1-2 保健指標 

2019 年の総人口は 29,136,808 人、人口あたりに占める年齢別割合は、15 歳未満 28.8%、15～
64 歳 65.4％、65 歳以上 5.8％（2020）で、生産年齢人口（15～64 歳）割合は 1990 年の 54.0％
から増加傾向にある。保健基礎指標は過去 30 年間、改善傾向にあり出生時平均余命、子どもの

死亡率、各種予防接種など近隣国と比べて大きな差はない（表 1-1）。1990 年に 10 万人あたり

1,100 人であった死亡者数は 2017 年時点で 611 人まで減少し、全年代や性別で減少傾向にあ

る。しかし 1990 年代の主な死亡原因は感染症や新生児に関連する疾病であったが、循環器疾

患、呼吸器疾患などの非感染性疾患（Noncommunicable Diseases、以下「NCDs」）による死

亡割合が増加傾向にあり、2017 年は NCDs 関連よる死亡が全体の 66%を占め、急速な疾病構

造変化が起こっている（表 1-2）。 

表 1-1 保健基礎指標 

 ネパール 南アジア ブータン ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ インド 
1990 2000 年 2010 年 2019 年 2019 年 

出生時平均余命（年） 54.4 62.3 67.6 70.8 69.6 71.8 72.6 69.7 
新生児死亡率（出生千対） 58.4 40.4 27.3 19.8 25.1 16.6 19.1 21.7 
乳児死亡率（出生千対） 97.1 59.9 37.1 25.6 33.1 23.8 25.6 28.3 
5 歳未満児死亡率（出生千対） 139.8 81.0 46.6 30.8 40.2 28.5 30.8 34.3 

妊産婦死亡率（出生十万対） .. 553 305 186 
(2017) 

163 
(2017) 

183 
(2017) 

173 
(2017) 

145 
(2017) 

熟練介助者による出産割合(%) 7.4 
(1991) 

11.9 
(1996) 

36.0 
(2011) 

58.0 
(2017) 

76.0 
(2018) 

96.2 
(2018) 

.. 81.4 

合計特殊生率（女性一人あたり） 5.2 4.0 2.5 1.9 2.4 2.0 2.0 2.2 
B 型肝炎予防接種率(%) .. .. 82 93 88.2 97 98 91 
DPT 予防接種率(%） 43 74 82 93 88.2 97 98 91 
麻疹予防接種率(%) 57 71 86 92 90.8 97 97 95 
※ ( )内数字はデータ取得年 
出典：世界銀行、World Development Indicators 
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表 1-2 死亡原因割合順位の変化 

十万人対 疾患 1990 年  2017 年 疾患 十万人対 増減割合 
143.05 下気道感染症 ①  ❶ 虚血性心疾患 100.45 +60.17％ 
137.17 下痢症 ② 

 
❷ COPD 60.15 +14.57％ 

67.72 虚血性心疾患 ❸  ③ 下痢症 36.12 －73.67％ 
61.24 新生児脳症 ④  ④ 下気道感染症 31.10 －78.26％ 
52.49 COPD ❺  ❺ 脳内出血 23.39 －3.55％ 
51.39 結核 ⑥  ❻ 虚血性脳卒中 19.53 ＋20.25％ 
44.50 破傷風 ⑦  ❼ 喘息 15.54 －46.62％ 
44.45 麻疹 ⑧  ⑧ 結核 13.99 －72.78％ 
30.42 その他新生児疾患 ⑨  ❾ アルツハイマー病 13.98 ＋107.41％ 
29.11 喘息 ❿  ⑩ 新生児脳症 12.70 －79.27％ 
24.25 脳内出血 12  17 その他新生児疾患 7.77 －74.46％ 
16.24 虚血性脳卒中 13  81 破傷風 1.06 －97.61％ 
6.74 アルツハイマー病 29  119 麻疹 0.44 －99.00％ 

出典：Nepal Burden of Disease 2017 

1-1-1-3 保健医療サービス体制、レファラルシステム 

2015 年に公布された新憲法では、従来の開発地域を撤廃し、7 つの州、744 の地方自治体を設

置するものとしており、これにともなって、保健セクターでも行政改革が行われた。 

2015 年までは、保健省保健サービス局の管轄下にある 5 つの地域保健局が各郡の保健医療サー

ビスを管理してきたが、憲法改正後は 7 つの州に保健省の出先機関を置き、州毎に医療施設や

保健医療サービスの管理を行っていくこととなる。また、2015 年まで郡保健局や郡公衆衛生局

が提供してきた基本的な保健医療サービスは、憲法改正後は全国 744 の地方自治体（Local 
Government）が提供することになる（図 1-2）。 

連邦保健省
Federal Ministry of Health

州保健省
Provincial Ministry of Health

中央 (1)

州 (7)

地方自治体
(744)

・保健政策の策定
・保健医療サービスの規制、モニタリング

・地域保健局の設置
・州全体の保健医療サービスの管理・モニタリング
・地域保健局への資源（人材・物資・資金）の供給・管理

・地方自治体の保健医療サービスおよび医療施設の管理
・地方自治体への資源（人材・物資・資金）の供給・管理

地域保健局

Divisional Health Directorate

 村保健局所
Village Health Office

(481)

市保健局
Municipal Health Office

(246) 

副都市保健局
Sub-Metropolis Health Office

(13)

都市保健局
Metropolis Health Office

(4)

 

 

 

行政レベル 　役割　

 
出典：保健省, Integrated Health Infrastructure Development Project Concept Presentation より調査団作成 

図 1-2 保健行政体制 
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以上の保健行政のもとにネパールの公立医療施設は規模や提供サービス内容によって一次から

三次レベルに分けられており、それぞれ連邦保健省（＝保健人口省）、州保健省、地方自治体

が管轄している（図 1-3）。教育病院、専門病院を含む三次医療施設は高度で専門的な診療が提

供されている。二次医療施設では内科、外科、産婦人科、小児科等の基本的な診療サービス、

一次医療施設では一般的な疾患の診療や母子保健などの基本的保健サービスが提供されている。

いずれの医療施設でも基本的サービスは廉価または保険適応となるため、都市部では、一次医

療施設で対応可能な疾患であっても、多くの患者が直接二次・三次医療施設を受診しており、

高次医療施設の混雑が課題となっている。三次医療施設の多くはカトマンズに在り、農村部居

住者が設備やスタッフの整った医療施設へアクセスできるよう、リファラル・システムを強化

することが農村部の課題である。 

三次病院
Tertiary Hospitals

二次病院
Secondary Hospitals

一次病院
Primary Hospitals

保健ポスト、ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾙｽﾕﾆｯﾄほか
Health Posts, Community Health Unit etc

連邦保健省

　管轄　

州保健省

地方自治体

教育病院
Federal Health 

Science Academy

専門病院
Super-specialty

Hospitals

 
出典：保健省からの質問票回答に基づき調査団作成 

図 1-3 医療施設分類と管轄 

1-1-1-4 保険制度 

ネパール政府は、公平な医療サービスへのアクセス、医療費自己負担の軽減を目的として、2014
年に国家医療保険政策を策定し、2015 年には社会医療保険開発委員会を設立し、国家医療保険

プログラムを開始した。 

5 人までの世帯では、1 世帯あたり年間 NPR 2,500 の保険料を支払い、年間 NPR 5 万までの

給付が得られる。5 人以上の世帯では、1 人増えるごとに NPR 425 の保険料を支払い、NPR 1
万の追加給付を受けることができる。1 世帯あたり年間最大 NPR 10 万までの給付となってい

る。貧困世帯に対しては低減保険料が適応される。 

被保険者はまず、最寄りの公立病院や指定された私立病院を利用する。さらに専門的な治療が

必要と判断された場合は、当該病院の紹介状をもって上位機関での診療を受けることができる。

被保険者の自己負担は医療費の 15%であるが、紹介状がない場合は、緊急の場合を除いて、自

己負担が 50%となる。2020 年度末時点で国家医療保険プログラムは、全国 75 郡で導入され、

約 200 万人が加入している。 

貧困世帯、慢性疾患患者、障がい者に対しては政府が保険料を負担するなど、国民が経済的理

由に関係なく公平に医療サービスを享受できるよう保険制度整備されている。 
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1-1-1-5 医学教育と医療従事者 

ネパールでは 2016 年に教育法（第 8 回）が改訂され、初等教育は 8 年間（1～8 年生）、中等

教育は 4 年間（9～12 年生）となり、基礎教育は無償義務教育とされた。12 年間の初等・中等

教育の修了時に全国統一試験を受け、その後、各大学の入学試験を受けて進学する。 

2017 年 8 月現在、ネパールには医学士（Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery）が取

得できる大学は全国に 20 校あり、そのうち公立大学はトリブバン大学医学部（Tribhuvan 
University, Institute of Medicine）、B.P.コイララ保健科学研究所（B.P. Koirala Institute of 
Health & Sciences）、パタン保健科学アカデミー（Patan Academy of Health Sciences）、ネ

パール軍保健科学研究所（Nepalese Army Institute of Health Sciences）の 4 校である。公立

大学は教育省からの奨学金受給者枠が多く、私立大学よりも学費が安い。表 1-3 に示すとおり、

地域別では東部 3 校、中部 11 校（うちカトマンズ 4 校）、西部 4 校、中西部 2 校で、極西部

には医師を養成できる大学はない。医科大学の中でも公立大学のトリブバン大学医学部とドゥ

リケル病院を教育病院に持つ私立大学のカトマンズ大学医学部（Kathmandu University 
School of Medical Sciences）はネパールを代表する医学教育機関であり、私立医科大学はこの

どちらかの大学と提携し、提携先大学のカリキュラムを用いて医学教育を行っている。 

表 1-3 医学士が取得できる大学 

大学名 設立年 提携先* 所在地 州 
T. U. Institute of Medicine, Maharajgnj Medical Campus 1978 - カトマンズ No.3 
B.P. Koirala Institute of Health Sciences 1994 - ダーラン No.1 
Manipal College of Medical Science 1994 KU ポカラ No.4 
College of Medical Sciences 1995 KU チトワン No.3 
Nepal Medical College 1996 KU カトマンズ No.3 
Kathmandu Medical College 1996 KU カトマンズ No.3 
Nepalgunj Medical College 1996 KU ネパールガンジ No.5 
Universal College of Medical Sciences 1998 TU バイラワ No.5 
Kathmandu University, School of Medical Sciences 2001 KU カブレ No.3 
National Medical College 2001 TU ビールガンジ No.2 
Janaki Medical College 2003 TU ジャナクプル No.2 
Nobel Medical College 2007 KU ビラートナガル No.1 
Kist Medical College 2008 TU ラリトプール No.3 
Lumbini Medical college & Research Centre Pvt. Ltd. 2009 KU パルパ No.5 
Chitwan School of Medical Sciences, 2009 TU チトワン No.3 
Patan Academy of Health Sciences 2010 - ラリトプール No.3 
Gandaki Medical College 2010 TU ポカラ No.4 
Nepalese Army Institute of Health Sciences 2011 TU カトマンズ No.3 
Birat Medical College & Teaching Hospital 2014 KU ビラートナガル No.1 
Devdaha Medical College & Research Institute 2014 KU ルーパンデヒ No.5 
* KU：カトマンズ大学、TU：トリブバン大学 
出典：医学評議会, 医科/歯科大学リスト 

公立・私立共に医学士のコースは 5 年半であり、 終年度の 1 年間はインターンシップを行う。

インターンシップは大学附属の教育病院で行うことが義務付けられている。コース修了後、医

学評議会の試験を受け、医師免許を取得する。費用が安く、比較的入学しやすいことから、近
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隣国の医科大学へ留学する学生も多い。なかでも中国およびバングラデシュへの留学生は非常

に多く、2008～2016 年においてはネパールからそれぞれ年間 200～300 人の医学生を受け入れ

ている。海外の医科大学を卒業した場合でも、ネパールで働くには医学評議会の試験を受けて、

ネパールの医師免許を取得する必要があるが、医学評議会での聞き取りによると、海外留学生

の試験合格率は国内の医学生に比べて低いとのことであった。 

医師免許取得後、医療施設で 1 年間の臨床経験を積んだ後、3 年間の専門医コースへ進むこと

ができる。公立大学の奨学金受給者の場合、公立医療施設で 低 2 年間働く必要がある。また、

国内の医科大学にて医学博士を取得することもでき、博士課程は 3～5 年間となっている。 

表 1-4 ネパールの医師、看護師数 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
医師 （人） 19,861 20,387 21,413 26,346 28,477 
   （人口千人あたり） 0.73 0.74 0.77 0.93 0.99 
看護師（人） 38,759 43,924 49,930 55,534 62,075 
   （人口千人あたり） 1.43 1.61 1.80 1.97 2.16 
出典：保健省, Annual Report 2015/16～2019/20 より調査団作成 

1-1-2 開発計画 

ネパールでは 1956 年からの各 5 カ年国家開発計画を受け、1975 年には、長期保健セクタープ

ログラムが打ち出され、1991 年には、国家保健計画が策定されている。これまでに策定された

主な保健政策およびプログラムは以下のとおりである。 

第11次3カ年

1956 1975 1990

第一次長期15か年保健
セクタープログラム

1995 2000 2005 2010 2015 2020

●国家保健計画1991 ●国家保健計画2014

保健セクター戦略

2017

1975～1990

1997～2017

2004～

第14次3カ年第12次3カ年

2016/17～

第13次3カ年

2013/14～

第10次5カ年(PRSP)

保健セクター
プログラムⅢ

保健セクター
プログラムⅡ

2010‐2015
保健セクター戦略

2015‐2020
保健セクター戦略

保健セクター
プログラムⅠ

第二次長期20か年保健セクタープログラム
1997～2017

2002/03 ～ 2010/11 ～2007/8 ～

★新憲法公布★包括的和平合意――――内戦――――

1996～2006 2006 ★ゴルカ大地震

国家開発計画第1次～9次

1956 ～

 
出典：ネパール政府, 第 14 次 3 カ年国家開発計画 2016/17-2019/20、保健省, Annual Report 2015/16 

図 1-4 主な保健政策およびプログラム 

第10次5か年国家開発計画（2002/03~）は、貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction Strategy 
Papers）として位置付けられ、広範囲にわたる経済成長、人材育成を含む社会開発、貧困層や

社会から取り残された人たちの開発への参加、グッドガバナンスが 4 つの柱として戦略に盛り

込まれた。 も新しい開発計画・政策の概要は、以下のとおりである。 

  



1-7 

表 1-5 関連上位計画・政策 

関連上位計画・政策等 内容 
第15期5カ年国家・開発計画（2019/20
年～2023/24 年） 

「すべてのレベルで強固な保健システムを開発、拡大することであ
らゆる人に対して、質の高い保健サービスへのアクセスを確保す
る。」として 3 つの目標と 13 の戦略からなる。 

国家医療計画（2019 年） 「連邦制のもと、社会的公正、良好なガバナンスに基づき、保健シ
ステムを開発・拡大し、全ての国民に対する質の高い保健サービス
のアクセス・利用を確保すること」が目標。方針の１つが基本的な
救急医療サービスへのアクセスの確保。主要幹線道路での交通事故
に対し、迅速な治療の提供のため、外傷センター建設が戦略として
あげられている。 

保健セクター戦略 
(2015 年～2020 年) 

「公衆衛生上の緊急事態のマネジメント強化」が成果の１つ。その
活動に外傷センター設立および救急マネジメントセンター設立が含
まれている。2017 年より外傷センター設立計画が具体的に着手さ
れ、11 か所の候補地の中で優先度の高い 2 か所での計画が着手 

2010/21 年財務省予算説明 第 46 項 事故が多発する高速道路沿いの病院に外傷センターを設立する。 
出典：調査団作成 

1-1-3 社会経済状況 

ネパールの GDP は約 323 億ドル（世界銀行、2019/2020 年）、一人当たり GDP は約 1,126 ド

ル（同）の後発開発途上国で人間開発指数は 189 か国中 142 位（UNDP、2019 年）となって

いる。2011 年の国税調査によると、人口の約 4 分の 1 が貧困ライン以下の所得で生活してい

る。産業は第一次産業の比率が年々縮小しており、2000 年に人口の 38％が第一次産業に従事

していたが、2010 年には 33％、2018 年には 25％までに縮小している（世界銀行、2018 年）。 

 
出典：World Bank Data 

図 1-5 ネパールの GDP 推移 

1-2 無償資金協力の背景・経緯 

ネパールは、南アジア地域の 貧国の 1 つであり、人間開発指数は 189 か国中 149 位（UNDP、
2018 年）にとどまる。ネパール政府は、国家医療政策（2019 年）において、「すべての国民に

対して、基礎保健から高次医療まで、質の高い医療サービスを提供する」ことを中長期的な政

策目標として掲げている。かかる目標の達成に向け、同政府は具体的なアクションを定めた「保

健セクター戦略（2015/16 年～2020/21 年度）」（Nepal Health Sector Strategy、以下、「NHSS」）
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の実施を通じて課題解決に取り組んでいる。NHSS の重点戦略のひとつに、救急医療を含む公

衆衛生上の緊急事態と災害への備えの強化が挙げられている。車両交通の増加に伴う交通事故

の増加により、2016 年から 2021 年の間に交通事故件数は約 2.4 倍の年間 24,537 件に増加し、

外傷が死因の 10%を占め（世界平均では約 6%）、特にネパール中部から東部地域（現 Province 
1～3）での事故件数が多くなっている。 

ドゥリケル病院は、さらに、広域医療の拠点であり、対象 21 郡から患者を受け入れているネ

パール 大の第三次医療施設の一つである。2015 年のゴルカ大地震では、地震発生直後から患

者を受け入れ、災害医療の拠点としても機能した。シンズリ道路とアルニコ道路の交差点とい

う交通の要衝にあることから、交通事故の負傷者含めた救急の外傷患者が多く（2016/17 年で

16,292 人）、経済発展に伴う食生活の変化や都市化の影響による NCDｓの拡大に伴い急増す

る脳卒中や心臓病の救急患者の受入により機材や病床数も不足している。外傷・救急患者が増

加傾向にある中で、同病院の機材や病床数増加を含めた対応能力の強化が期待されている。同

病院はカトマンズ大学の教育病院としても機能しており、医師、看護師、理学療法士など幅広

い職種の医療従事者育成を行っている。特に理学療法士については国内で唯一の学士コースを

提供しており、医学教育機関としての重要度も高い。  

また、新型コロナウイルス対策について、ドゥリケル病院は 高次（レベル 3）に指定されてい

る 5 つの病院の一つに指定されており、新型コロナウイルス重症者の対応強化も期待されている。 

「ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画」（以下、「本事業」）は、外傷・救急医療

センターの設置を通じて、地域医療の強化に資する施設及び関連医療機材を整備するものであ

り、ネパールの保健医療分野において優先度の高い事業として位置付けられる。  

我が国の対ネパール国別開発協力方針（2021 年 9 月）では、「経済成長及び貧困削減」を重点

分野とし、「保健セクター強化」を開発課題に掲げている。また、JICA の対ネパール国別分析

ペーパー（2020 年 8 月）でも、「保健の質向上プログラム」において、保健医療サービスの改

善、非感染性疾患や新興感染症の対応能力の強化の支援として、第三次医療施設の医療機材整

備の欠如・不足や診断・治療の高度化ニーズへの対応に取り組むとしており、本事業はこれら

方針、分析に合致している。 

本事業は、ネパールの開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針分析と合致し、

NCDs の拡大に伴い増加する脳卒中や心臓病患者ならびに交通事故の増加に伴い急増する外傷

患者に対応する施設の建設や医療機材の整備を通じて、同国の保健医療サービスの質の向上に

資するものであり、JICA グローバル・アジェンダ「保健医療」の「中核病院診断・治療強化」

に位置付けられるとともに、SDGs ゴール 3（あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を

確保し、福祉を推進する）に貢献すると考えられることから、事業の実施を支援する必要性は

高い。 

1-3 無償資金協力の概要 

本事業は、ネパール国内でも 大の第三次医療施設の１つであるドゥリケル病院に、外傷・救

急医療センターの建設及び関連機材の整備を行うことにより、国内で急増する外傷・救急患者

に対する医療サービスの強化を図り、もって同国の保健医療の質の向上に資するものである。 
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1-4 我が国の援助動向 

我が国の無償資金協力事業によるネパールの保健医療分野に対する支援は、1978 年より無償資

金協力事業、また技術協力事業は 1980 年より開始された。その後、1994 年までに 11 件（111.48
億円）が支援された。その後、およそ 20 年間、保健医療分野に対する無償資金協力事業の支援

は中断していた。しかし、2015 年の大地震の発生を契機に地震復旧・復興プロジェクトの開発

計画調査型技術協力のファストトラック摘要案件としてパロパカール産婦人科病院及びビル病

院再建計画（総額 40 億円）が実施された。その以後、保健医療分野では、協力準備調査終了時

点 3 件（21.14 億円）の無償資金協力事業が実施されている。 

表 1-6 我が国の保健医療分野における無償資金協力事業 

年度 案件名 E/N 金額(億円) 
1978 年 西部地域医療施設建設計画 5.50 
1981 年 トリブバン大学教育病院施設建設計画 12.50 
1982 年 トリブバン大学教育病院施設建設計画 18.50 
1984 年 看護学校建設計画 11.60 
1984 年 小児病院医療機材整備計画 2.80 
1987 年 国立結核センター建設計画 14.31 
1990 年 トリブバン大学付属教育病院施設拡充計画（1/3 期） 12.91 
1991 年 トリブバン大学付属教育病院施設拡充計画（2/3 期） 14.42 
1992 年 トリブバン大学付属教育病院施設拡充計画（3/3 期） 1.09 
1993 年 カンティ小児病院拡充計画（1/2 期） 13.67 
1994 年 カンティ小児病院拡充計画（2/2 期） 4.18 
2015 年 ネパール地震復旧・復興計画 40.00 
2016 年 トリブバン大学付属教育病院医療機材整備計画 7.54 
2020 年 母子保健及び栄養改善（WFP 連携） 3.64 
2021 年 国立高次病院医療機材整備計画 9.96 
出典：外務省、ODA みえる化サイト 

表 1-7 我が国の保健医療分野における技術協力事業 

案件名 協力期間 概要 
トリブバン大学医学教育プロジェクト 1980-1989 トリブバン大学医学部に対して、医学教育および

医療水準の向上を図る目的で実施された 
結核対策プロジェクト 1987-1994 国立結核センターにおける結核対策活動の展開と

直接監視下短期化学療法の実施拡大を図る目的で
実施された。 1994-2000 

医学教育プロジェクト 1989-1994 トリブバン大学医学部基礎医学部門の強化とトリ
ブバン大学附属病院との連携を強化することによ
り、臨床機能の向上を図る目的で実施された。 

地域の結核及び肺の健康プロジェクト 2000-2005 ネパール国家結核対策計画の実施機能強化と肺の
健康を改善するモデルの確立を図る目的で実施さ
れた。 

学校保健・栄養改善 
プロジェクト 

2008-2012 学校保健・栄養基礎ガイドライン開発、対象校で
の学校保健・基礎栄養プログラムの実施、子ども
クラブの設置と子どもの行動変容促進。中央・郡・
学校レベルでの学校保健活動の実施体制の整備を
支援するものことを目的として実施された。 

出典：外務省、ODA みえる化サイト 
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1-5 他ドナーの援助動向 

表 1-8 主なドナーの援助動向（2020 年から 2021 年） 

ドナー プログラム 対象地域 2020/2021 の 
保健セクター予算 

UNFPA 1. 性/リプロダクティブヘルス 
2. 家族計画 
3. 母子保健 
4. 高齢者およびジェンダーへの暴力 

対象 3 州 
(Madhesh, Lunbini and 
Sudurpaschim) 

予算 $6,122,828 
支出 $6,102,081 

UNICEF 1. 母子保健 
2. 小児医療（予防接種を含む） 
3. 青少年への保健サービス（HIV 対策） 
4. 救急対応を含む保健システム強化 
5. 栄養 

対象県数：18 
対象県数：77 
対象県数：18 
対象県数：77 
対象県数：77 

予算 $7,241,379 
支出 $7,241,379 

WHO 
Nepal 

1. 予防接種の適用範囲を強化するためのワク
チンで予防可能な疾患の監視と技術協力 

2. 小児医療（予防接種を含む） 
3. 青少年への保健サービス（HIV 対策） 
4. 救急対応を含む保健システム強化 
5. 栄養 

対象県数：77 
 
対象県数：77 
対象県数：77 
対象県数：77 
対象県数：77 

予算 $11.1M 
支出 $9.5M 
 

世銀 1. COVID-19 対応 
2. ネパール保健セクター管理改革プログラム

（ガバナンスリフォーム：公衆衛生分野に
おける調達/金融管理、意思決定、説明責任） 

対象県数：77 
対象県数：77 

予算 $104M 
予算 $42.17M 
 
支出合計$146.17M 
  

WFP 1. 緊急栄養支援 
2. 母子保健分野への栄養支援 
3. 米生産強化 
4. 栄養ギャップへの対応 

Province2 の 8 対象県 
Province1のSunsari県 
対象県数：10 
Karnail 州 

保健セクター 
予算 $1,638,751 

GIZ 1. 健康保護システムへの対応 
2. 保健医療従事者への支援 
3. 保健セクターへのガバナンス強化 
4. 健康情報システムと業務プロセスのデジタ

ル化 
5. 青少年の健康と発達の促進 
 
GIZ ネパールは COVID-19 対策としてドイツ
政府から€1M の支援を受け、国立検査セン
ター、感染防止などへ支援を行っている。 

対象県数：76 
対象県数：74 
対象県数：9 
対象県数：4 
 
対象県数：10 

予算 €3.6M 
支出 €3.8M 

KFW 1. 保健セクター支援 
2. 先天性風疹への支援 
3. 疾病からの回復 1＆2 

 
 
 

4. 地方での母子保健と小児保健 
5. COVID-19 支援 

全国 
全国 
Gorka, Ramechhapp, 
Jirilm Sankhu, 
Bhimeshwor, 
Jhaukhel&Melbisauna 
Province7 
全国 

拠出額 Euro15.8M 

USAID 1. 新生児/小児医療 
2. 家族計画/リプロダクティブヘルス 
3. HIV/AIDS 
4. 水の衛生と衛生プログラム 

対象県数：47 
対象県数：75 
対象県数：17 
対象県数：42 

予算 $58,692,385 
支出 $58,692,385 

British 
Embassy 

 全国 予算 ￡10,886,230 
支出 ￡10,653,457 

出典：Annual Report, Department of Health Services 2077/78(2020/21) 
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第2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制 

2-1-1 組織・人員 

2-1-1-1 主管官庁 

本計画実施における主管庁は保健人口省で、担当部署は保健調整部である。運営予算は、保健

セクター予算が保健人口省、州保健局地方保健局および保健関連支出の提供に関与する他省庁

への割り当てに分配される。また、保健人口省予算、州保健予算、地方保健予算を合算したも

のが保健セクター予算として扱われる。本計画の対象施設は保健人口省予算から配分されてい

る。 

Minister
保健大臣

部　Division 局　Departments

保健ｻｰﾋﾞｽ局
Department of 

Health Service

総務部
Administrative 

Division

人口管理部
Population 

Management 

Division

保健調整部
Health 

Coordination
Division

品質管理・

規制部
Quality 

measurement and 
Regulation  Division

政策計画・モ
ニタリング部

Policy, Planning and 
Monitoring Division

ｱﾕｰﾙｳﾞｪｰﾀﾞ・

代替医療局
Department of 
Ayurveda and 

Alternative 
medicine

薬品管理局
Department of 

Drug 
Administration

Secretary
事務次官

保健緊急・災

害対策ﾕﾆｯﾄ
Health emergency 

and disaster 
management unit  

出典：Annual Report、質問票をもとに調査団作成 

図 2-1 保健人口省組織図 

2-1-1-2 ドゥリケル病院の概要 

ドゥリケル病院は 1996 年にコミュニティ主体の医療施設として設立された非営利の総合病院

であり、2021 年時点で 440 床、年間（2019/20）の入院患者数は 18,209 人、外来患者数は 210,153
人、救急患者は、18,372 人の三次医療施設として地域住民に医療サービスを提供している。カ

トマンズから東へ約 30km、カブレ・パランチョーク郡のシンズリ道路の入口に位置し、傾斜

地に建設されていることから、病院を構成する主な建物は敷地内に点在している。同病院は保

健省から補助金を受け取り、基本的保健サービスを無料で地域住民に提供するように委託され

ている。本来ならば公立医療施設が担うべき役割を同病院が代行しており、地域住民にとって

なくてはならない存在である。 

また 1999 年以降はカトマンズ大学との契約のもと、カトマンズ大学医学校の学生に対する教

育を行う教育病院としての役割も担っている。カトマンズ大学医学校は医師、歯科医、看護師、

理学療法士の学士コースがあり、様々な種類の専門医教育も行っている。 

一方、同病院の診療圏は、同病院から北方向に向かうチベット国境付近までのアラニコ道路お

よびシンズリ道路を経由して南部に向かうジャナクプルまでの道路には郡レベルの一次医療施

設しかないことから、同病院は中部地域の東側と東部地域の西側の 6 郡（人口約 160 万人/A グ

ループ）を主な診療圏としている。このエリアから来院する患者はドゥリケル病院全体の 93%
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を占めている。その他、南部タライ地域の 10 郡（人口約 630 万人/B グループ）および中部地

域のカトマンズを含む西側の 5 郡（人口約 325 万人/C グループ）からも患者が来院している。

また、同病院は全国 21 カ所のアウトリーチセンターを有しており、約 7 万人を対象としたコ

ミュニティレベルの基本的保健サービスも提供している。 

 
出典：ドゥリケル病院からの質問票回答に基づき調査団作成 

図 2-2 ドゥリケル病院診療圏 

2016 年度と 2021 年度の地域別の外来患者数は表 2-1 に示すとおりであり、過去 6 年間に外来

患者数は全体で約 6 割増加した。地域別にみると、B グループの南部タライ地域からの患者数

が著しく増加しており、これは 2016 年にシンズリ道路のおける公共機関の輸送も開始され、

全て開通したことが影響していると考えられる。 

表 2-1 地域別外来患者の動向（2016 年度と 2021 年度の比較人数） 

 2016/17 2021/22 増加人数 増加割合 
A グループ（6 郡） 177,704  265,558 87,854 50% 
B グループ（10 郡） 4,131  15,501 11,370 275% 
C グループ（5 郡） 9,058  19,058 10,000 110% 
3 グループ（21 郡）合計 190,899  300,117 46,488 57% 
出典：ドゥリケル病院からの提供資料 

2021 年時点のドゥリケル病院の医師は 231 名、看護師は 318 名、医療補助員は 119 名であり、

その他、薬剤師や技師、運営管理や掃除を担う職員を含め、総数 1,302 名の従業員が勤務して

いる。231 名の医師のうち専門医は 126 名である。医学評議会の規定にて、インターンシップ

は大学附属の教育病院で行うことが義務付けられているが、卒業後どこで働くかは個人の自由

であり、ドゥリケル病院は他の大学を卒業した医師や看護師も雇用している。 

手術件数は年々増加傾向にあり、2016 年には年間約 5,700 件の手術を行っていたが、2019 年

には、7,600 件と増加している。手術室は同病院の本棟に 6 室、出産センターに 2 室あり、内

C
A

B

Districts Group A

1. Kavre
2. Sindhupalchowk
3. Bhaktapur
4. Sindhuli
5. Ramechhap
6. Dolakha

Districts Group B

1. Udayapur
2. Rautahat
3. Okhaldhunga
4. Sunsari
5. Morang
6. Dhanusa
7. Mahottari
8. Siraha
9. Sarlahi
10. Saptari

Districts Group C

1. Kathmandu 
2. Lalitpur
3. Malkawanpur
4. Dhading
5. Nuwakot
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視鏡下での手術や血管造影装置を用いた心臓カテーテル治療（年間 50 件程）、心臓の開胸手術

も行っている。診療科別にみると産婦人科 (28%)、一般外科 (22%)、整形外科 (18%)の手術が

多い。産婦人科の手術の 6 割は帝王切開術が占めている。一般外科の手術で も多いのは、胆

のう摘出術であり、ヘルニア修復術、虫垂切除術が続く。 

2-1-2 財政・予算 

2-1-2-1 国家予算と保健予算 

ネパールの国家予算は 2009 年度の 2,859 億ルピーから 2015 年度には 2.5 倍の 7,150 億ルピー

となり、保健予算の割合も 2009 年度以降、2015 年度まで平均して年 6.16%を占めていた。

2016 年度の国家予算も約 1.5 倍となったが、保健予算の割合は 3.65%と落ち込んだ。ただし、

国家予算は順調に伸び、2019 年度に約 40％増加している。2022 年度には国家予算に対して

5.75%の 1,031 億ルピーとなっている。 

 
出典：保健人口省(2022 年) 

図 2-3 ネパール国家予算と保健予算の比較（単位：10 億ルピー） 

2-1-2-2 ドゥリケル病院の予算 

ドゥリケル病院は保健省および教育省からの補助金、寄付、患者からの診療報酬、医学校の学

生からの学費で運営されており、2019/2020 の年間の予算規模は約 28 億ネパールルピー（約

31 億円）である。また、表 2-2 に示すとおり、カトマンズ大学は別途、教育省から大学補助金

を受給しており、この大学補助金の一部もドゥリケル病院の運営に充てられている。 

  

285.9
337.9 384.9 404.8

517.2

618.1
715

1048

1278 1315

1533 1474

1647

1793

17.84 23.81 29.93 27.00 30.43 33.52 38.25 40.56 46.68 56.42 68.78 90.69 122.70 103.09

6.24

7.05

7.78

6.67

5.88

5.42 5.35

3.87 3.65

4.29
4.49

6.15

7.45

5.75

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23

National Budget Health Budget % of Health Budget 線形 (National Budget) 線形 (Health Budget)



2-4 

表 2-2 ドゥリケル病院の損益計算書（2018/2019 年-2019/2020 年 単位：千ルピー） 

 項目 2018/2019 年 2019/2020 年 増加率 
A.直接収入 
 授業料等 641,910 579,153 90% 
 診療報酬等 829,100 929,100 112% 
 アウトリーチプログラム 12,434 16,016 129% 
 研究関連 95,987 172,949 180% 

小計 1,579,431 1,697,218 107% 
B.その他収入 
 地域プログラム 15,965 14,188 89% 
 他組織との連携 53,230 53,230 100% 
 贈与、支援 40,818 46,640 114% 
 利息 15,000 18,000 120% 

小計    
C.資本収益 
 海外団体/贈与、支援 242,163 373,080 154% 
 政府予算/前年度繰越 105,000 194,498 185% 
 海外団体/贈与、支援 207,363 76,484 37% 
 政府予算/前年度繰越 45,000 50,000 111% 

小計 599,555 694,062 116% 
収入合計（A+B+C） 2,304,000 2,523,337 110% 

D.支出 
 給与・報酬/研究プログラム 390,920 411,783 105% 
 給与・報酬/診療報酬 455,359 526,323 116% 
 医療関連活動支出 536,610 585,450 109% 
 研究関連活動支出 132,799 140,221 106% 
 経営管理支出 73,743 69,093 94% 
 Corps 資金引当金 53,230 53,230 100% 
 休暇準備金 19,000 21,000 111% 
支出合計 1,661,660 1,807,099 109% 
E.その他支出 
 コニュニティー支援支出 69,257 37,082 54% 
 研究活動支援支出 62,103 69,179 111% 
その他支出合計 131,360 106,261 81% 
F. 資本支出 
 土地/開発 50,000 30,000 60% 
 建設 111,780 86,400 77% 
 建設（海外団体） 111,343 100,224  
 建設（前年度繰越支出） 65,016 146,880  
 建設（政府支出） 95,001 150,998 104% 
 医療/教育機器 145,978 286,006 196% 
 その他資産 50,000 50,214 100% 
 車両（海外団体） 10,000 6,000 60% 
 家具 2,644 4,000 151% 
 コンピューター（付属品） 1,892 5,016 265% 
資本支出合計 643,654 865,828 135% 
支出合計 2,436,674 2,779,189 114% 
  (132,674) (255,852) -193% 
出典：ドゥリケル病院（2022 年統計） 
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2-1-3 研究計画 

ネパール国で医学教育の代表的な機関はトリブバン大学医学部とカトマンズ大学医学部でその

他の私立の医科大学はこのどちらかの大学と提携し、提携先大学のカリキュラムを用いて医学

教育を行っている。 

カトマンズ大学医学部の教育病院であるドゥリケル病院の医師 231 名のうち、半数以上の 136
名が専門医で、2017 年には配属されていなかった基礎医学系（法医学、病理、微生物、生化学）

の専門医が 2021 年時点で新たに 18 名配属されている。また 136 名の専門医はカトマンズ大学

医学部で教鞭をとっており、その内訳は、教授 13 名、準教授 21 名、助教授 20 名および講師

82 名である。 

2-1-4 既存施設・機材 

2-1-4-1 既存施設 

ドゥリケル病院は敷地内にいくつもの建物が分散して建つパビリオン型（分散型）の病院であ

り、高低差のある敷地内に小さな建物を含めると 39 の建物・施設がある。敷地内には、救急・

手術・病棟等を有する本館の他に、外来棟、女性センター、小児棟、放射線検査棟、職員宿舎、

入院患者の家族が宿泊できるビジターセンターなどがあり、総合病院としての機能が備わって

いる。一方で、新病棟や洗濯棟の建設が進むなど、増加する患者への対応を行うべく施設整備

が調査時点でも続けられている。 
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出典：調査団作成 

図 2-4 既存施設配置図 
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表 2-3 既存施設リスト 

No. 施設名称 主要機能・部門 No. 施設名称 部門・機能 
① 本館 救急部門、手術部門、整形外科

病棟、内科病棟、人工透析室、
血管造影室、管理部門 

㉑ 放射線検査棟 X 線検査室、超音波検査室 

② 研究棟 研究室、血液バンク ㉒ 歯科棟 歯科外来、教室 
③ 職員棟 職員事務室、更衣室 ㉓ コミュニティプロ

グラム棟 
コミュニティプログラム部
門、工務部門 

④ 職員厨房棟 職員厨房 ㉔ 女性センター 産婦人科病棟・手術室 
⑤ 工務部門棟 工務部門、銀行カウンター ㉕ 外来棟 整形外科、薬剤科、手術、理

学療法、精神科、内視鏡、循
環器内科、耳鼻咽喉科、眼
科、細菌検査、皮膚科、生化
学・免疫検査、病理、血液内
科、X 線検査室、超音波検査
室、CT 室、MRI 室 

⑥ 職員宿舎 職員宿舎 ㉖ 住居棟 住居 
⑦ 洗濯棟 洗濯室、メンテナンス作業場 ㉗ レストラン棟 レストラン 
⑧ 発電機棟 発電機室 ㉘ 新洗濯棟 洗濯室 
⑨ 便所 便所 ㉙ 温室 温室 
⑩ 便所 便所 ㉚ 倉庫棟 倉庫 
⑪ 守衛棟 守衛所 ㉛ 小児科病棟 小児科病棟 
⑫ 旧洗濯棟 管理部門、中央材料室 ㉜ 店舗 店舗 
⑬ 店舗 店舗 ㉝ 保険棟 保険受付 
⑭ 受付棟 受付 ㉞ ビジターセンター ビジター宿舎 
⑮ 教育棟 教室、図書室、スキルラボ、講

堂、食堂 
㉟ 法医学部門棟 法医学部門 

⑯ 多目的棟 コミュニティプログラム部門、
薬剤倉庫、理学療法（学術） 

㊱ 更衣室棟 更衣室 

⑰ 整形外科病棟 整形外科病棟 ㊲ 廃棄物管理部門棟 廃棄物管理部門 
⑱ 学生宿舎 学生宿舎 ㊳ 霊安室棟 霊安室 
⑲ 教室棟 教室（看護学科） ㊴ 排水処理施設 排水処理施設 
⑳ 小児科棟 耳鼻咽喉科病棟、内科病棟    
出典：調査団作成 

調査時点での救急部門は本館の地下 1 階に配置されている。手術室や集中治療室、病棟は本館

内に配置されているが、CT 室や一般撮影室、検査室や輸血管理室、外来棟などは別の建物に配

置されているため、検査のたびに高低差のある敷地内で患者を搬送する必要がある。また、既

存救急部門は合計 30 床で、増加する救急患者に対して病床数が不足している。 

  
(①本館）救急部門、手術部門、病棟部門、事務部門
等がある。 

（㉕外来棟）外来部門、リハビリテーション部門、画
像診断（CT/MRI等）部門、検査部門がある。 
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(㉔女性センター）産婦人科外来・病棟、出産センター
等がある。産科救急も受け入れる。 

(㉞ビジターセンター）入院患者の付き添い家族が宿
泊できる施設。外来棟と本計画の外傷・救急医療セン
ターの間に位置する。 

  
(救急処置室（緑））救急部門の救急処置室はトリアー
ジカラーに連動した処置室となっており、壁面上部
の着色（緑、黄、赤）により識別できる。 

(救急処置室（赤）） も重症度の高い救急処置室（赤）
は 2 床分確保されている。その他に外科的処置を行
う処置室もある。 

  
(手術室）本館には6室の手術室がある。救急部門に
隣接して救急専用の手術室１室も確保されている。 

（集中治療室（ICU））一般 ICU に加えて術後 ICU、
新生児用のNICU等が院内各所に整備されている。 

  
（CT室）外来棟の地下にはCT室、MRI室、一般撮影
室等がある。救急患者も検査のために本館から外来
棟に搬送される。 

（検体検査室）検体検査室は外来棟に設置されてい
る。 

出典：調査団作成 

図 2-5 既存施設写真 
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2-1-4-2 既存機材 

2021 年時点においてドゥリケル病院が保有する主な機材は下表のとおり。この他にベッド、

ICU ベッド、患者監視装置、パルスオキシメーター、輸液ポンプ、シリンジポンプなどを病床

数、重症度に沿った必要数量を保有している。ドゥリケル病院で行われている医療サービスに

対し必要 低限の内容、数量は有しているが、新設する外傷・救急棟へ機材を移設し使用する

までの数量の余裕はなく、仮に移設したとしても経年劣化により新設時の医療サービスへの影

響が懸念される。 

表 2-4 既存機材リスト 

部署 医療機材（数量） 
放射線科 MRI(1)、CT(1)、血管造影装置(1)、一般X 線撮影装置(2)、超音波診断装置(3) 
手術室 術中神経モニタリングシステム(1)、C アーム(1)、麻酔器(9)、手術用顕微鏡(1)、超音波凝固切

開装置(1)、電気メス(1)、高周波エネルギー装置(1)、体外衝撃波結石粉砕装置(1)、レーザーシ
ステム(1)、心臓用超音波装置(1)、呼吸機能検査装置(1)、滅菌器(1) 

内視鏡室 C アーム(2)、内視鏡(9)、胆管・膵管鏡システム(1) 
ICU 移動式X 線撮影装置(4)、人工呼吸器(11)、血液ガス分析装置(3) 
NICU インキュベーター(1)、搬送用インキュベーター(1)、新生児・小児用人工呼吸器(5) 
臨床検査室 生化学分析装置(2)、血液分析装置(3)、PCR(2)、血液培養装置(1)、電解質分析装置(3)、免疫測

定装置(2)、超低温冷凍庫(1) 
CSSD 高圧蒸気滅菌器(1) 
出典：現地調査に基づき調査団作成 

2-2 プロジェクトサイト及び周辺の状況 

2-2-1 関連インフラ整備状況 

2-2-1-1 給水 

既存施設では、市水 3 系統と敷地内の井戸 2 系統を水源として、分散配置された受水槽 5 カ所

から各建物へ給水している。各建物の給水方式は高架水槽方式となっているが、市水の供給状

況により、給水量が不足する場合があるとの報告を病院から受けている。 

ドゥリケル病院の 1 日給水量および受水槽容量は以下のとおりである。なお、ネパール政府に

よる市水改善プロジェクト（Nepal: Secondary Town Integrated Urban Environmental 
Improvement Project：ADB による資金協力）が計画中であり、今後、市水の供給の改善が見

込まれることを確認している。 

1 日給水量：市水 3 系統 78.48 ㎥、井水 2 系統 90.2 ㎥ 

受水槽容量： 

No. 1（本館）：207 ㎥、 No. 2（外来棟）：50 ㎥、No. 3（教育棟）：300 ㎥、No. 4（洗濯棟）：

50 ㎥、No. 5（小児科病棟）50 ㎥ 合計 657 ㎥ 
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出典：現地調査に基づき調査団作成 

図 2-6 既存給水設備配置図 

2-2-1-2 排水 

既存施設では、本館等からの医療系を含む排水は、排水処理設備で処理された後、公共下水に

放流している。既存排水処理設備の処理能力はすでに上限に達しており、病院が拡張を計画し

ているが拡張時期等の目途はたっていない。その他、付属建物からの排水と雨水排水は直接、

公共下水に放流している。 

排水処理設備：処理水量 100 ㎥/日 

排水水質基準：BOD50mg/L、COD250mg/L  
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出典：現地調査に基づき調査団作成 

図 2-7 既存排水設備配置図 

2-2-1-3 電力 

既存施設は Nepal Electricity Authority（NEA）のバネパ変電所を電源とし、ドゥリケル病院

専用の中電圧送電線（11kV）から架空で引き込み、屋外の変圧器で直接受電している。病院の

敷地内には、500kVA、630kVA、200kVA（合計：1,330kVA）の 3 台の変圧器が設置されてお

り、病院内の各エリアに低圧電源を供給している。また、500kVA と 630kVA の変圧器と直列

に自動電圧調整器が設置されている。既存変圧器から外傷・救急医療センターまでは距離があ

るため、コスト面で不利である。既存施設の電気方式および配電状況は下記のとおりである。 

 高圧電力引込み（電力会社 NEA） → 11kV 3 相 3 線 50Hz 
 既存受変電設備 

受電形式：屋外型変圧器容量 

A：630kVA、11kV/400V、230V（外来棟エリア） 

B：200kVA、11kV/400V、230V（歯科棟エリア） 

C：500kVA、11kV/400V、230V（上記以外の全エリア） 

変圧器の設置場所は下記のとおりである。 
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出典：現地調査に基づき調査団作成 

図 2-8 既存電力設備配置図 

2-2-1-4 非常用発電機 

既存施設に継続的な電源供給を確保するために病院の敷地内には 100kVA、250kVA、160kVA、

100kVA（合計 610kVA）の発電機が 4 台設置されている。 

2-2-1-5 太陽光発電設備 

既存施設（本館、教育棟、コミュニティプログラム棟）に太陽光発電アレイが 4 基（総設備容

量：275kW）設置されている。それぞれに蓄電池（総容量 984kW）が併設してあり、発電した

電力は施設で使用し余剰分は蓄電池に充電している。 

2-2-1-6 通信 

既存本館に電話交換機が設置されている。電話交換機は E-PBX を使用しており、メディアコン

バーターを経由して光ケーブルで各施設と接続している。また、外来棟屋上に携帯電話基地局

が設置されているため、山間部ではあるが携帯電話での通話が可能である。 

2-2-2 自然条件 

本プロジェクトにより整備する予定の外傷・救急医療センターの適切な概略設計、施工計画、

事業費積算を実施するため、5 種類の自然条件調査（地形測量、地質・地盤調査、給排水・水質

状況、給電状況、地下水調査）を実施した。それぞれの調査の目的、方法、本プロジェクトへの

影響等について以下に示す。 
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2-2-2-1 地形測量 

外傷・救急医療センターの建設予定地は斜面地に位置し、複雑な形状をしている。建設予定地

の内外にも高低差があり、敷地境界線も確定していないため、敷地形状と地形状況を調査する

必要があった。 

調査範囲は建設予定地を中心とした約 16,000m2とし、周辺道路や隣接敷地の建物や構造物、既

存病院との接続部分を含めた範囲で調査を行った。建設予定地内に 2 点のコンクリート製ベン

チマークを新設し、水準測量を行い、既存の構造物や樹木、埋設された排水管等を測量図にプ

ロットした。また、ドゥリケル市調査部が立ち合いの下、敷地境界線の確定も行った。 

建設予定地は、シンズリ道路に面する北東の敷地入口付近が標高約 1,541.5m と一番高く、既存

病院敷地につながるビジターセンター付近が約 1,513.5m と一番低い。 高部と 低部の高低

差は約 28m である。敷地内には、シンズリ道路から続く南東（標高 1,541m）、中央付近（標

高 1,537～1,540m）、南西（標高 1,533m）に三段の平地があり、北側及び南側の敷地境界に向

かって急斜面となっている。 

2-2-2-2 地質・地盤調査 

建設予定地において、外傷・救急医療センターの規模、構造形式および施工方法等を検討する

ため、地質・地盤調査を行った。建設予定地は、地質学的には小ヒマラヤ地帯に位置し、堆積

岩（砂岩）を基盤とする地盤である。ボーリング調査（深さ 20m）、標準貫入試験、試料採取

および室内試験を行い、地質および地耐力を確認したうえで基礎構造等を決定する。 

地盤の層序は、地表面からシルト質細砂または砂質シルト状の強風化帯（HWR）が 5～9m 堆

積し、その下層が強風化砂岩（WR）および砂岩（R）である。N 値の分布は強風化帯が 12～50
を示し、風化砂岩層では 50 以上が確認された。表層から 20m のボーリング孔内では地下水は

確認されなかった。現況地盤面から 2.1m の深度で約 200kN/m2 が期待できることから、基礎

構造は直接基礎が適すると判断された。 

2-2-2-3 給排水・水質状況調査 

外傷・救急医療センターの給排水設備計画のために各種水源の水質および給水能力調査を行い、

利用の可否を確認した。水源は市水と井水が使用されている。どちらも水質は大腸菌を除いて

飲料水水質基準（National Drinking Water Quality Standards：NDWQS）の基準値以内の数

値となっている。飲料水、滅菌装置等への給水は必要箇所に RO 装置を個別に設置して浄化し

ている。既存水源からの給水量では、外傷・救急医療センターの給水を行う余力がないことを

確認した。 

また、既存排水処理設備の処理能力は上限に達しており、外傷・救急医療センター専用の排水

処理設備が必要であることを確認した。 

2-2-2-4 給電状況調査 

ドゥリケル病院における電力事情（停電頻度、電圧変動の傾向等）、供給状況（電源、供給可能

な電力量）を確認した。調査の結果、ドゥリケル病院専用送電線での 2020 年の停電発生の実績
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は 長で約 6 時間、年間合計で 52 回、約 16 時間の停電である。そのうち約 9 時間は事前に計

画されていた停電のため、残りの 6 時間 30 分がシステム障害、30 分がトリップによる停電で

あった。また公共の送電線であるバクンデ送電線はドゥリケル病院専用送電線と比較すると、

停電時間、停電頻度ともに多く、信頼性と品質はドゥリケル病院専用送電線の方が高い。 

2-2-2-5 地下水調査 

外傷・救急医療センターの水源として井水を活用する必要があるため、電気探査により地層を

調査し、試験井戸を掘削した。揚水量は外傷・救急医療センターで使用する給水量を満足する

ことを確認した。水質は大腸菌を除いて NDWQS の基準値以内の数値となっている。飲料水、

滅菌装置等への給水は必要箇所に RO 装置を個別に設置して浄化する計画とする。 

2-2-3 環境社会配慮 

2-2-3-1 環境影響評価 

(1) 環境社会影響を与える事業コンポーネントの概要 

プロジェクト実施地域は下図に示すとおり、Bagmati 州 Kavrepalanchowk 郡Dhulikhel 市の

カトマンズ大学東側に位置する。 

 
出典：調査団作成 

図 2-9 プロジェクト位置図 
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出典：調査団作成 (Google Earth 地図に基づく) 

図 2-10 プロジェクト位置図 （詳細図） 

当センターの施設、投入機材、サービスの概要は次のとおりである。 

表 2-5 施設の概要及び提供されるサービス 

項目 内容 備考 

1. 施設 

救急治療室、外来室、病棟、
検査室、放射線科、手術室、
ICU 

 病床数：98 床 
 敷地面積：8,460m2 
 床面積：6,486m2 
 階数：地下 3 階、地上 2 階、塔屋 1 階建て 

2. 機材 

MRI、CT スキャン、デジタル
X 線装置、除細動器、換気装
置、手術器具一式、血液検査
装置、オートクレーブ、発電
装置、非常用電源 

- 

3. サービス 

外傷および救急医療、外傷お
よび救急入院および外来
サービス、外傷および救急手
術、ICU および HDU サービ
ス、放射線サービス、検査
サービス、輸血、理学療法、
薬局 

外傷・救急医療センター職員数：合計 220 人主な職種 
医師、外傷外科医、一般外科医、整形外科医、脳神経外科医、
心臓胸部および血管外科医、麻酔科医/救命救急医、医療官、
看護士、ヘルスアシスタント、研究所スタッフ、放射線技師、
薬剤師、メンテナンス/生物医学、救急車救急隊員、救急車運
転手、管理官 /マネージャー、会計、セキュリティ、秘書/受
付、衛生、病棟スタッフ、ソーシャルワーカー/広報係官、医
療記録および統計担当 等 

出典：調査団作成 

Project Area 
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出典：調査団作成 

図 2-11 プロジェクト敷地及び施設配置図 

(2) ベースとなる環境社会の状況 

プロジェクト実施地域の自然環境及び社会環境の概況は次のとおりである。 
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表 2-6 プロジェクト実施地域の自然及び社会環境の現況 

分野 項目 文献／現地調査結果 

自
然
環
境

 
土地利用 

プロジェクト実施地域の土地利用（2021 年 4 月現在）、既に開発が行われている耕作さ
れていない草地である。また、周辺の土地利用エリアは、住宅・開発地域、草地、斜面二
次林である。土地利用図を図 2-12 に示す。 

気候 

プロジェクト実施地域は標高 1,500m 程度に位置し、ケッペンの気候区分では、温暖冬季
小雨気候（CWa）に属す。冬に降雨量（降雪量）が少なく、雨季と乾季が明瞭地域である。
夏季（4～9 月）の平均気温は 24°C、冬季（10～3 月）の平均気温は 10°C である。です。
年間降水量の約 4 分の 3 が夏季に集中し、プロジェクト実施地域の Kavrepalanchowk 郡
の年間平均降雨量は約 1,600mm である。 

大気質 

プロジェクト実施地域周辺の既存の大気質調査地点は、図 2-13 に示すとおりであり、下
表のとおり浮遊粒子状物質の指標である、TSP（全浮遊粒子状物質）や PM（浮遊粒子状
物質）は基準値を超過している状況である。 

［大気質調査地点（文献調査結果：2017 年調査）］ 

 調査地点Air-1 調査地点Air-2 

測定日 15/16 Dec. 2017 17/18 Dec. 2017 
測定地点標高 1,432m 1,497m 

調査地点 Palanse-9, Suryabinayak 
Municipality 

Sanga-14, Banepa Municipality 

［大気質調査地点（文献調査結果：2017 年調査）］ 

項目 
地点 

Ambient Air Quality Gaseous Pollutant 
TSP PM10 PM2.5 SO2 NO2 

調査地点 Air-1 169.82 150.64* 67.74* 13.96 0.15 
Air-2 89.3 84.04 60.43* <2.7 0.26 

基準値 Nepal 230 120 40 70 80 
WHO 150 50 25 500 150 

* 基準値超過項目 
Nepal: National Air Standard, 2012 
出典： Environmental Impact Assessment of Suryabinayak - Dhulikhel Road Improvement 

Project (2018) 

水質 

プロジェクト実施地域周辺の既存の水質調査地点は、図 2-13 に示すとおりであり、全て
の調査結果は基準値を満足している状況である。 

［水質調査地点（文献調査結果：2017 年調査）］ 

 調査地点Water-1 調査地点Water-2 

調査日 Dec. 2017 Dec. 2017 
調査地点標高 1,430m 1,500m 
調査地点 Bhaktapur, Palanse-9 Banepa Municipality, Sanga-14 

［水質調査結果（文献調査結果：2017 年調査）］ 

Item 
地点 pH TSS 

(mg/l) 
BOD 
(mg/l) 

E Coliform 
(MPN/100ml) 

調査地点 Water-1 7.4 32 19 <1,100 
Water-2 7.5 <1 3 <1,100 

基準値 Nepal 6.5-8.5 30-200 30-100 See note-1 
WHO 6.5-8.5 500 100 ppm <1,100 

* 基準値超過項目 
Nepal: National Air Standard, 2012 
Note-1) E. coli must not be detected in 95% of total sample examined (National Drinking Water 

Quality Standard, 2005) 
出典： Environmental Impact Assessment of Suryabinayak - Dhulikhel Road Improvement 

Project (2018) 
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分野 項目 文献／現地調査結果 

自然保護区 
プロジェクト実施地域及びその周辺に国立公園等の自然保護地域は存在しない。なお、
WWF 等のNGO が保護を提唱しているKBA（Phulchoki Mountain forests）が約 8km 南方
向に位置しているが、本プロジェクトによる直接的な影響はない。 

動植物／ 
生態系 

プロジェクト実施地域は、先に示したとおり既に開発が行われている草地となっており、
自然植生はない。また動物相調査結果では以下の種が記録されている。確認された種のう
ち、1 種（ヒョウ）が IUCN レッドリストの VU に分類されるが、本種の繁殖地は、プロ
ジェクト実施地域外にあると考えられる。 

［動物相調査結果において確認された種］ 

分類 確認
種数 

IUCN
種数 確認種（英名） 

哺乳類 9 0 Golden Jackal, Jungle Cat, Small Indian Civet, Small 
Asian Mongoose, Common Leopard, Large Indian 
Civet, Indian Grey Mongoose, Yellow-throated 
Marten, Masked Palm Civet 
※ Common Leopard(ヒョウ) IUCN レッドリスト

VU 種(危急種) 
鳥類 34 0 Ashy Drongo, Barn Swallow, Black Drongo, Black 

Kite, Blue Whistling Thrush, Cattle Egret, Chestnut-
tailed Starling, Common Pigeon,Common Myna, 
Common Tailorbird, Eurasian Collared Dove, 
Eurasian Golden Oriole, Eurasian Tree Sparrow, 
Fulvous-breasted Woodpecker, Great Tit, Grey-
headed Canary-flycatcher, Grey-hooded 
Warbler,Himalayan Bulbul, House Sparrow, Indian 
White-eye, Indian Pond Heron, Jungle Myna, Long-
tailed Shrike, Oriental Magpie-robin, Oriental Turtle-
dove, Pied Bushchat, Red-rumped Swallow, Red-
vented Bulbul, Red Turtle-Dove, Rose-ringed 
Parakeet, Rusty-cheeked Scimitar-babbler, Western 
Spotted Dove, White-throated Kingfisher, Zitting 
Cisticola 

両生 
は虫類 

4 0 Skittering frog, Indian bull frog, Common garden 
lizard, Common rat snake 

チョウ類 12 0 Indian Common Crow, Common Four-ring, Oriental 
Common Grass yellow, Common Jester, Indian 
Common Mormon, Common Sailer, Fulvous Pied 
Flat, Dark Clouded Yellow, Indian Tortoiseshell, 
Metallic Cerulean, Newar Three-ring, Pea Blue 

備考： IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 確認種：

NT (Near Threatened)、VU (Vulnerable)、EN (Endangered)、CR (Critically Endangered) 
出典： JICA 調査団 

文化財 No law-based protected cultural heritage and religious structures are not observed in the 
project affected areas. 

社
会
経
済

 

人口 

プロジェクト実施位置は、Bagmati 州 Kavrepalanchowk 郡 Dhulikhel 市第 6 区であり、
2011 年の国勢調査に基づく人口は次のとおりである。2011 年の国勢調査によると、
Kavrepalanchowk 郡及びDhulikhel 市の総人口はそれぞれ 381,937 人と 32,162 人であり、
ドゥリケル市の男性と女性の間の人口比率は、それぞれ 50.05％、49.95％となっている。 

［プロジェクト実施地域の人口］ 

地域 
人口 増加率 

(%) 2001 2011 

ネパール国全体 23,151,423 26,494,504 12.6% 
Bagmati 州 3,008,487 5,529,452 45.6% 
Kavrepalanchowk 郡 385,672 381,937 -1.0% 
Dhulikhel 市 - 32,162 5.6% 
Ward 6 - 2,002 - 
出典：Central Bureau Statistics 
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分野 項目 文献／現地調査結果 

教育 

ドゥリケル市には、カトマンズ大学を含む多くの大学がある。24 の公立小学校と 6 の私
立小学校、中 11 の公立中学校、8 の私立中学がある。その他修道院が運営する学校も存在
する。男性の識字率を支持する全国統計と同様に、ドゥリケル市の識字率は男性は 85.63％
であり、女性の識字率は 65.77％、全体の識字率は 75.26％となっている。ドゥリケル市
の就学率は 99％となっており、全国平均の 96％よりわずかに高い状況である。 

主な死因や
感染症 

ネパール国内の主な死亡原因は、虚血性心疾患、慢性閉塞性肺疾患、下痢性疾患、下気道
感染症、及び脳内出血である。2020～2021 年（2021 年 10 月の時点）では合計 78 万人以
上がCOVID-19 に感染し、そのうち 11,000 程度が死亡している。 

貧困ライン ネパール国内人口の 18.7％が貧困ライン以下である。2020 年の中央統計局に基づく貧困
ラインは、一人当たりの年収は 191.121 米ドルとなっている。 

出典：調査団作成 

 
出典：調査団作成 （Google Earth に基づく） 

図 2-12 プロジェクト実施地域周辺の土地利用 

 
出典：調査団作成  （Google Earth に基づく） 

図 2-13 プロジェクト実施地域の大気・水質調査地点（既存文献調査） 

Project Area 

[Legend] 
Secondary Tree on the slope (二次林) 
Open land (Grass land) (草地) 
Farm land (農地) 
Residential / Developed Area (住居等開発地域) 

Existing Dulikhel Hospital 

Project Area 

Water Quality  

Air Quality  
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出典：IBAT (https://www.ibat-alliance.org/visual-data-map) 

図 2-14 プロジェクト実施地域 寄りの自然保護地域 

(3) 相手国の環境社会配慮制度・組織 

1) 環境アセスメント関連法令に基づく環境スクリーニング 

環境スクリーニングを行うためのネパール国環境保護規則（the Environmental 
Protection Rules (2020)）と JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010）があげられ以下に

その関連する部分の規定とスクリーニング結果を示す。 

2) ネパール国環境保護規則（2020）に基づくスクリーニング結果 

環境保護規則（2020）に基づく、本プロジェクトに関連する IEE と EIA の実施規則は下

記のとおりであり、1 日あたりの水使用量は、100 床の場合、約 5 万 ℓ/日が想定され、EIA
実施要件の 2 万 ℓ/日を超える見込みであることから森林環境省が EIA の実施が必要と法

令に基づき判断した。 

表 2-7 ネパール国法令に基づく環境スクリーニング結果 

No IEE 条件 (健康／建築セクター) 本プロジェクト条件 
判定 

IEE EIA 

1 26～100 床の障害・疾病病院等 100 床以下 該当 非該当 

2 51 ～100 床の看護学校 左記の施設にはあた
らない   

3 
住宅用、商業用、または住宅用と商業用の両
方の、5,000〜10,000m2を超える面積の建築
面積または床面積 

建築面積または床面
積は 10,000 m2未満
である 

該当 非該当 

4 
映画館、劇場、コミュニティビル、スタジア
ム、コンサートホール、スポーツ施設の建
設。1,000 人から 2,000 人の同時利用。 

左記の施設にはあた
らない   

5 20,000 ㎥以上の切土量を伴う開発 切土量は 20,000 m3

未満である 該当 非該当 

6 11 階建てまたは 25m 以上、高さ 16 階建てま
たは 大 50m の建物の建設 

左記高さ及び階数以
上の施設ではない 非該当 非該当 

7 1 日の水使用量が 1 万～2 万 ℓ. 1 日の水使用量は 2
万 ℓを超える 非該当 該当 

出典：Environmental Protection Rules 2020 

Project Area 
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3) 環境社会配慮ガイドライン（2010）に基づく環境スクリーニング結果 

プロジェクト実施位置は、自然や社会へ影響を及ぼしやすい地域になく、本プロジェクト

は影響を及ぼしやすい特性やセクターではない。環境への望ましくない影響は重大でない

と判断されるため、環境カテゴリの B に分類され、IEE レベルの報告書が必要とされた。 

4) ネパール国環境アセスメント法令と手順 

a) 環境保護法 （Environmental Protection Act（2019）） 

環境保護法（EPA1997）は、2019 年に環境保護法（EPA2019）に置き換えられた。

本法律では、プロジェクトの提案者が(i) 簡易な環境調査、(ii) IEE または (iii) EIA を

実施し、事業の実施前に関係するセクター機関によってそれぞれ報告書の承認を得る

必要がある事が述べられている。 

b) 環境保護規則（Environmental Protection Rules（2020）） 

環境保護法（EPA2019）の施行後、環境保護規則（EPR1997）は EPR2020 に更新さ

れた。 本規則は 2020 年 6 月 15 日より発効し、プロジェクト提案者は、スケジュー

ル 1（簡易な環境調査）、スケジュール 2（IEE）またはスケジュール 3（EIA）に従っ

て環境アセスメントを実施することが義務付けられている。開発プロジェクトの環境

アセスメント手続きの過程においても、州政府と地方政府の役割を定義している。こ

れらの環境に関する法制度は、プロジェクトやプログラムに環境の側面を統合するた

めに用いられている。 

EIA のプロセスを図 2-15 に示す。 

5) ネパール国環境アセスメント法令と JICA ガイドラインの乖離と乖離を埋める方策 

ネパール国環境アセスメント関連法令と JICA ガイドラインの乖離分析結果ならびにそれ

らの乖離を埋める方策を次表に示す。基本的にはネパール国法令は JICA ガイドラインを

概ね満たしている。 

表 2-8 ネパール国 EIA 関連法令と JICA ガイドラインの乖離分析結果 

JICA 環境社会配慮ガイドライン (2010) Environmental Protection Act (2019) / 
Environmental Protection Rules (2020) 

乖離を埋める
方策 

[I. 基本的事項] 
1. プロジェクトを実施するに当たっては、

その計画段階で、プロジェクトがもたら
す環境や社会への影響について、できる
限り早期から、調査・検討を行い、これ
を回避・ 小化するような代替案や緩和
策を検討し、その結果をプロジェクト計
画に反映しなければならない。（JICA ガ
イドライン、別紙 1.1） 

事業者は、事業の実施により発生する可能
性のある環境への悪影響と影響の緩和が
可能な代替案を詳細に分析する必要があ
る。（一部抜粋 Act/Chap.1/Article 4） 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

[II. 情報公開] 
1. 環境アセスメント報告書(制度によって

は異なる名称の場合もある)は、プロ
ジェクトが実施される国で公用語また
は広く使用されている言語で書かれて
いなければならない。また、説明に際し
ては、地域の人々が理解できる言語と様
式による書面が作成されねばならない。 

事業者は環境アセスメント報告書をネ
パール語で作成しなければならないが、国
際ドナーのプロジェクトではメインレ
ポートは英語でサマリをネパール語で作
成してもよい。 
(Rule 7 (8), page 27, Rule 7 (9), page 27 of 
EPR, 2020) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 
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乖離を埋める
方策 

2. 環境アセスメント報告書は、地域住民等
も含め、プロジェクトが実施される国に
おいて公開されており、地域住民等のス
テークホルダーがいつでも閲覧可能で
あり、また、コピーの取得が認められて
いることが要求される。（JICA ガイド
ライン、別紙 2） 

環境アセスメントの承認が森林環境省に
よりなされた後、報告書は事業実施位置の
地方政府に提出され、市民は閲覧・コピー
が可能となる。承認前は森林環境省のウェ
ブサイトで公開が行われ意見の提出が出
来る。 
(Rule 9 (6) of EPR, 2020) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

[III. 住民協議・住民参加] 
1. 特に、環境に与える影響が大きいと考え

られるプロジェクトについては、プロ
ジェクト計画の代替案を検討するよう
な早期の段階から、情報が公開された上
で、地域住民等のステークホルダーとの
十分な協議を経て、その結果がプロジェ
クト内容に反映されていることが必要
である。（JICA ガイドライン、別紙 1、
社会的合意.1） 

事業者は、EIA 調査中に現地ステークホル
ダー会議を行い詳細な代替計画を検討し
なければならない。公聴会が、地方自治体
の代表者の立会いもと、ローカルレベルで
実施される。 
公聴会に先立って、事業概要や公聴会開催
案内が新聞に掲載されFMラジオで案内さ
れる。同様の情報が市役所や公共の場所
（学校やヘルスセンター等）で掲示される。 
(Rule 6 of EPR, 2020) 
公聴会実施後に公聴会の結果等を再度新
聞で公示しウェブサイトに掲載される。住
民等はこれらに対してコメントを行う事
が出来る。 
(Rule 7 (2, 3) of EPR, 2020) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

2. 環境アセスメント報告書作成に当たり、
事前に十分な情報が公開されたうえで、
地域住民等のステークホルダーと協議
が行われ、協議記録等が作成されていな
ければならない。 

事業者は、十分な情報公開を行った後に住
民等と現地ステークホルダー会議を実施
しなければならない。現地ステークホル
ダー会議は記録され環境アセスメント報
告書に添付される。 
(page 141 of EPR, 2020) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

3. 地域住民等のステークホルダーとの協
議は、プロジェクトの準備期間・実施期
間を通じて必要に応じて行われるべき
であるが、特に環境影響評価項目選定時
とドラフト作成時には協議が行われて
いることが望ましい。（JICA ガイドラ
イン、別紙 2. カテゴリA に必要な環境
アセスメント報告書） 

事業者は、住民等と事業の準備段階と実施
段階で現地ステークホルダー会議を実施
しなければならない。スコーピング段階と
ドラフト環境アセスメント報告書作成段
階で実施する事が望ましい。 
(page 141 of EPR, 2020) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

[IV. 影響評価対象項目] 
1. 環境社会配慮に関して調査・検討すべき

影響の範囲には、大気、水、土壌、廃棄
物、事故、水利用、気候変動、生態系及
び生物相等を通じた、人間の健康と安全
及び自然環境への影響（越境の又は地球
規模の環境影響を含む）並びに以下に列
挙する様な事項への社会配慮を含む。非
自発的住民移転等人口移動、雇用や生計
手段等の地域経済、土地利用や地域資源
利用、社会関係資本や地域の意思決定機
関等社会組織、既存の社会インフラや社
会サービス、貧困層や先住民族など社会
的に脆弱なグループ、被害と便益の分配
や開発プロセスにおける公平性、ジェン
ダー、子どもの権利、文化遺産、地域に
おける利害の対立、HIV/AIDS 等の感染
症、労働環境（労働安全を含む）。（JICA
ガイドライン、別紙 1. 検討する影響の
スコープ.1） 

事業者は、環境と健康と安全を含む社会配
慮のほか、自然環境と関連する大気、水、
土壌、廃棄物、動植物について詳細な分析
を行わなければならない。 
(Page 150-152 of EPR, 2020) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

2. 調査・検討すべき影響は、プロジェクト
の直接的、即時的な影響のみならず、合
理的と考えられる範囲内で、派生的・二
次的な影響、累積的影響、不可分一体の
事業の影響も含む。また、プロジェクト
のライフサイクルにわたる影響を考慮
することが望ましい。(JICA ガイドライ
ン、別紙 1、検討する影響のスコープ.2） 

事業者は、環境アセスメントの実施におい
て直接的、即時的影響について分析しなけ
ればならない。 
本事業については、その他事業等からの累
積的な影響はないことが確認されている
ため実質的に JICA ガイドラインとの乖離
は発生していない。 

法的な乖離は
あるが、実質
的な乖離は認
められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 
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乖離を埋める
方策 

[V. モニタリング、苦情処理等] 
1. モニタリング結果を、当該プロジェクト

に関わる現地ステークホルダーに公表
するよう努めなければならない。（JICA
ガイドライン、別紙 1、モニタリング.3） 

事業者は、工事中と供用時に自己モニタリ
ングを実施し、1 回／6 ヶ月の頻度で関連
する省庁に報告書を提出しなければなら
ない。 
(Rule 45 of EPR, 2020) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

2. 第三者等から、環境社会配慮が十分でな
いなどの具体的な指摘があった場合に
は、当該プロジェクトに関わるステーク
ホルダーが参加して対策を協議・検討す
るための場が十分な情報公開のもとに
設けられ、問題解決に向けた手順が合意
されるよう努めなければならない。
（JICA ガイドライン、別紙１、モニタ
リング.4） 

事業者は、問題を解決するために苦情処理
組織を設置し、第三者が環境社会的配慮が
十分に行われていないと指摘した場合、苦
情処理組織は関連する利害関係者と調整
し、問題を解決するための議論と検討のた
めのフォーラムを設立する。事業者が環境
社会的配慮を十分に行わない場合は、第三
者によって関係機関に苦情を申し立てる
事ができる規定がある。 
(Clause 36 of EPA, 2019) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

[VI. 生態系及び生物相] 
1. プロジェクトは、重要な自然生息地また

は重要な森林の著しい転換または著し
い劣化を伴うものであってはならない。 

事業者は、重要な自然生息地や森林等の著
しい転換や悪化をしてはならない。 
(Rule 33 of EPR, 2020) 

著しい乖離は
認められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

[VII. 先住民族] 
1. プロジェクトが先住民族に及ぼす影響

は、あらゆる方法を検討して回避に努め
ねばならない。このような検討を経ても
回避が可能でない場合には、影響を 小
化し、損失を補填するために、実効性あ
る先住民族のための対策が講じられな
ければならない。 

法令等（EPR2020）に明確な記述はないが、
通常環境アセスメントでは、先住民に悪影
響を与える可能性がある場合は、その損失
に対して補償が提供されることとなって
いる。 
本事業については、被影響者の中に先住民
族は確認されていない事から影響は無い
事が確認されており、JICA ガイドラインと
の乖離は発生していない。 

法的な乖離は
あるが、実質
的な乖離は認
められない 
(ネパール法
令及び JICA
ガイドライン
2010 に従う) 

備考) 別紙 1: 「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月公布）」の相手国に求める要件、別紙 2: カ
テゴリA に必要な環境アセスメント報告書 

出典： 「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月) 
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出典：環境保護規則(2020)に基づき調査団作成 

図 2-15 EIA 手順フロー図 

(4) 代替案（実施しない場合との比較を含む）の比較検討 

本プロジェクトの施設位置の検討にあたっては、ドゥリケル病院との連携が必須である事から

寄り位置かつ一定の面積が確保可能な下図に示す 2 カ所（A 及び B）がその候補となった。

代替案の環境社会面からの検討結果は下表のとおりであり、位置A は用地取得が必要となるも

のの、その他の安全性（事故）、公共インフラの利便性、水況への影響の少なさから、位置 B
と比較して優位であると分析された。 

1) 事業概要の作成  
2) 事業概要と EIA 実施必要性を新聞にて公示 
3) 周辺住⺠・地方自治体を中心として初期的なス

テークホルダー会議実施（スコーピング会議） 
（事業概要説明、代替案説明、正と負の影響説
明、想定スケジュール、意見交換） 

ステークホルダー会議の実施  
(事業概要、代替案、正と負の影響、スケ
ジュール、意見交換) 

1) 通知（新聞、ラジオ、新聞／一週間前） 
2) パブリックヒアリング(会議方式) 

1) MOFE のウェブサイトにて 7 日間公開 
2) 新聞等による公示 
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出典：調査団作成(Google earth に基づく) 

図 2-16 施設の代替案位置図(位置 A 及び位置 B) 

表 2-9 施設位置の環境社会配慮上の代替案分析結果 

評価項目 位置 A 位置 B 

自
然
環
境

 

生態系 
既に過去に農地として開発された地域
であり自然植生はなく、影響はほとん
どない。 

緊急時のヘリコプター発着所となって
おり、自然植生はなく、影響はほとんど
ない。 

水況 排水面等で特に影響はない 
雨季等では周辺から雨水が集中する低
位位置にあり洪水等の影響を受けやす
い。 

地形地質 斜面に位置するため十分な法面保護が
必要となる。 

周辺の地形が隆起しており安定性に欠
ける。 

社
会
影
響

 

用地取得・住民移転 小規模の耕作放棄地の用地取得や 2 世
帯の住民移転が発生する 

ドゥリケル病院内敷地のため用地取
得・住民移転等は発生しない。 

公共インフラ 
隣接する Sindhuli 道路から直接乗り入
れが可能であり、公共インフラとして
利便性が高い。 

隣接する Sindhuli 道路から幅 4m 程度
の約 500m の生活道路を経由して位置
B に至るため、利便性が A と比較して
低い。 

交通事故・安全性 
隣接する Sindhuli 道路から直接乗り入
れが可能であり、生活道路等は経由し
ないため B と比較して事故の発生は少
ないと思われる。 

Sindhuli 道路からのアクセスは幅員の
狭く急カーブがあり、緊急時に交通事
故を起こす可能性が高い。 

総合評価 
用地取得等が発生するものの、幹線か
ら直接乗り入れが可能な立地であり公
共インフラの利便性は高いことから、
本案が推奨される。 

用地取得の観点では優れるが、その他
の洪水や地形・地質等の影響を受けや
すい位置であり、かつ幹線からの接続
道路は安全ではなく公共インフラとし
ての利便性が低い位置であると評価さ
れる。 

出典：調査団作成 

なお、本プロジェクトが実施されない場合は、緊急患者への対応キャパシティが限定される、

または他病院への移送に時間を要し救命率が低下する事が想定される。 

Dhulikhel Hospital Location-B 
Location-A 
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(5) スコーピング 

影響を及ぼす活動、項目、影響の程度を下記のレオポールド・スコーピング・マトリクスで示

す。 

表 2-10 スコーピング・マトリクス 
分野 

No 

影響要因 
 
 
 
 
 
 
 
 

影響項目 
(ネパール側EIA 項目) 

工事前・工事中 供用時 

評
価
（
工
事
前
・
工
事
中
）

 

用
地
取
得
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
範
囲
の

 
ク
リ
ア
ラ
ン
ス

 
土
地
利
用
計
画
の
変
更
、

 
施
工
規
則
に
よ
る
各
種
活
動
の
管
理

 

湿
地
等
の
埋
め
立
て
・
改
変

 

森
林
伐
採

 

土
地
の
改
変

 
（
切
土
、
盛
土
、
埋
立
、
掘
削
等
）

 

工
事
用
機
械
・
車
両
の
活
動

 

工
事
用
道
路
、
駐
車
場
、

 
関
連
施
設
の
建
設

 

工
事
区
域
周
辺
の
交
通
規
制

 

労
働
者
の
流
入
、

 
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
の
建
設

 

評
価
（
供
用
時
）

 

病
院
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
・
来
院

 

病
院
施
設
構
造
物
の
存
在

 

地
下
水
の
揚
水

 

排
水
・
廃
棄
物
の
発
生

 

公
害

 

1 大気質（大気汚染） B-      B-         
2 水質（水質汚濁、排水） B-     B-    B- B-    B- 
3 廃棄物（建設廃棄物、医療廃棄物） B- B-        B- B-    B- 
4 土壌汚染（土壌汚染） C     C     C    C 
5 騒音・振動（騒音・振動） B-      B-    B- B-    
6 地盤沈下                
7 悪臭                

8 川底の底質 
*No4 土壌汚染にて分析 C     C     C    C 

自
然
環
境

 9 保護区域                
10 生態系（都市生態系）                
11 水況                
12 地形・地質（斜面・法面保護） B-     B-          

社
会
環
境

 

13 非自発的住民移転（用地取得・非自
発的住民移転） B- B-              

14 貧困（貧困） C C              
15 少数民族・先住民族 C C              
16 雇用や生計手段等の地域経済                
17 土地利用や地域資源利用                
18 水利用（地下水の揚水） C     C     C   C  

19 既存の社会インフラや社会サービ
ス                

20 社会関係資本や地域の意思決定機
関等の社会組織                

21 利益と被害の偏在                

22 地域内の利害対立（労働者と地域
住民の対立） C         C      

23 文化遺産                
24 景観                

25 ジェンダー（児童労働と女性労働
者への差別） C         C      

26 子どもの権利（No25 同様） C         C      
27 感染症（感染症） B-     B-     B- B-    
28 労働環境（健康と安全） B-         B- B- B-    

そ
の
他

 

29 事故（交通渋滞及び No28） B-      B-         
30 越境の影響及び気候変動                

Note) 評価 
A：著しい影響 B：ある程度の影響があるがA に比較して小さい C：影響の有無、その程度・範囲が不明であり、今後の更な

る調査が必要 D：負の影響はほとんど考えられないため今後の調査は必要ないと思われる ＋／－ ：正／負の影響 
出典：調査団作成 
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表 2-11 各項目の評価の理由 

分野 No. 影響項目 
評価 

評価理由 工事前 
工事中 供用時 

公
害
（
生
活
環
境
項
目
）

 

1 大気質 B- 

工事時: 工事用機械や車両の稼働により一時的に粉じんの影響が大きくなる可能性があ

る。しかしながらこの影響は、開発面積が大きくないことから著しくなく、一般的な緩和

策の実施により 小化される事が想定される。 

供用時: 著しい影響を与える活動は想定されていない。ただし、本項目は通常森林環境省

の要求によって供用時のモニタリングが義務づけられている。 

2 水質 B- B- 

工事時: 土工による裸地面から特に雨季は濁水が発生する。一方、本プロジェクトは比較

的小規模であり、労働者の工事用キャンプ等は設置されないため有機汚濁水は発生しな

いものと考えられる。 

供用時: 厨房等からの一般排水及び手術等に使用した医療関連排水が発生する。  

3 廃棄物 B- B- 
工事時: 主に土工時により生じる建設残土が発生する。  

供用時: 一般廃棄物、し尿、医療廃棄物が発生する。 

4 土壌汚染 C C 
工事時: 土工時によって発生する建設残土が汚染されている可能性がある。建設残土が

汚染されている場合は、プロジェクト地域以外の搬出先に影響を与える可能性がある。 

供用時: 医療廃棄物が土壌汚染に影響を与える可能性がある。 

5 騒音・振動 B- B- 
工事時: 工事活動（工事車両の運行、工事機械の稼働等）による工事騒音・振動が想定さ

れる。 

供用時: 停電時に使用するジェネレータから騒音が発生する場合がある 

6 地盤沈下   工事時及び供用時: 地盤沈下を発生させるような活動や現状（大規模揚水はなく、軟弱地

盤層も確認されていない）ではないことから影響はないと想定される。 

7 悪臭   工事時及び供用時: 悪臭を発生させるような大規模な活動は想定されていない。 

8 川底の底質 C  No4 土壌汚染を参照 

自
然
環
境

 

9 保護区域   

工事時及び供用時: プロジェクト実施地域には、法律で保護されている自然・文化保護区

域や施設はない。なお、 も近い自然保護区域としては、約 8km 南西に Phulchoki 
Mountain forests (KBA：Key Biodiversity Area)があるが、プロジェクト活動による影響は

想定されない。 

10 生態系 C C 
工事時：有害物質の侵出や廃棄物の不適切な管理により周辺の動植物種への影響が想定

される 
供用時：医療廃棄物等の不適切な管理により周辺の動植物種への影響が懸念される 

11 水況   工事時及び供用時: プロジェクト実施地域周辺に河川等はなく、プロジェクト活動につ

いても水況に影響を及ぼすような活動はない。 

12 地形・地質 B- B- 
工事時及び供用時: プロジェクト実施地域及び周辺には法的に保護された地形・地質は

ない。一方、本プロジェクトにおいて敷地境界に盛土及び擁壁を設置する計画であるた

め、継続的な維持管理に留意が必要である。 

社
会
環
境

 

13 非自発的住民移転 B- 
工事前: プロジェクトの実施により2世帯11人の住民移転が発生する 

供用時: 供用時には非自発的住民移転は発生しない。 

14 貧困 C 
工事前: 用地取得及び非自発的住民移転が貧困層（貧困ライン以下の世帯）に影響を与え

る可能性がある。 

供用時: 供用時には貧困層への影響を与える活動はない。 

15 少数民族・先住民

族   
工事前: 用地取得及び非自発的住民移転は少数民族・先住民族へ影響は与えない。また、

被影響者に少数民族・先住民族は含まれない。 

供用時: 供用時には少数民族・先住民族等への影響を与える活動はない。 

16 雇用や生計手段等

の地域経済   工事時及び供用時: プロジェクト実施地域は建築プロジェクトであるため比較的小さく

地域の経済等への影響は想定されない。 

17 土地利用や地域資

源利用   
工事時及び供用時: プロジェクト実施用地は既にネパール国政府側により取得されてお

り土地利用に関する新たな影響はない。また、プロジェクト実施地域には森林等はなく

周辺の入会地等の資源利用の場として利用されていない。 

18 水利用 C C 

工事時及び供用時: 工事用及び供用時に使用するための井戸が建設される。井戸の水源

となる帯水層は、本調査地域では風化帯が想定されている。これは、水平に広がる堆積層

とは異なり、鉛直に近い形状で帯水層を形成することが多い。このため、周辺の井戸への

影響は少ないものと想定されているが、継続的なモニタリングを行い影響の有無を確認

する。 
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分野 No. 影響項目 
評価 

評価理由 工事前 
工事中 供用時 

 

19 既存の社会インフ

ラや社会サービス   

工事時及び供用時: 建設予定のセンター周辺には既存のドゥリケル病院が位置し、相互

補完の機能を持つことから正の影響が想定される。その他近傍に学校やその他の病院、

集会所等はなく負の影響は想定されない。加えて、プロジェクトの実施は、周辺の施設へ

の通勤通学にも影響はないものと想定される。 

20 
社会関係資本や地

域の意思決定機関

等の社会組織 
  

工事時及び供用時: プロジェクト実施地域近傍には、特定のグループの集合居住区はな

いことから社会関係資本や地域の意思決定機関等の社会組織への影響はない。 

21 利益と被害の偏在   工事時及び供用時: プロジェクト実施による正の影響は地域住民へ公平に与えられるた

め利害と被害の偏在は想定されない。 

22 地域内の利害対立 C  

工事時：外部から流入する工事関係者と地域住民間で現地マナーや宗教等に関する係争

が発生する可能性がある。 

供用時：既に近傍に病院があり、外部から患者や関係者が訪れている地域である事から

新たな問題は発生しないと考えられる。また、プロジェクト実施による正の影響は地域

住民へ公平に与えられるため、利害と被害の偏在は想定されず、地域内の利害対立も想

定されない。 

23 文化遺産   工事時及び供用時: プロジェクト実施地域内には法的に保護あるいは周辺住民に慣習的

に保護されている文化遺産等はなく、影響は想定されない。 

24 景観   
工事時及び供用時: プロジェクト実施地域周辺には法的に保護・規制された施設や地域

はない。また、センター施設は、地上2階建ての計画であり、周囲に調和した意匠とする

事から周辺景観への影響はほとんどないものと想定される。 

25 ジェンダー C  
工事時: 工事労働者の男女間で不平等な契約（賃金や条件）の可能性がある。 

供用時: 供用時にはジェンダーに関係ない公平なサービスが提供される事から影響はな

いものと想定される。 

26 子どもの権利 C  
工事時: 工事中に児童労働が発生する可能性がある。 

供用時: 供用時は全ての年齢や性別に関係なくセンターのサービスは提供され、子ども

の権利への影響はないものと想定される。 

27 感染（HIV/エイズ

含む） B- B- 

工事時: 工事時に建設労働者が集中するためCOVID-19のような伝播しやすい感染症が

広がることが懸念される。その他、土工により生じた水たまり等はデング熱等の原因と

なる蚊の発生源となる可能性がある。 

工事時: 利用者（患者）やスタッフがセンター内に集中するためCOVID-19のような伝播

しやすい感染症に感染する可能性がある。 

28 労働環境（労働安

全を含む） B-  

工事時: ネパール国内ではしばしば労働者の安全性が確保されていないケースが散見さ

れる。工事実施時にはネパール国ガイドラインに準拠した工事労働環境が確保される必

要がある。 

供用時: 労働環境はネパール国法令に従い確保される事から影響は想定されない。 

そ
の
他

 

29 事故 B- B- 

工事時: プロジェクト実施地域内及び接続公道において工事車両の運行や工事機械の稼

働があることから事故の増加が想定される。 

供用時:  地域外部から新しい患者の流入に伴う交通集中により渋滞や事故の発生が増

加する可能性がある 

30 越境の影響及び気

候変動   

工事時: 工事時には工事用車両や機械から地球温暖化効果ガスが発生するものの、それ

らの台数は比較的少ないことから影響もほとんどないものと想定される。 

供用時: 供用時にはジェネレータから地球温暖化効果ガスが発生するものの、それらの

台数や稼働時間数は少ないことから影響もほとんどないものと想定される。 

Note) 評価 
A：著しい影響 B：ある程度の影響があるがA に比較して小さい C：影響の有無、その程度・範囲が不明であり、今後の更な

る調査が必要 D：負の影響はほとんど考えられないため今後の調査は必要ないと思われる ＋／－ ：正／負の影響 
出典：調査団作成 
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(6) 環境社会配慮調査の TOR 

スコーピング結果に基づく本調査の EIA 調査項目と手法等（TOR）を以下に示す。 

表 2-12 本 EIA の調査項目と手法等（EIA の調査・予測 TOR） 

カテ
ゴリ No. JICAガイドライン

項目 調査項目・調査頻度等 予測方法 

公
害

 

1 大気汚染 
(1) 現地調査：3 地点（病院、事業サイト 2 地点） 
(2) 項目：CO、NO2、SO2、PM10、PM2.5 
(3) 頻度：1 回（乾季） 

定性的 

2 水質汚濁 
(1) 現地調査：3 地点 （表流水、地下水、病院排水） 
(2) 項目：BOD、pH、SS、水温、大腸菌群数 
(3) 頻度：1 回（雨季） 

定性的 

3 廃棄物 
(1) 現地調査：現ドゥリケル病院廃棄物処理状況 
(2) 項目：現状の廃棄物処理工程 
(3) 頻度：1 回 

定性的／定量的 

4 土壌汚染及び底質 

(1) 現地調査：1 地点（事業サイト内） 
(2) 項目：Cadmium、Hexavalent Chromium、Mercury、

Lead、Arsenic、Cyanide、Selenium、Fluorine、Boron 
(3) 頻度：1 回 

定性的 

5 騒音・振動 

(1) 現地調査：3 地点（事業サイト内 2 地点、ドゥリケ
ル病院 1 地点） 

(2) 項目：環境騒音、環境振動（24 時間） 
(3) 頻度：1 回（降雨がない日） 

定性的／定量的 

自
然
環
境

 10 生態系 

(1) 現地調査：事業サイト内及びその周辺 
(2) 項目：動物種（哺乳類、両生・は虫類、鳥類、昆虫

（チョウ類））、植物種 
(3) 頻度：1 回 

定性的 

12 地形地質 調査団の実施する地形・地質調査の結果を流用 
（ボーリング調査） 定性的 

社
会
環
境

 

13 住民移転 

(1) 現地調査：被影響者への聞き取り調査 
(2) 項目：被影響者センサス、損失目録調査、社会経経

済調査 
(3) 頻度：1 回 

定量的 

14 貧困層 No13 の住民移転調査に基づく 定性的 

18 水利用 
(1) 現地調査：試掘井 
(2) 項目：湧水量（揚水量） 
(3) 頻度：1 回（本調査期間中のモニタリング） 

定量的 

25 ジェンダー No13 の住民移転調査に基づく 定性的 

26 子どもの権利 
(1) 現地調査：周囲の工事現場等の踏査 
(2) 項目：児童労働の有無の確認 
(3) 頻度：1 回 

定性的 

27 感染症 
(1) 現地調査：ドゥリケル病院聞き取り／文献収集 
(2) 項目：感染症の状況 
(3) 頻度：1 回 

定性的 

28 労働環境及び安全 
(1) 現地調査：周辺工事現場の確認／法令収集 
(2) 項目：安全装置の使用状況 
(3) 頻度：1 回 

定性的 

そ
の
他

 

29 事故 
(1) 現地調査：文献収集 
(2) 項目：事故の状況 
(3) 頻度：1 回 

定性的 

出典：調査団作成 
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(7) 環境社会配慮調査結果（現地調査・影響予測・評価結果を含む） 

環境アセスメントの現地調査結果、予測・評価の概要は次のとおりである。 

表 2-13 環境アセスメントの調査結果及び予測・評価の概要 

分
野
 

No. 

項目 

(ネパール国側
項目) 

評価 
スコーピング時 

(分析後) 
結果の概要 

工事前・
工事中 

供用時 現地調査または文献調査 予測 評価 

公
害
 (
Ph
ys
ic
al
 a
nd
 C
he
mi
ca
l 
En
vi
ro
nm
en
t)
 

1 

大気質 

(大気汚染) 

B- 

(B-) 

 

(  ) 

1. 調査地点  

Air-1：サイト内北側 

Air-2：サイト内南側 

Air-3：既存ドゥリケル病院
内 

2. 調査日：2021年7月21日 

3. 調査結果 

全調査結果は、ネパール国及
びIFC基準値に適合 

(基準値ネパール国/IFC) 

[Air-1：サイト内北側] 

PM10：60.80 µg/m3 (120/150) 
PM2.5：21.87 µg/m3 (40/75) 
SO2：2.14 µg/m3 (80/125) 
NO2：6.13 µg/m3 (70/40) 
CO：<1,000µg/m3 (10,000/-) 
[Air-2：サイト内南側] 

PM10：85.98 µg/m3 (120/150) 
PM2.5：28.07 µg/m3 (40/75) 
SO2：2.67 µg/m3 (80/125) 
NO2：3.65 µg/m3 (70/40) 
CO：<1,000µg/m3 (10,000/-) 
[Air-3：既存ドゥリケル病院
内] 

PM10：53.92 µg/m3 (120/150) 
PM2.5：15.49 µg/m3 (40/75) 
SO2：1.54 µg/m3 (80/125) 
NO2：1.64 µg/m3 (70/40) 
CO：<1,000µg/m3 (10,000/-) 
* ネパール国基準値：

National Ambient Air 
Quality Standard, 2069 

[工事中] 

工事用機械の稼働により
CO、NO2、SO2及び PMs が発
生する。しかしながら、下
記の理由から影響はほと
んどないと想定される。 

工事活動（発生源）は昼間
に限定されること 

工事用機械は、サイト内で
は 10 台未満であり排出ガ
スが及ぼす影響はほとん
どないと想定される 

一般にこれらの工事機械
の稼働はバックグラウン
ド濃度(BG 濃度)の 10％未
満である事が知られてお
り、BG濃度を加味した場合
でも影響はほとんどない
ものと想定される。 

[工事中] 

工事用機械の稼働により排
気ガスや粉じんが発生する
ため、 寄りのホテルや住
宅に影響を及ぼす可能性が
ある。 

ただし、同時に建設機械の
台数は10台未満であり、住
宅地は建設地から遠く離れ
ているため、排気ガスの影
響はほとんどないものと想
定される。また、粉じんが
寄りのホテルや住宅に影

響を与える場合は、粉じん
対策のための散水などの一
般的な緩和策を実施するこ
とにより緩和可能である。 

2 

水質 

(水質汚濁) 

B- 

(B-) 

－ 

(－) 

1. 調査地点 

表流水：サイト外南東部 

地下水：既存井戸(ドゥリケ
ル病院内) 

排水：既存排水(ドゥリケル
病院内) 

2. 調査日：2021年7月16日 

3. 調査結果  

表流水 

( 基準値： Land Surface 
Water Quality(Nepal 
Gazette 23 June 2003)) 

基準値を満足 

[水温] 

25.67 ℃ (40) 

[pH] 

7.52 (5.5-9.0) 

[BOD] 

33.0 mg/l (50) 

[TSS(全浮流物質)] 

21 mg/l (200) 

[工事中] 

掘削等により濁水が発生
する可能性が有機汚濁は
発生しない。工事の規模か
ら見て、労働者のための宿
泊所等は建設されないた
め、基本的に著しく影響の
大きい有機汚濁排水は発
生しない。 

[供用時] 

約34,000 l/日の排水が発
生することが想定される。
医療系の排水は一旦処理
された後に一般排水と同
様に当事業サイト内に設
置される下水処理施設で
処理され、自然放流が行わ
れる。これらの排水は排水
基準値以下で排水がなさ
れる計画である。 

[工事中] 

濁水はサイト内のみならず
周辺地域から既存の河川や
流れに流入している。この
ため、事業による軽微な影
響は、河川全体を悪化させ
ないと考えられる。 

ただし、負の影響を 小限
にするため必要に応じて沈
砂池を設置する等の一般的
な緩和策を行う必要があ
る。 

[供用時] 

排水量に応じた下水処理施
設が設けられる事から放流
先河川水質への影響は 小
化される。 
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分
野
 

No. 

項目 

(ネパール国側
項目) 

評価 
スコーピング時 

(分析後) 
結果の概要 

工事前・
工事中 

供用時 現地調査または文献調査 予測 評価 

 

 

 

  

[E-coliform(糞便性大腸菌
群数)] 

多数確認* (基準値なし) 

[Total-coliform(全体調筋
群数)] 

多数確認* (基準値なし) 

 

地下水水質 

(ネパール国飲料水水質基準 
(Nepal Gazette 26 June 
2006)) 

糞便性大腸菌群数を除く項
目は基準値を満足 

[地下水水質-1：ドゥリケル
病院内既存井戸 

[水温] 

24.78 ℃ (no standard) 

[pH] 

7.66 (6.5-8.5) 

[BOD] 

3.2 mg/l (no standard) 

[SS(TDS)](浮遊物質) 

2 mg/l (1,000) 

[E-coliform] (糞便性大腸
菌群数)  

8 MPN/100ml (0)基準値超過 

 

下水処理後の排水 

(ネパール国表流水基準 
(Nepal Gazette 23 June 
2003)) 

BOD を除く項目は基準値を
満足 

[ドゥリケル病院下水処理施
設排水(2020)] 

[pH] 

7.86 (5.0-9.0) 

[BOD] 

68 mg/l (50) 

[TSS](全浮遊物質) 

32.0 mg/l (200) 

  

3 

廃棄物 

(廃棄物) 

B- 

(B-) 

B- 

(B-) 

ドゥリケル病院側への聞き取り
によれば既存病院の廃棄物は適
切に処理されている。各種類の
廃棄物発生量は下記のとおり。 

(1)一般廃棄物 

360 kg/日 

ドゥリケル病院内で収集さ
れ規定の 終処分場で処理 

(2)医療廃棄物 

6.5 kg/日：未分別ゴミ 

3.2 kg/日：感染性廃棄物 
(針、鋭利なもの、手袋、ガー
ゼ片等を含む) 

医療廃棄物は院内で分別さ
れ、院内の廃棄物管理セン
ターで収集された後、再度分
別される。感染性廃棄物は
オートクレーブで処理し、ラ
イセンスを所持する指定会
社に引き渡し処理処分され
ている。 

[工事中] 

工事中の主な建設廃棄物
として建設残土が 大
20,000 m3程度発生する。 

[供用時] 

既存病院同様の廃棄物が
以下に示される量発生す
ると想定され、同様の処理
がなされる。 

※ドゥリケル病院 (475
床)と本医療センター(約
100床)の比から算出 

(1) 一般廃棄物 

80 kg/日 

(2) 医療系廃棄物 

1.5 kg/日：未分別ゴミ 

0.7 kg/日：感染性廃棄物 

[工事中] 

項目 No4（土壌汚染）にお
ける土壌汚染調査の結果、
サイト内の表層土壌は汚染
は認められない。このため
残土をサイト外で使用する
場合にも影響は発生しない
と考えられる。 

ただし、工事時には再度土
壌汚染調査を行う必要があ
る。 

[供用時] 

本医療センターから発生す
る廃棄物の全ては既存ドゥ
リケル病院と同様の方法で
適切に処理処分されること
から問題は発生しないと考
えられる。 
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野
 

No. 

項目 

(ネパール国側
項目) 

評価 
スコーピング時 

(分析後) 
結果の概要 

工事前・
工事中 

供用時 現地調査または文献調査 予測 評価 

 害

4 

土壌汚染及び
川底の底質 

 

(土壌汚染) 

C 

(－) 

C 

(－) 

1. 調査地点 

Soil-1：サイト内中央部 

2. 調査日：2021年7月16日 

3. 調査結果(分析結果) 

全ての項目の分析結果は参
照する基準値を満足 

(ネパール国基準値不在のた
め日本の土壌汚染基準値と
比較) 

[Cadmium] 

<0.1 mg/kg (45) 

[Hexavalent Chromium] 

4.53 mg/kg (250) 

[Mercury]* 

< 0.05 mg/kg (15) 

[Lead] 

<0.5 mg/kg (150) 

[Arsenic] 

10.16 mg/kg (150) 

[Cyanide] 

<2.5 mg/kg (50) 

[Selenium] 

<0.5 mg/kg (150) 

[Fluorine]* 

18.66 mg/kg (4,000) 

[Boron]* 

0.82 mg/kg (4000) 

[工事中] 

サイト内から最大20,000m3

程度の建設残土が発生す
る。この残土は、サイト外
の家屋の建設など、他の目
的として再利用されるか、
指定された埋立処分場に
輸送・処分（埋立）される。 

調査結果に示すように、表
層土は汚染されていない
ため、掘削土は汚染を引き
起こさないと予想される。 

 

[供用時] 

排水管理や医療廃棄物が
適切に管理されない場合、
これらの浸出水が周辺の
土壌を汚染する可能性が
ある。 

[工事中] 

予測結果に示したとおり、
土壌分析ではサイト内の表
層土壌では汚染は確認され
ていない事から、建設用土
壌による土壌汚染は発生し
ないものと考えられる。し
かしながら、緩和策の適切
な実施（サイト外搬出前の
土壌汚染分析等）を行い、
リスクを最小限に抑える必
要がある。 

 

[供用時] 

排水は、下水処理施設によ
り処理され排出基準以下の
水質で河川に放流される。
また一般廃棄物・医療廃棄
物は、現在のドゥリケル病
院の廃棄物管理センターと
同様のプロセスで収集さ
れ、同センターで適切に管
理・処理処分されるため影
響はないものと評価され
る。 

5 

騒音・振動 

(騒音) 

B- 

(B-) 

B- 

(－) 

1. 調査地点 

NV-1：サイト内北側(騒音の
み) 

NV-2：サイト内南側(騒音・
振動) 

NV-3：既存ドゥリケル病院内
(騒音のみ) 

2. 調査結果 (基準値) 

測定地点の土地利用は、住居
地域と商業地域が混在して
いる。全ての調査結果は、ネ
パール国の騒音基準値を超
過している。一方振動は、参
照する基準値（日本の基準
値）を満足している。 

NV-1：サイト内北側：住居商
業地域混在 

[騒音] 
(ネパール国基準 Ministry 
of Environment, Science 
and Technology ,Nepal 
Gazette 2069-07-13/IFC) 

昼間 6：00-18：00 

67 dB(A) (63/70) 

夜間 18：00-6：00 

61 dB(A) (55/70) 

NV-2：サイト内南側：草地 

[騒音] 
(商業・住宅混在地) 

昼間 6：00-18：00 

65 dB(A) (63/70) 

夜間 18：00-6：00 

62 dB(A) (55/70) 

[工事中] 

サイトに隣接してホテル
や数戸の住居が隣接して
おり、工事中に工事用機械
の稼働による騒音振動の
影響が考えられる。 

しかしながら、日本の建設
工事時の騒音・振動の基準
値を超過しないものと考
えられる。 

[工事騒音]  

＜ 85 dB(A) (基準値85) 

[建設騒音] 

＜ 75 dB (基準値75) 

*工事中の騒音・振動の基
準値はネパール国にない
ため日本の基準値を準用 

 

[供用時] 

停電時のジェネレータの
稼働は周辺への騒音影響
を与える可能性がある。 

[工事中] 

ネパール国において工事中
の騒音・振動の基準値はネ
パール国にないため日本の
基準値を準用して比較を
行った。 

いずれも予測結果にしめす
とおり近傍のホテルや住居
においてもこれら騒音振動
の基準値を満足するものと
予測される。 

このため遮音壁等の特別な
対策は必要ないと思われる
が、一般的な緩和策は必要
である。 

 

[供用時] 

騒音影響は、停電等により
ジェネレータが稼働した場
合のみである。一般にジェ
ネレータの騒音レベルは
90dB(A)を超えるものの、病
院ビル内に設置されるか防
音施設を使用するため周辺
の影響は軽微であると評価
される。 
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分
野
 

No. 

項目 

(ネパール国側
項目) 

評価 
スコーピング時 

(分析後) 
結果の概要 

工事前・
工事中 

供用時 現地調査または文献調査 予測 評価 

[振動] 
(日本の基準値参照) 

昼間 7：00-20：00 

<25 dB (65) 

夜間 20：00-7：00 

<25 dB (60) 

NV-3：既存ドゥリケル病院内 

[騒音] (Peace area基準値) 

昼間 6：00-18：00 

48 dB(A) (50/55) 

夜間 18：00-6：00 

43 dB(A) (40/45) 

自
然
環
境
 

10 

生態系 

C 

(-) 

C 

(-) 

現地調査において、プロジェ
クト実施地域及びその周辺
において、哺乳類9種、鳥類
34種、両生は虫類4種、チョ
ウ類 12 種が確認されてい
る。 

哺乳類においてIUCNレッド
リストの危急種（VU）に分類
されているヒョウが含まれ
ている。 

プロジェクト実施地域及び
その周辺は既に開発された
地域であり自然植物種はほ
とんど確認されていない。 

[工事中] 

プロジェクト実施地域は
既に農地や住居地等とし
て開発された地域であり、
確認された種もほとんど
が一般的である。しかしな
がら工事中に使用される
有害物質や廃棄物が周辺
への動植物種へ影響を与
える可能性がある。 

また、事業予定地西側の二
次林の伐採が発生する可
能性がある。 

[供用時] 

不適切な廃棄物管理（特に
医療廃棄物）が周辺への動
植物種へ影響を与える可
能性がある。 

[工事中・供用時] 

適切な排水の処理処分と医
療廃棄物、有害建設廃棄物
を含む廃棄物の管理が実施
された場合は、周辺への動
植物種や生態系への影響は
ほとんどないものと予測評
価される。 

また、確認された貴重種
（ヒョウ(危急種VU)）は、
その生態から、プロジェク
ト実施地域を行動圏の一部
として利用しており、対象
サイト内にはほとんど植生
はなく繁殖地や子育て地域
として利用している事は考
えられないため影響はほと
んどないものと予測・評価
される。 

また、樹木伐採については、
Forest Rules, 2022に基づ
き MOFE の確認と同意が必
要であるため詳細設計終了
時に本申請を行う必要があ
る。 

12 

地形・地質 

B- 

(B-) 

B- 

(B-) 

(1)地形 

サイトは標高約 1500m に位
置し、階段状の地形を形成し
た法面の端に位置している。 

サイト内及び周辺に学術的
に価値のある地形地質は存
在していない。 

(2)地質 

サイト内及び周辺において
15 地点で地質調査が実施さ
れた。この結果によれば、軟
弱地盤は確認されておらず、
確認された支持層（20m 深
さ）のN値は39～45程度と
なっている。 

[工事中・供用時] 

学術的に重要な地形地質
はサイト内及び周辺に存
在しない。 

サイト南側に擁壁を設置
する計画であるため法面
崩壊、法面すべり、土壌流
亡等の可能性がある。 

[工事中・供用時] 

適切な法面保護（擁壁設置）
を行うことから安定化を図
る事ができる。ただし、工
事中及び供用時に継続的な
モニタリングを行う必要が
ある。 

社
会
環
境
 

13 

住民移転 

(－) 

B- 

(B-) 

－ 

(－) 

合計5世帯の住民移転世帯、構
造物移転世帯、土地影響世帯、
11人の移転者が発生する。民地
の用地取得は合計 950m2 程度と
なる。 

[工事前・工事中] 

影響を受ける5世帯の内訳
は下記のとおりである。 

被影響世帯の概要 

項目 数量 

移転世帯 
2世帯 

(11移転者) 

用地取得世帯 
2世帯 

(合計950m2) 

影響構造物
(レストラン) 

1世帯 
 

[工事前・工事中] 

本事業の実施により2世帯
11人の移転者と2世帯合計
950m2の用地取得、1世帯の
構造物撤去が発生するが、
適切な補償の実施等によ
り、影響は 小化され、こ
れらの被影響世帯に重大な
影響を与える可能性は低
い。 
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野
 

No. 

項目 

(ネパール国側
項目) 

評価 
スコーピング時 

(分析後) 
結果の概要 

工事前・
工事中 

供用時 現地調査または文献調査 予測 評価 

 

14 

貧困層 

(－) 

C 

(B-) 

B- 

(－) 

2020 年のネパール国中央統計
局に基づく一人当たりの貧困ラ
イン年収は191.121米ドルであ
り、人口の18.7％が貧困ライン
以下となっている。 

[工事中]  

ARAP の社会経済調査によ
れば、貧困ライン以下が 1
世帯確認されており、これ
らの世帯を対象とした生
計回復支援措置（特別補
償）が補償方針に定められ
た。 

[工事中] 

貧困ライン以下の1世帯が
事業により移転を余儀なく
されるが、適切な補償価格
に加え、生計回復支援措置
として特別補償が実施され
る予定である。このため本
世帯への影響は著しくない
と想定されるが、継続した
モニタリングの実施を行う
必要がある。 

18 

水利用 

(水位低下) 

C 

(－) 

C 

(－) 

準備調査中に設けた試掘井の結
果によれば、以下の揚水が見込
まれる。 

 

(1) 揚水量：50,000 l/日 

(2) 地下水水位：-50 m 

[工事中・供用時] 

井戸の水源となる帯水層
は、本調査地域では風化帯
が想定されている。これ
は、水平に広がる堆積層と
は異なり、鉛直に近い形状
で帯水層を形成すること
が多い。このため、周辺の
井戸への影響は少ないも
のと想定される。 

[工事中・供用時] 

予測結果に示したとおり、
試掘井を使用する場合で
あっても周辺の井戸への影
響は少ないものと予測され
る。 

しかしながら、継続的な地
下水位のモニタリングを行
い必要に応じた対応を行う
事が必要である。 

25 

ジェンダー 

C 

(C) 

- 

(-) 

労働法（2017）によると、「雇
用主は、宗教、肌の色、性別、
カースト、部族、出身、言語、
イデオロギー的信念、またはそ
の他の同様の理由で労働を差別
してはならない」と規定してい
る。 

しかしながら実態は、工事に関
する雇用機会と賃金は男性労働
者よりも低いものと思われる。 

[工事中] 

ネパール国の一般的な文
化や慣習によれば、重労働
や高リスクの建設作業に
従事する労働者のほとん
どは男性であり、本事業で
も同様の状況が予想され
る。 

[工事中] 

予測結果のとおり、女性が
不当に雇用を拒まれる状況
ではないが、ネパール国労
働法 2017 や契約条項
(FIDIC)に基づいた対応が
行われているかモニタリン
グが行われる必要がある。 

26 

子どもの権利 

C 

(C) 

- 

(-) 

国際労働機関（ILO）の児童労働
報告書2021の情報によると、ネ
パール国全体で707万人の子供
のうち、207万人（29.3％）の児
童労働（5〜17 歳）が確認され
ている。しかしながら、Bgmati
県の比率はわずか 8.9％（主に
農業や販売業）となっている。 

[工事中] 

単純労働（採石場等）とし
て児童が雇用される可能
性がある。 

事業実施地域周辺では児童
労働は観察されていない。 

さらに、ネパール国労働法
（2017）は、子供の雇用の
禁止を規定している。この
ため、本法律及び契約条項
（FIDIC）に基づき工事中に
適切なモニタリングが行う
ことで影響が 小化され
る。 

27 

感染症 

B- 

(B-) 

B- 

(B-) 

文献調査によると、主な感染症
は、マラリア、デング熱、ツツ
ガムシ病、インフルエンザ、HIV
となっている。 

さらに、ネパール国における
COVID-19の拡大により、2021年
には 11,000 人以上の死者が発
生している。 

[工事中・供用時] 

ネパール国内他地域や海
外から雇用された建設労
働者や熟練オペレータ等
は、住民との接触により、
感染症を広げる可能性が
ある。 

さらに、建設範囲に発生す
る水たまりや不十分な排
水は、デング熱媒介蚊の生
息地となりうる。 

[工事中・供用時] 

予測結果に示したとおり、
建設中の労働者の外部から
の流入や建設中の不適切な
排水管理は感染症の原因と
なる蚊の発生要因となる。
ただし、適切な健康管理や
排水等の緩和策の実施によ
りこれらの影響を 小化す
る事ができる。 

28 

労働環境及び
安全 

（－） 

B- 

(B-) 

－ 

(－) 

ネパール国内の従業員の権利と
雇用主の義務は、労働法（2017）
に規定されている。雇用主は建
設現場でヘルメットや安全靴な
どの安全装備を提供する義務が
あるものの、実態はそれらの安
全装備が見られないことが多
い。 

[工事中] 

工事現場において労働法
に従わない場合（ヘルメッ
トや安全靴の不使用）、重
大な事故が発生する可能
性が高い。 

[工事中] 

ネパール国労働法 (2017)、
契約条項(International 
Federation of Consulting 
Engineers)に示された内容
が的確に実施されるように
モニタリングを行うことで
影響を 小化されると考え
られる。 



2-35 

分
野
 

No. 

項目 

(ネパール国側
項目) 

評価 
スコーピング時 

(分析後) 
結果の概要 

工事前・
工事中 

供用時 現地調査または文献調査 予測 評価 

そ
の
他
 

29 

事故 

(-) 

B- 

(B-) 

B- 

(－) 

カトマンズ地域の統計データに
よると、2020年の交通事故事件
9,545 件のうち、合計 166 人が
死亡、229 人が重傷となってい
る。これらの原因の大部分は、
スピード超過、無謀な運転、車
両の欠陥、パンク等である。2020
年の交通事故件数は 2011 年と
比較して 187％となっている
が、2021年は新型コロナ感染に
よる経済活動の低下により
2020 年と比較して減少してい
るものと推察される。 

[工事中] 

工事期間は2年程度である
ため、工事区域及び周辺の
接続道路では交通事故の
リスクが高まる可能性が
ある。さらに 

ヘルメットなどの安全装
置を使用していない建設
作業員やオペレーターは、
建設中に事故の危険性が
ある。 

 

[供用時] 

病院利用者の増加に従い
交通集中による渋滞の発
生や交通事故の発生が予
測される。 

[工事中] 

予測結果に示したとおり、
工事実施区域及び周辺での
交通事故数の増加、建設現
場における事故の発生が予
想される。このため、一般
的な緩和策（交通整理、夜
間ライトの設置、労働法、
契約条項(FIDIC)等の遵守）
とモニタリングの実施によ
り影響の緩和が可能になる
と考えられる。 

[供用時] 

十分なキャパシティのある
駐車場の整備や交通整理員
の配置と管理により影響は
緩和されると予測評価され
る。 

Note) 評価 
A：著しい影響 B：ある程度の影響があるがA に比較して小さい C：影響の有無、その程度・範囲が不明であり、今後の更な

る調査が必要 D：負の影響はほとんど考えられないため今後の調査は必要ないと思われる ＋／－ ：正／負の影響 
出典：調査団作成 

  
出典：調査団作成（Google Earth に基づく） 

図 2-17 現地調査地点図（大気、水質、騒音・振動） 

(8) 緩和策及び緩和策実施のための費用 

準備調査段階での暫定的な緩和策を以下に示す。この緩和策は、詳細設計時の最終設計、建設

計画、承認された EIA に基づき工事開始前段階に更新される必要がある。 

Dhulikhel Hospital 
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下記に示す緩和策のほとんどは一般的な緩和策であり、通常は建設費の安全対策費用等として

含まれるものである。 

表 2-14 緩和策の概要 

分野 No. 項目 
緩和策 役割 

工事前・工事中 供用時(工事後) 実施機関 責任機関 

公
害

 

1 大気汚染 

 必要に応じて工事区域及び周辺（接続
道路）における散水  

 接続道路の定期的な清掃 

不要 [工事中] 

工事請負業者 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

2 水質汚濁 

 必要に応じて架設沈砂池の設置 

 廃油の適切な管理、処理・処分 

 工事用機械の適切な維持管理（オイル
漏れ等の発生防止） 

 工事区域内におけるトイレ設置 

 工事区域で発生する一般廃棄物やし尿
の適切な管理・処分 

 施設からの排水は下
水処理施設で処理を
行い排水基準値以下
で河川等へ排水 

[工事中] 

工事請負業者 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

3 廃棄物 

 建設残土の再利用または規定された
終処分場における適切な処分  

 廃油の適切な収集・管理、処理処分（許
認可業者への引き渡し等） 

 有害物質（化学物質含む）の適切な管
理、処理・処分（許認可業者への引き
渡し等） 

 一般廃棄物の適切な収集・保管、処理
処分 

 一般排水、し尿の適切な処理・放流  

一般廃棄物、医療系廃棄
物は既存ドゥリケル病
院において下記のとお
り、適切に処理処分され
る 

 一般廃棄物は施設内
で収集・保管・分別
し、許認可を受けた

終処分場で処分 

 医療廃棄物は、ドゥ
リケル病院内の廃棄
物管理施設で収集
し、滅菌処理を行っ
た後に許認可業者に
引き渡し適切な処理
処分を行う。 

[工事中] 

工事請負業者 

 

[供用時] 

ドゥリケル病院 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

[供用時] 

保健人口省 

4 
土壌汚染 及
び川底の 底
質 

 掘削土壌は土壌汚染分析を行い安全性
が確認された後に再利用または許認可
を受けた 終処分場等で処理を行う 

 オイル漏れ等がないように工事用機械
の適切な維持管理を行う 

 廃油の適切な収集・管理、処理処分（許
認可業者への引き渡し等） 

 有害物質（化学物質含む）の適切な管
理、処理・処分（許認可業者への引き
渡し等） 

 病院からの排水を下
水処理し基準値以下
の水質で放流する 

 医療系廃棄物を既存
ドゥリケル病院と同
様の方法で収集・処
理処分を行う 

[工事中] 

工事請負業者 

 

[供用時] 

ドゥリケル病院 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

[供用時] 

保健人口省 

5 騒音・振動 

 工事時間の限定（昼間及び祝祭日を避
けた日程） 

 工事機械の定期的な維持管理(毎日実
施) 

 近隣住民への工事工程や活動の事前周
知 

 ジェネレータを病院
建物内あるいは防音
施設内に設置する 

[工事中] 

工事請負業者 

 

[供用時] 

ドゥリケル病院 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

[供用時] 

保健人口省 

自
然
環
境

 

10 生態系 

 工事中使用する有害物質、オイル、一
般廃棄物等の適切な保管・処理処分（浸
出水の漏れ防止、鳥類がゴミ等を食べ
ないような保管） 

 一般廃棄物、医療廃棄
物等の適切な保管・処
理処分（浸出水の漏れ
防止、鳥類がゴミ等を
食べないような保管） 

[工事中] 

工事請負業者 

 

[供用時] 

ドゥリケル病院 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

[供用時] 

保健人口省 

12 地形・地質 

 敷地端部における法面保護方策の実施
（擁壁等） 

 定期的なモニタリン
グと維持管理 

[工事中] 

工事請負業者 

[供用時] 

ドゥリケル病院 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

[供用時] 

保健人口省 

社
会

環
境

 13 
非自発的 住
民移転 

 適切なコンサルテーション実施による
補償方針の理解促進 

 JICA ガイドラインに基づく適切な補
償方針の策定と実施 

 補償プロセスのモニ
タリング 

[工事中] 

工事請負業者 

[供用時] 

ドゥリケル病院 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

[供用時] 

保健人口省 

14 貧困層 
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分野 No. 項目 
緩和策 役割 

工事前・工事中 供用時(工事後) 実施機関 責任機関 

 

18 水利用 

 周辺の井戸の水位が低下して揚水が不
可能であり、本事業起因である場合は、
水道等の設置を行い使用水の確保を行
う 

 工事中同様、本事業
起因の水位低下で井
戸等が使用できなく
なる場合には別途水
道等を敷設する。 

[工事中] 

工事請負業者 

[供用時] 

ドゥリケル病院 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

[供用時] 

保健人口省 

25 ジェンダー 

 女性への雇用機会及び男女平等の賃金
の提供 

 建設工事の単純労働において 低
10％の女性雇用 

不要 [工事中] 

工事請負業者 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

26 
子どもの 権
利 

 ネパール国労働法及び契約条項
(FIDIC)に基づき 18 歳以下の児童労働
の禁止  

不要 [工事中] 

工事請負業者 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

27 
HIV/AIDS 等
の感染症 

 工事区域内で感染症を媒介する蚊が発
生しないように適切な排水路を設置す
る 

 工事区域内にトイレを設置し、適切な
収集、処理処分を行う 

 労働者の定期的な健康状態の確認と管
理を行う 

 新型コロナの感染拡大防止のため啓
発・感染防止活動を行う 

 契約条項(FIDIC)に準拠した対応を行
う Article 6.7 “ Health and Safety” 
of Conditions Of Contract For 
Construction For Building And 
Engineering Works Designed by the 
Employer Multilateral Development 
Bank Harmonized Edition (June 2010) 
General Conditions/ International 
Federation Of Consulting Engineers 
(FIDIC) 

不要 [工事中] 

工事請負業者 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

28 
労働環境 と
安全 

 ネパール国労働法(2017)に準拠した対
応を行う 

 IFC(International Finance 
Corporation)の下記条項に準拠した対
応を行う 

Article 23 Occupational Health and 
Safety, Labor and Working 
Conditions in IFC Performance 
Standard 2 

 契約条項(FIDIC)に準拠した対応を行
う Chapter 6 Staff and Labor 
including 6.6 “Facilities for 
Staff” of Conditions Of Contract 
For Construction For Building And 
Engineering Works Designed by the 
Employer Multilateral Development 
Bank Harmonized Edition (June 2010) 
General Conditions/ International 
Federation Of Consulting Engineers 
(FIDIC) 

不要 [工事中] 

工事請負業者 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

そ
の
他

 

29 事故 

 交通整理要員を工事実施地域の出入口
や主要交差点の配置する 

 工事区域及び周辺への標識の設置（制
限速度、住居地域等） 

 工事区域、土取場・採石場への敷地境
界へのフェンスの設置 

 工事区域における照明施設の設置 

 工事区域におけるトラックや機械の走
行速度制限(20km/h) 

 安全に関する教育訓練・モニタリング
の定期的な実施 

 渋滞が発生しないよ
うに交通誘導員を配
置し適切な管理を行
う 

[工事中] 

工事請負業者 

[供用時] 

ドゥリケル病院 

[工事中] 

保健人口省 

(ドゥリケル病院) 

[供用時] 

保健人口省 

出典：調査団作成 
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(9) 環境管理計画・モニタリング計画（実施体制、方法、費用等） 

一般的に環境管理計画は（1）緩和策に関する計画と（2）環境モニタリング計画を含んでおり、

以下にそれぞれの計画を示す; 

1) 緩和策 

環境管理計画に含まれる緩和策は、表 2-14 に示すとおりである。 

2) 環境モニタリング計画 

a) モニタリング項目・頻度等 

環境モニタリングの項目、調査方法、地点及び頻度等は次表に示すとおりである。 

表 2-15 環境モニタリング（工事中：2 年程度） 
分野 No. 項目 調査項目 手法 地点 頻度 直接経費 (× 1,000 USD) 保全目標値 

公
害
 

1 大気質 TSP、PM10、
PM2.5、SO2、
NO2、CO、
Ozone 

National 
Ambient 
Air 
Quality 
Standards 
for Nepal, 
2012 に基
づく 

2地点 

既存現地調
査地点と同
様（ドゥリ
ケ ル 病 院
内、事業予
定地内） 

1回/年 × 2年 

(乾季) 

2.0 

(1回/年 × 500 USD/地点 
× 2地点 × 2年) 

National Ambient Air 
Quality Standards for 
Nepal, 2012 

1. Total Suspended 
Solid (TSP) 
24 hours：230㎍/m3 

2. PM10 (Ø< 10µm) 
24 hours：120㎍/m3 

3. PM2.5 (Ø< 2.5µm) 
24 hours：40㎍/m3 

4. Sulphur Dio×ide 
(SO2) 
24 hours: 70㎍/m3  
Annual：50㎍/m3 

5. Nitrogen Dio×ide 
(NO2) 
24 hours：80㎍/m3  
Annual：40㎍/m3 

6. Carbon Mono×ide 
(CO) 
8 hours：10,000㎍/m3  
24 hours：50㎍/m3 

7. Ozone 
8 hours：157 ㎍/m3 

2 水質 TSP、pH、
temperature、
TDS、BOD、
Total 
Coliform 

Nepal 
Gazette, 
30 April 
2001 and 
23 June 
2003 に基
づく 

または現地
調査方法と
同様の手法 

2地点 

事業予定地
の上流と下
流 

（排水地点
考慮の上設
定） 

2回/年 × 2年 

(乾季雨季 
各1回 × 2年) 

1.6 

(2回/年 × 200 USD/点  
× 2地点 × 2年) 

Nepal Gazette , 30 
April 2001 and 23 June 
2003 (Tolerance Limits 
for Different 
Industrial Effluents 
Discharged into Inland 
Surface Water(Land 
/Inland Surface Water)] 

1. TSP：200 / 50 mg/l 

2. pH：5.5-9.0 / same 
mg/l 

3. Temperature：<40 / 
same ℃ 

4. TDS：no standard mg/l 

5. BOD：50 / same mg/l 

3 廃棄物 建設残土の容
量、その他建
設廃棄物の容
量（一般廃棄
物、廃油等） 

発生量の記
録 

廃棄物保管
及び収集地
点 

4回/年 × 2年 1.6 

(4回/年 × 200 USD/地点 
× 1地点 × 2年) 

一般廃棄物：分別・再利用
後に規定された廃棄物処
理施設で処分 

下記法令に準拠して処分 
Solid Waste Management 
Act (2011) 
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分野 No. 項目 調査項目 手法 地点 頻度 直接経費 (× 1,000 USD) 保全目標値 
 

4 土壌汚染
及び川底
の底質 

1. Cadmium 
(カドミウム) 

2. Hexavalent 
chromium 
(六価クロム) 

3. Mercury 
(水銀) 

4. Lead（鉛) 

5. Arsenic 
（ヒ素） 

6. Cyanide 
(シアン) 

7. Selenium 
(セレン) 

8. Fluorine 
(フッ素) 

9. Boron 
(ホウ素) 

現地調査の
手法と同様 

1地点 

現地調査地
点 と 同 様
（事業予定
地内） 

1回 

(掘削・事業予
定地外に運搬
する前に測定) 

1.0 

(1回 × 1,000 USD/地点 
× 1地点) 

ネパール国基準値がない
ため日本の基準値を準用 
(Japanese heavy metal 9 
items) 

Cadmium (45mg/kg) 

Hexavalent chromium 
(250mg/kg) 

Mercury (15mg/kg) 

Lead (150mg/kg) 

Arsenic (150mg/kg) 

Cyanide (50mg/kg) 

Selenium (150mg/kg) 

Fluorine (4,000mg/kg) 

Boron (4,000mg/kg) 

5 騒音 建設騒音
(dB(A)LAeq ) 

騒音: 

1 時間平均
×24 時間連
続測定 

2地点 

(現地調査
地 点 と 同
様。ドゥリ
ケル病院内
及び事業予
定地北) 

2回/年 × 2年 

(乾季雨季 
各2回) 

4.0 

(2回/年 × 500 USD/地点 
× 2年 × 2地点) 

建設作業騒音・振動は、ネ
パール国にないため日本
の特定建設作業騒音基準
を準用 

[建設作業騒音] 

07:00-19:00: 85 dB(A) 

自
然
環
境
 

12 地形・地
質 

法面及び斜面
の安定性 

法面、擁壁、
斜面の安定
性 

事業予定地
内 

4回/年 × 2年 0.8 

(4回/年 × 100 USD/回  
× 2年) 

法面、擁壁等に重大な損
傷がなく、安定している
こと 

社
会
環
境
 

13 

 

14 

非自発的
住民移転
及び貧困
層 

ARAPに基づく
補償支払い 

直接影響者
への聞き取
り・会議等 

影響用地、
影響世帯 

ARAP モニタリ
ング計画参照 

ARAP モニタリング計画参
照 

補償は工事実施前に行わ
れ、被影響者の生計が移
転前と比較して悪化しな
いこと。 

18 水利用 
周囲の井戸へ
の影響 (地下
水位) 

地下水位の
測定 

2 井 戸
（ドゥリケ
ル病院既存
井戸） 

12回/年 × 2年 

(毎月実施) 

2.4 

(12回/年 × 100 USD/回 
× 2年) 

水位に大きな変化がなく
既存井戸の利用に問題が
ないこと。 

27 HIV/AIDS
等の感染
症 

感染症患者数
（COVID19、デ
ング熱、性感
染症等） 

聞き取りに
よる健康状
態の確認 

労働者が滞
在する場所 

( ベ ー ス
キャンプ、
オ フ ィ ス
等) 

4回/年 × 2年 

(2 回/年(雨季
乾季各1回)) 

1.6 

(4回/年 × 200USD/回  
× 2年) 

本事業による感染症を発
生させないこと 

28 労働環境
と安全 

労働者の健康
と安全の状況 

聞き取りに
よる安全装
備の確認 

事業予定地
及び事業に
関連する場
所 

( ベ ー ス
キャンプ、
オ フ ィ ス
等) 

4回/年 × 2年 

(2 回/年(雨季
乾季各1回)) 

1.6 

(4回/年 × 200 USD/回  
× 2年) 

以下の法律を遵守するこ
と 

1. The Labor Act 2017 

2. IFC Performance 
Standard 2 Labor and 
Working Conditions 
(FIDIC 2010) 

そ
の
他
 29 事故 事故数 聞き取りに

よる事故発
生状況の確
認 

事業予定地 4回/年 × 2年 

(2 回/年(雨季
乾季各1回))) 

1.6 

(4回/年 × 200 USD/回  
× 2年) 

本事業に起因する事故が
生じないこと 

工事中の費用：18,200 (USD) (2年間) 

備考 

*1：調査の頻度・タイミングは詳細設計を踏まえて再検討を行う必要がある 

*2：費用は直接経費でありコンサルタント経費、諸経費は含まれていない。 

出典：調査団作成 

  



2-40 

工事後（供用時）3 年間のモニタリング項目、頻度、費用を下表に示す。 

表 2-16 環境モニタリング（供用時：3 年間） 
分野 No. 項目 調査項目 手法 地点 頻度 直接経費 (x1,000 USD) 保全目標値 

公
害
 

1 大気質 TSP、PM10、
PM2.5、SO2、
NO2、CO、
Ozone 

National 
Ambient 
Air 
Quality 
Standards 
for Nepal, 
2012に基づ
く 

2地点 

既存現地調
査地点と同
様（ドゥリ
ケ ル 病 院
内、事業予
定地内） 

2回/年 × 3年 

(乾季雨季 
各1回 × 3年) 

6.0 

(2回/年 × 500 USD/地点 
× 2 地点 × 3 年) 

National Ambient Air 
Quality Standards for 
Nepal, 2012 

1. Total Suspended 
Solid (TSP) 
24 hours：230㎍/m3 

2. PM10 (Ø< 10µm) 
24 hours：120㎍/m3 

3. PM2.5 (Ø< 2.5µm) 
24 hours：40㎍/m3 

4. Sulphur Dioxide 
(SO2) 
24 hours：70㎍/m3  
Annual：50㎍/m3 

5. Nitrogen Dioxide 
(NO2) 
24 hours: 80㎍/m3  
Annual：40㎍/m3 

6. Carbon Monoxide(CO) 
8 hours：10,000㎍/m3  
24 hours：50㎍/m3 

7. Ozone 
8 hours：157 ㎍/m3 

2 水質 pH、BOD、SS、
Total 
Coliform 

Nepal 
Gazette, 
30 April 
2001 and 23 
June 2003
に基づく 

または現地
調査方法と
同様の手法 

2地点 

事業予定地
の上流と下
流 

（排水地点
考慮の上設
定） 

2回/年 × 3年 

(乾季雨季 
各1回 × 3年) 

2.4 

(2回/年x200 USD / 地点 
× 2 地点 × 3 年) 

Nepal Gazette , 30 April 
2001 and 23 June 2003 
(Tolerance Limits for 
Different Industrial 
Effluents Discharged 
into Inland Surface 
Water(Land /Inland 
Surface Water)] 

1. TSP：30-200 / 50 mg/l 

2. pH：5.5-9.0 / same mg/l 

3. Temperature：<40 / 
same ℃ 

4. TDS：no standard mg/l 

5. BOD：50 / same mg/l 

3 廃棄物 一般廃棄物、
医療廃棄物、
し尿の容量・
重要 

施設からの
核廃棄物の
重量等の計
測 

廃棄物保管
及び収集地
点 

2回/年 × 3年 1.2 

(2回/年 × 200 USD/回  
× 3年) 

一般廃棄物：分別・再利用
後に規定された廃棄物処
理施設で処分 

下記法令に準拠して処分 
Solid Waste Management 
Act (2011) 

4 土壌汚染
及び川底
の底質 

1. Cadmium 
(カドミウム) 

2. Hexavalent 
chromium 
(六価クロム) 

3. Mercury 
(水銀) 

4. Lead (鉛) 

5. Arsenic 
(ヒ素) 

6. Cyanide 
(シアン) 

7. Selenium 
(セレン) 

8.Fluorine 
(フッ素) 

9. Boron 
(ホウ素) 

現地調査の
手法と同様 

1地点 

現地調査地
点 と 同 様
（事業予定
地内） 

1回 3.0 

(1回 × 1,000 USD/地点 
× 1 地点 × 3年) 

ネパール国基準値がない
ため日本の基準値を準用 
(Japanese heavy metal 9 
items) 

Cadmium (45mg/kg) 

Hexavalent chromium 
(250mg/kg) 

Mercury (15mg/kg) 

Lead (150mg/kg) 

Arsenic (150mg/kg) 

Cyanide (50mg/kg) 

Selenium (150mg/kg) 

Fluorine (4,000mg/kg) 

Boron (4,000mg/kg) 
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分野 No. 項目 調査項目 手法 地点 頻度 直接経費 (x1,000 USD) 保全目標値 

5 騒音 環境騒音
(dB(A)LAeq ) 

騒音: 

1 時間平均 
× 24時間連
続測定 

2地点 

(現地調査
地 点 と 同
様。ドゥリ
ケル病院内
及び事業予
定地北) 

2回/年 × 3年 

(乾季2回 × 3
年) 

6.0 

(2回/年 × 500 USD/地点 
× 3年 × 2地点) 

Mix Residential（住居混
在地域） 

(Ministry of 
Environment, Science 
and Technology ,Nepal 
Gazette 2069-07-13/IFC) 

Daytime 6:00-18:00 

63 dB(A) /70 dB(A) 

Night time 18:00-6:00 

55 dB(A) / 70 dB(A) 

自
然
環
境
 

12 地形・地
質 

法面及び斜面
の安定性 

法面、擁壁、
斜面の安定
性 

事業予定地
内 

4回/年 × 3年 1.2 

(4回/年 × 100 USD/回  
× 3年) 

法面、擁壁等に重大な損傷
がなく、安定していること 

社
会
環
境
 

18 水利用 周囲の井戸へ
の影響 (地下
水位) 

地下水位の
測定 

2井戸（ドゥ
リケル病院
既存井戸） 

2回/年 × 3 年 

(乾季雨季 
各1回 × 3年) 

0.6 

(2回/年 × 100 USD/回  
× 3年) 

水位に大きな変化がなく
既存井戸の利用に問題が
ないこと。 

供用時の費用：21,000 (USD) (3年間) 

備考 

*1：調査の頻度・タイミングは詳細設計を踏まえて再検討を行う必要がある 

*2：費用は直接経費でありコンサルタント経費、諸経費は含まれていない 

出典：調査団作成 

JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010 年）に基づく環境社会モニタリング・フォー

ムは下記のとおりである。ネパール国側は工事中に本モニタリングシートにモニタリ

ング結果を記入し、3 ヶ月毎に作成するプロジェクト・ステータス・レポートの一部

として提出する必要がある。 

表 2-17 JICA ガイドラインに基づく環境社会モニタリング・フォーム（工事中） 

Item 
Parameter and 

Standard 
Data by Location 

(Exceeding standard) 

Major Impacts during 
construction, 

Standard source, 
Monitoring Frequency 

Air pollution  Location 

Date 

Air-1 
(Project Site) 

Air-2 
(Project Site) 

Air-3 
(Inside of DH) 

[Major Impacts] 

Dust from project 
site and access road 

 

[Standard] 

National Ambient Air 
Quality Standards for 
Nepal, 2012 

 

[Monitoring 
Frequency] 

1 time/year × 2 years 
(Dry season) 

TSP  

230㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

PM10 

120㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

PM2.5 

40㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

SO2 

70㎍/m3 

Jul/2021    

**/2022    

NO2 

80㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

CO 

50㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

Ozone 

157 ㎍/m3(8hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

Water Quality  Location 

Date 
Surface Water-1 
(Upstream) 

Surface Water-1 
(Downstream) 

 Nepal Gazette , 30 
April 2001 and 23 
June 2003 (Tolerance 
Limits for Different 
Industrial Effluents 
Discharged into 
Inland Surface 

TSP 

30-200/50 mg/l 

Jul/2021    

**/2022    

pH 

5.5-9.0/same mg/l 

Jul/2021    

**/2022    
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Item 
Parameter and 

Standard 
Data by Location 

(Exceeding standard) 

Major Impacts during 
construction, 

Standard source, 
Monitoring Frequency 

Temperature 

<40/same ℃ 

Jul/2021    Water(Land /Inland 
Surface Water)] 

 

2 times/year × 2 years 
(1 time/Dry and Rainy 
season) 

**/2022    

TDS 

no standard mg/l 

Jul/2021    

**/2022    

BOD 

50/same mg/l 

Jul/2021    

**/2022    

Total Coliform 

5,000 MPN/100ml 

(Japanese 
Standard) 

Jul/2021    

**/2022 
   

Waste 
Waste soil 

(accumulate m3) 
**/2022    

Generated 
construction waste 
and domestic waste 
shall be reused or 
disposed at 
designated site. 

4 times/year × 2 years 

Domestic garbage 

(base-camp, if 
any) 

**/2022    

Soil 
Contamination 
and 
Sedimentation 
Quality 

 Location 

Date 
Soil-1 
(Project Site) 

 
 

There are not law-
based criteria nor 
international 
guidelines to be 
followed, thus 
following referred 
standard is proposed 
(Japanese heavy metal 
9 items) 

 

1 time 

(before excavation) 

Cadmium 

45 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Hexavalent 
Chromium 

250 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Mercury 

15 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Lead 

150 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Arsenic 

150 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Cyanide 

50 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Selenium 

150 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Fluorine 

4,000 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Boron 

4,000 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Noise  Location 
 

Date 

NV-1 
(Project Site 
North) 

NV-2 
(Project Site 
South) 

NV-3 
(DH Quadrangle) 

There are not law-
based criteria nor 
international 
guidelines to be 
followed, thus 
following is 
established as 
conservation target 

Japanese Standard 
during Construction 

[Noise] dB(A) 

Reference standard in 
Japan (construction 
noise) 

07:00-19:00: 85 dB(A) 

Construction 
noise  

(dB(A)LAeq ) 

85 dB(A) 

Jul/2021 Day 67/ Night 61 Day 65/ Night 62 Day 67/ Night 61 

**/2022   
No need 
monitoring 

  

Topography 
and geology 

Stability of 
embankment / 
retaining wall 

Condition of embankment/retaining wall 
The embankment and 
retaining wall does 
not have any crack 
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Item 
Parameter and 

Standard 
Data by Location 

(Exceeding standard) 

Major Impacts during 
construction, 

Standard source, 
Monitoring Frequency 

Infectious 
diseases such 
as HIV/AIDS 

Number of 
infected patient 
such as COVID-19 

Construction workers  
Not to cause infection 
disease in the project 
activities 

Labor 
Environment 
and Accident 

Construction 
worker’s 
condition 

Number of accident for the project 
Follow the Labor act 
2017 

出典：調査団作成 

表 2-18 JICA ガイドラインに基づく環境社会モニタリング・フォーム（供用時） 

Item 
Parameter and 

Standard 

Data by Location 

(Exceeding standard) 

Major Impacts during 
construction, 

Standard source, 

Monitoring Frequency 

Air pollution  Location 

Date 

Air-1 
(Project Site) 

Air-2 
(Project Site) 

Air-3 
(Inside of DH) 

[Major Impacts] 

Dust from project 
site and access road 

 

[Standard] 

National Ambient Air 
Quality Standards for 
Nepal, 2012 

 

[Monitoring 
Frequency] 

1 time/year × 2 years 
(Dry season) 

TSP  

230㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

PM10 

120㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

PM2.5 

40㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

SO2 

70㎍/m3 

Jul/2021    

**/2022    

NO2 

80㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

CO 

50㎍/m3(24hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

Ozone 

157 ㎍/m3(8hrs) 

Jul/2021    

**/2022    

Water Quality  Location 

Date 
Surface Water-1 
(Upstream) 

Surface Water-1 
(Downstream) 

 Nepal Gazette , 30 
April 2001 and 23 
June 2003 (Tolerance 
Limits for Different 
Industrial Effluents 
Discharged into 
Inland Surface 
Water(Land /Inland 
Surface Water)] 

 

2 times/ear × 2 years 
(1 time / Dry and 
Rainy season) 

TSP 

30-200/50 mg/l 

Jul/2021    

**/2022    

pH 

5.5-9.0/same mg/l 

Jul/2021    

**/2022    

Temperature 

<40/same ℃ 

Jul/2021    

**/2022    

TDS 

no standard mg/l 

Jul/2021    

**/2022    

BOD 

50/same mg/l 

Jul/2021    

**/2022    

Total Coliform 

5,000 MPN/100ml 

(Japanese 
Standard) 

Jul/2021    

**/2022    

Waste Waste soil 

(accumulate m3) 
**/2022    

Generated 
construction waste and 
domestic waste shall 
be reused or disposed 
at designated site. 

4 times/year × 2 years 

Domestic garbage 

(base-camp, if 
any) 

**/2022    
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Item 
Parameter and 

Standard 

Data by Location 

(Exceeding standard) 

Major Impacts during 
construction, 

Standard source, 

Monitoring Frequency 

Soil 
Contamination 
and 
Sedimentation 
Quality 

 Location 

Date 
Soil-1 
(Project Site) 

 
 

There are not law-
based criteria nor 
international 
guidelines to be 
followed, thus 
following referred 
standard is proposed 
(Japanese heavy metal 
9 items) 

 

1 time 

(before excavation) 

Cadmium 

45 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Hexavalent 
Chromium 

250 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Mercury 

15 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Lead 

150 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Arsenic 

150 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Cyanide 

50 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Selenium 

150 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Fluorine 

4,000 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Boron 

4,000 mg/kg 

Jul/2021    

**/2022    

Noise  

 

Location 

 

Date 

NV-1 
(Project Site 
North) 

NV-2 
(Project Site 
South) 

NV-3 
(DH Quadrangle) 

Mix Residential 

(Ministry of 
Environment, Science 
and Technology ,Nepal 
Gazette 2069-07-
13/IFC) 

Daytime 6:00-18:00 

63 dB(A) /70 dB(A) 

Night time 18:00-6:00 

55 dB(A) / 70 dB(A) 

Ambient noise 

Daytime 6:00-
18:00 

63 dB(A) /70 
dB(A) 

Night time 18:00-
6:00 

55 dB(A) / 70 
dB(A) 

 Day 67/ Night 61 Day 65/ Night 62 Day 67/ Night 61 

Jul/2021   
No need 
monitoring 

**/2022    

 

Topography 
and geology 

Stability of 
embankment / 
retaining wall 

Condition of embankment/retaining wall 
The embankment and 
retaining wall does 
not have any crack 

Water Use 

Water level does 
not drop in the 
project ara and 
surrounding area 

Location 

Date 
New Well-1 New Well-2 

Dhulikhel 
Hospital 

Generated 
construction waste 
and domestic waste 
shall be reused or 
disposed at 
designated site. 

4 times/year × 2 years 

**/2022    

**/2023     

出典：調査団作成 
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b) 環境モニタリングの体制 

工事中 

作成された環境管理及びモニタリング計画を効果的に実施するために、適切な組織的

枠組みについて示した。これらの関連組織は、本事業の工事前、工事中及び供用後に

必要に応じて協働するものである。策定された環境緩和策とモニタリングの実施は、

主に建設費用に含まれる予定であるが、その予算確保が必要である。 

本事業の EMP を実施するための組織的な枠組みの関係者を以下のとおり提案する。 

 事業管理組織（PMU）: ドゥリケル病院／人口保健省（MoHP） 
 施工監理コンサルタント（CSC: Construction Supervision Consultant） 
 プロジェクトマネジメントコンサルタント：（PMC：Project Management 

Consultant） 
 環境コンサルタント/インスペクター：（EC: Environmental Consultant） 
 工事請負業者／建設会社（PCC: Project Construction Company） 
 ネパール国環境権者：森林環境省（MOFE） 
 資金提供機関：JICA 

上記は作成された環境管理及びモニタリング計画を効果的に実施するための適切な

組織であり、これらの各組織の工事中の役割及び責任を次表に示す。 

表 2-19 環境管理計画の実施体制・役割（工事中） 

組織名 役割と責任 

事業実施ユニット 
Project Management Unit 
(PMU) 

EMP実施のために各関連機関との連絡・調整を行う。 

CSCの支援を受けてEMPを監理する。 

CSC 及び EC が作成し提出する環境モニタリング報告書をレビュー・
承認し、必要な対応を指示する。承認後、MOFEに報告書を送付する。 

施工監理コンサルタント 
Construction Supervision 
Consultant (CSC) 

PCCを監理し、環境コンサルタント（EC）と協働し適切な環境管理計
画の実施を行う 

事業の技術、スケジュール、安全監理を行う。 

環 境 コ ン サ ル タ ン ト
Environmental Consultant 
(EC) 

現場で実施される承認された環境緩和策やモニタリングを監理す
る。また、CSC・PIA、PCCと定期的な会議を行い、情報交換を行う。 

PCC より提出された環境モニタリング報告書(EMR)のレビュー及び修
正をし、PMUに提出する。 

施行請負業者 
Project Construction 
Company (PCC) 

CSC や EC の監理の下で環境緩和策実施や環境モニタリングを実施す
る。 

CSC や EC の監理の下で週及び月ベースの環境モニタリング報告書を
提出する。 

森林環境省(MoFE) 

法令に基づき6ヶ月毎に監査を行う。 

法令に基づき必要に応じて現地の確認・検査を行う。 

必要に応じて、追加的なモニタリング・調査や環境緩和策の実施を要
求する。 

地方政府 
Local Government 
(Dhulikhel 市) 

定期的に工事の進捗をモニターする。 

必要に応じて、追加的なモニタリング・調査や環境緩和策の実施を要
求する。 

資金提供機関 (JICA) 
定期的な環境モニタリングのレビューを行う。 

必要に応じて、追加的なモニタリング・調査や環境緩和策の実施を要
求する。 

出典：調査団作成 
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出典：調査団作成 

図 2-18 環境モニタリング組織体制（工事中） 

供用時（工事後） 

供用時の環境管理計画（EMP）実施に関連する組織と役割は下記のとおりである。 

 責任機関：人口保健省（MoHP）及びドゥリケル病院 
 地方政府：Dhulikhel 市 
 環境権者：森林環境省（MoFE） 
 資金提供機関 – JICA 

各組織の役割と分担は以下のとおりである。 

表 2-20 環境管理計画の実施体制・役割（供用時） 

組織名 役割と責任 

人口保健省(MoHP)/ 
ドゥリケル病院 

認可された環境管理計画に基づき環境モニタリングを実施する。 

環境モニタリング方向書を作成し森林環境省へ提出する。 

地方政府 
(Dhulikhel市) 

事業実施状況をモニタリングする 

必要に応じて、追加的なモニタリング・調査や環境緩和策の実施を要求す
る。 

森林環境省(MoFE) 
法令に基づき定期的な事業の監査を行う 

必要に応じて、追加的なモニタリング・調査や環境緩和策の実施を要求す
る 

資金提供機関(JICA) 
定期的な環境モニタリングのレビューを行う。 

必要に応じて、追加的なモニタリング・調査や環境緩和策の実施を要求す
る。 

出典：調査団作成 

 

資金提供機関（JICA） 環境権者 

森林環境省（MoFE） 

施工監理コンサル Construction Supervision Consultant (CSC) 

環境コンサルタント 
（EC） 

施行請負業者 
Project Construction Contractor（PCC） 

報告 

モニタリング 

プロジェクマネジメント 
コンサルタント（PMC） 

承認 報告 

監理・モニタリング 報告 

監査（6 ヶ月毎） 

毎月報告 

事業監理ユニット（PMU） 
（MoHP 及びドゥリケル病院） 

報告 検査 

地方政府 
（Dhulikhel 市） 

連絡 

連絡 

人口保健省MOHP 
 / ドゥリケル病院 

（事業実施責任機関） 
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出典：調査団作成 

図 2-19 環境モニタリング組織体制（供用時） 

(10) ステークホルダー協議 

1) 第 1 回現地ステークホルダー会議（スコーピング段階） 

環境アセスメント手続きにおける現地ステークホルダー会議の実施要件は、JICA ガイド

ラインでは 1 回以上の実施、ネパール国法令では 2 回以上の実施が義務づけられているこ

とから基本的にネパール国 EIA 手続きに則り、現地ステークホルダー会議を実施した。 

ネパール国 EIA 手続きの 初のステップであるスコーピング段階の現地ステークホル

ダー会議では、ドゥリケル市、ドゥリケル病院、保健人口省が JICA 調査団支援の下で事

業概要、事業実施位置の代替案検討結果、正と負の影響、想定されるスケジュールを説明

した後に住民、住民代表、関係者との意見交換を行った。いくつかの負の影響、事業に関

する質問があったものの、総じて本事業の実施に関する基本的な合意形成ができた。 

表 2-21 現地ステークホルダー会議の概要（2021 年 9 月 23 日開催） 

会議の名前 (日程/場所) 議題 主な参加者 手法 

スコーピング会議  
(第1回ステークホルダー
会議) 

 

(11:40-12:40 / 2021 年 9
月 23 日 ドゥリケル市庁
舎会議室) 

1. 開会挨拶 

2. 事業の概要 

3. 事業実施位置の代替
案検討結果 

4. 事業実施による正と
負の影響 

5. 意見交換 

6. 閉会挨拶 

1. 参加者:  

周辺住民（区長等含
む）、カトマンズ大学、
ドゥリケル市、ドゥリ
ケル病院、保健人口省
JICA 調査団 

2. 参加者数： 

合計 20 人  
(男性: 17, 女性: 3) 

1) 通知方法 
直接連絡  

2) 使用言語 
ネパール語 

出典：調査団作成 

会議中の主な質疑応答や意見は下記のとおりである。 

表 2-22 質疑応答の概要（スコーピング会議：2021 年 9 月 23 日） 

No 

主な意見・質疑応答 

質問・コメント 回答 回答に対
する反応 質問者 質問・コメント内容 回答者 回答内容 

1. 
市民 
(男性) 

廃棄物をどのように管理する
予定ですか 

ドゥリケル
病院 

廃棄物管理は現ドゥリケル病
院と同様に適切な管理を行う
予定である 

回答了解 

2. 
市民 
(男性) 

排水をどのように管理する予
定ですか 

ドゥリケル
病院 

排水処理方法については現在、
協議中であるが、ドゥリケル病
院の排水処理施設で処理して
放流する予定である 

回答了解 

人口保健省 MOHP 
 / ドゥリケル病院 

（事業実施責任機関） 
資金提供機関（JICA） 環境権者 

森林環境省（MoFE） 

報告 

モニタリング 

6 ヶ月毎の監査 

報告 

地方政府 
（Dhulikhel 市） 

連絡 
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No 

主な意見・質疑応答 

質問・コメント 回答 回答に対
する反応 質問者 質問・コメント内容 回答者 回答内容 

3. 
市民 
(男性) 

飲料水をどのように確保・管
理する予定ですか 

ドゥリケル
病院 

飲料水の水源は、市の上水と井
戸水から供給する予定である 

回答了解 

4. 
市民 
(女性) 

用地取得の際にどのように用
地境界（水路）を決定してい
ますか 

ドゥリケル
病院 

境界の水路用地所有者により
間もなく決定する予定である。
また、中央部の民地については
既に取得済みである。 

回答了解 

5. 
副市長 
(女性) 

施設を整備する際には子供や
障害者にやさしく、授乳のた
めに別室を用意する必要があ
る 

ドゥリケル
病院 

施設は障害者が利用しやすい
ような構造となっている。ま
た、授乳室は別途設けることと
している。 

回答了解 

6. 
区長 
(男性) 

施設の整備後に公平に雇用の
機会を与えるべきである 

ドゥリケル
病院 

事業者（ドゥリケル病院）によ
り周辺住民への優先的な雇用
に関して決定がなされる予定
である 

回答了解 

出典：調査団作成 

2) 第 2 回現地ステークホルダー会議（ドラフト EIA 段階／パブリックヒアリング） 

ネパール国 EIA 手続きに則り、ドラフト EIA 作成時の現地ステークホルダー会議(ネパー

ル国法令ではパブリックヒアリングと呼称)を実施した。 

会議では、ドゥリケル市、ドゥリケル病院、保健人口省が JICA 調査団支援(再委託)の下で

事業概要、事業実施位置の代替案検討結果、正と負の影響、環境モニタリング計画、監査

計画、今後のスケジュール等を説明した後に住民、住民代表、関係者との意見交換を行っ

た。いくつかの負の影響、事業に関する質問があったものの、総じて本事業の実施に関す

る基本的な合意形成がなされた。 

表 2-23 現地ステークホルダー会議の概要（2022 年 6 月 14 日開催） 

会議の名前 (日程/場所) 議題 主な参加者 手法 

パブリックヒアリング
(ドラフト EIA 説明)会議  
(第2回ステークホルダー
会議) 

 

(10:45-12:30 / 2022 年 6
月 14 日 ドゥリケル市庁
舎会議室) 

1. 開会挨拶 

2. 事業の概要 

3. 事業実施位置の代替
案検討結果 

4. 事業実施による正と
負の影響 

5. 環境管理計画 

6. 環境モニタリング計
画 

7. 環境監査計画 

8. 総論 

9. 意見交換 

10. 閉会挨拶 

1. 参加者:  

周辺住民（区長等含
む）、カトマンズ大学、
ドゥリケル市、ドゥリ
ケル病院、保健人口省
JICA 調査団 

2. 参加者数： 

合計 44 人  
(男性: 41, 女性: 3) 

1) 通知方法 
直接連絡  

2) 使用言語 
ネパール語 

出典：調査団作成 
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会議中の主な質疑応答や意見は下記のとおりである。 

表 2-24 質疑応答の概要（ドラフト EIA 段階：2022 年 6 月 14 日） 

No 

主な意見・質疑応答 

質問・コメント 回答 回答に対
する反応 質問者 質問・コメント内容 回答者 回答内容 

1. 
市民 
(男性) 

固形廃棄物の処理処分方法
はどのようになっているか 

ドゥリケル
病院 

病院側は、Health Care 2014ガ
イドラインに準拠して固形廃
棄物の管理を行う。医療廃棄物
は分別を行いオートクレーブ
を持ちして滅菌処理を行い廃
棄物 3R の原則に基づき処理処
分を行う。 

回答了解 

2. 
市民 
(男性) 

液体廃棄物の処理処分方法
はどのようになっているか 

ドゥリケル
病院 

同じガイドラインに従って液
体廃棄物の管理を行う。また、
排水処理施設を設置し対応を
行う。 

回答了解 

3. 
市民 
(男性) 

飲料水はどのように管理す
るか 

ドゥリケル
病院 

飲料水は、市の上水ならびに地
下水（井戸）から供給を予定し
ている。 

回答了解 

4. 
市民 
(男性) 

建設行為は図面の承認がな
されてから行うべきである 

ドゥリケル
病院 

市による図面の許認可を受け
た後に工事は開始される。 

回答了解 

5. 
市民 
(男性) 

駐車場はどのように確保す
るか 

ドゥリケル
病院 

既に駐車場用地として十分な
面積が確保されている。 

回答了解 

6. 
市民 
(男性) 

排水を農業への影響なくど
のように行うか 

ドゥリケル
病院 

排水処理施設設置の計画が本
事業に含まれている。 

回答了解 

7. 
区会議員 
(女性) 

雇用の機会を地元住民に与
えるべきである 

ドゥリケル
病院 

本病院の管理チームにより地
元住民の優先雇用について検
討が行われている。 

回答了解 

8. 
区会議長 
(男性) 

水銀汚染物質や食堂から出
る廃棄物の適切な管理を行
うべきである 

ドゥリケル
病院 

水銀を含まない機材を利用す
る計画となっている。 

回答了解 

出典：調査団作成 

2-2-3-2 用地取得・住民移転 

本準備調査中に 2カ所の用地取得がそれぞれ 2021年4月及び 12月にドゥリケル病院側により

実施された。また、ARAP 作成後、2022 年 9 月にドゥリケル病院側による住民移転及び建物移

転の補償支払いと移転の実施がなされた。いずれも JICA ガイドラインに基づく手順と補償方

針(再取得価格)が採用され被影響者はこれに合意し、支払いが終了している。本 ARAP におい

ては、これら一連の調査、被影響者との協議、合意形成と支払いが JICA ガイドラインに基づ

き適切に実施された事の確認も含まれている。 

(1) 用地取得・住民移転の必要性（代替案の検討） 

本事業は、ドゥリケル病院外傷・救急医療センター建設、整備するものである。本事業の建設

に伴い、一部、民地の取得が必要であり、かつ既存のドゥリケル病院の用地境界付近に住居が

存在する事から、用地取得及び住民移転が生じることが見込まれているため、住民移転計画の

作成が必要である。 
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(2) 用地取得・住民移転に係る法的枠組み 

1) 土地法 

1977 年の用地取得法は、1962 年の用地取得法に関する法律等を統合するために制定され、

その後 1993 年に部分的に更新されている。公的事業に関する用地取得プロセスには、下

記の 2 種類があり、そのうち本事業では、後者( b)直接交渉)に示されるように、私有地の

所有者が少ない事から、ドゥリケル病院が直接、土地所有者や住民と交渉を行うこととし

た。病院側は、用地取得ガイドライン（1989）に基づき、被影響世帯の生活水準等を把握

する目的から一連の調査（センサス、社会経済調査、損失目録調査、再取得価格調査）を

行った。また、同ガイドラインに基づき、土地及び建物等の補償価格は、同様の市場価格

を参考に決定されることとなった。 

a) 補償決定委員会を活用するケース 

一般に道路拡幅事業のような、多数の土地所有者との交渉が必要な公共事業の場合、

土地所有者と交渉するために補償決定委員会（CDC）と呼ばれる組織を通して交渉や

手続きが行われる。 

b) 直接交渉するケース 

今回のように少数の土地所有者との交渉を必要とする中小企業または個人購入の場

合、事業体は土地取得法第 27 条に従って土地所有者と直接交渉が可能である。 

2) 環境社会管理フレームワーク (ESMF), 道路局(2007) 

ESMF は、道路局（DOR）が、世銀の支援を受けて 2007 年に、セクター分野プログラム

及び優先投資に関連する環境社会の概要やガイダンスの方法、コンプライアンスの側面を

まとめるために作成されたものである。ESMF は、 環境社会配慮事項を道路事業の事前

計画、計画と設計、工事、供用段階で適用可能である。本 ESMF を本事業の用地取得・住

民移転に準用する事について調査団はドゥリケル病院側に提案を行い、その補償方針を原

則使用する事を決定した。 

3) ネパール国用地取得法と JICA ガイドラインの乖離・乖離を埋める方策 

住民移転及び用地取得に関して、JICA 環境社会配慮ガイドライン（2010）とネパール国

用地取得関連法規の比較を行った。この乖離分析案及び対応案を次表に示す。ネパール国

土地法ならびに ESMF と JICA ガイドライン（2010）との乖離は、ネパール国法令等で

は土地の所有書類を持たない所有者は補償がなされないが、JICA ガイドラインでは、正

式な法的権利を持たない人にも補償がなされる事である。この点について調査団はドゥリ

ケル病院側に説明を行い、JICA ガイドラインの方針を採用する事に合意した。 
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表 2-25 ネパール国及び JICA ガイドラインの乖離と乖離を埋める方策 
No. JICAガイドライン ネパール国土地法・ESMF 乖離内容 本事業の方針 

1 非自発的住民移転及び生計手段の喪失
は、あらゆる方法を検討して回避に努
めねばならない。（JICA GL） 

望ましくない影響は 小化また
は回避すること(1.1.1, ESMF) 

著しい乖離はない JICAガイドラインを遵守する 

2 住民移転の回避が可能でない場合に
は、影響を 小化し、損失を補填するた
めに、実効性ある対策が講じられなけ
ればならない。（JICA GL） 

望ましくない影響は 小化また
は回避すること (1.1.1, ESMF) 

 

ネパール国政府は、必要と認める
場合、土地法（第3条、土地取得
法）に基づき、公的目的のために
土地を取得することができる。 

(Article 3, Land Act) 

著しい乖離はない JICAガイドラインを遵守する 

3 非自発的住民移転及び生計手段の喪失
の影響を受ける者に対しては、以前の
生活水準や収入機会、生産水準におい
て改善又は少なくとも回復できるよ
う、十分な補償及び支援がなされなけ
ればならない。 

（JICA GL） 

事業の被影響者は、少なくとも事
業実施前の水準に生計回復する
ための補償を受ける資格がある。 

(7.3.1, ESMF) 

著しい乖離はない JICAガイドラインを遵守する 

 

4 補償は、可能な限り再取得価格に基づ
き行われなければならない。（JICA GL） 

公共事業により資産等を損失す
る場合、土地法では再取得価格に
よる補償を行う事は明記されて
いない。 

一方、ESMFでは、損失資産は減価
償却のない再取得価格で行う事
が推奨されている。 

補償費用の決定方法にネ
パール国法律と JICA ガ
イドラインでは乖離があ
るが、ESMF と JICA ガイ
ドラインには乖離はほと
んどない。 

JICAガイドラインを遵守する 

 

（ARAP に政府価格と再取得価格
を記載し比較する） 

5 土地や金銭による損失補償及びその他
の支援は移転に先立って行われなけれ
ばならない。（JICA GL） 

ESMFでは世銀OP4.12を参照し、
移転者に、移転前に必要な補償及
びその他の支援の提供、その他必
要に応じて施設が整備された移
転地への移転を行う事を明記し
ている。 

著しい乖離はない JICAガイドラインを遵守する 

6 大規模非自発的住民移転が発生するプ
ロジェクトの場合には、住民移転計画
が、作成、公開されていなければならな
い。（JICA GL） 

ESMFでは、RAP報告書の公開を明
記している 

著しい乖離はない JICAガイドラインを遵守する 

 

住民移転や用地取得に係る被影響
者との会議において十分な説明や
資料の提供を行う計画である。 

7 住民移転計画の作成に当たり、事前に
十分な情報が公開された上で、これに
基づく影響を受ける人々やコミュニ
ティとの協議が行われていなければな
らない。（JICA GL） 

ESMFの第5章2.2.1では、被影
響者を含む市民の参加/協議の必
要性が明記されている。 

また、ネパール国内のEIA保護規
則において同様にIEE や EIA の
手続きにおいて住民会議が必要
であり、これらの会議を通して十
分な情報が開示・説明されてい
る。 

著しい乖離はない JICAガイドラインを遵守する 

 

本 ARAP 調査において2 回の住民
会議が予定されており十分な事業
の説明が行われる予定である。  

8 協議に際しては、影響を受ける人々が
理解できる言語と様式による説明が行
われていなければならない。（JICA GL） 

JICAガイドラインを遵守する 

 

ARAP 策定に係る被影響者会議、
EIA 策定に係る住民会議におい
て、ネパール語を用いた説明が行
われた。 

9 住民移転に係る対策の立案、実施、モニ
タリングには、影響を受ける人々やコ
ミュニティの適切な参加が促進されて
いなければならない。（JICA GL） 

JICAガイドラインを遵守する 

 

ARAP 策定に係る被影響者会議、
EIA 策定に係る住民会議におい
て、被影響者ならびにコミュニ
ティの参加がなされた。 

10 影響を受ける人々やコミュニティから
の苦情に対する処理メカニズムが整備
されていなければならない。（JICA GL） 

ESMFの節5.1と7.5で苦情処理
メカニズムの設置が明記されて
いる 

著しい乖離はない JICAガイドラインを遵守する 

11 ベースライン調査を通して、影響を受
ける人々をできる限り早く特定・認定
しなければならない。ベースライン調
査には、影響を受ける人々の認定、カッ
ト・オフ・デート、資産調査、社会経済
調査を含む。可能であれば、事業の特定
の段階で実施し、便益を享受しようと
する新たな流入者の発生を防ぐものと
する。（WB OP 4.12 Para. 6） 

ESMF の節7.2.3 でセンサス開始
日にカットオフデート宣言を行
うように提言されている 

ネパール国土地法に明記
はないが、ESMFに記載が
ある。 

JICAガイドラインを遵守する. 
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No. JICAガイドライン ネパール国土地法・ESMF 乖離内容 本事業の方針 

12 補償を受ける要件は、正式に土地（法の
下で伝統的、慣習的な権利として認め
られる権利を含む）に関する法的権利
を有する被影響住民の他、センサス時
点で正式に土地に関する法的な権利を
有していないが土地や資産に関する権
利を主張する者、土地を占有している
が法的権利を有さない者を含める。（WB 
OP 4.12 Para. 15） 

ESMF の節 7.3.1 では公的な証
明書がない場合は、補償や支
援を受けられないことが記載
されている 

乖離がある JICAガイドラインを遵守する 

13 土地で生計を立てている住民に対して
は土地を軸にした移転戦略をとる。（WB 
OP 4.12 Para. 11） 

記述なし 乖離がある 

ただし、ネパール国では
一般的に金銭補償が採用
され、今回の被影響者か
らも金銭補償が要求され
た 

JICAガイドラインを遵守する 

 

被影響者の要望により金銭補償を
行う事となった 

14 移転してから生計の回復期間において
も支援する。（WB OP 4.12, para.6） 

記述なし 乖離がある JICAガイドラインを遵守する 

 

本エンタイトルメントマトリクス
において移転期間中の各種支援を
行う事とした。 

15 移転住民のうち、特に貧困層、土地の無
い人、高齢者、女性、子供、少数民族等
の社会的弱者層については特に留意し
て補償を行う。（WB OP 4.12 Para. 8） 

ESMF の節8.3 やエンタイトルメ
ントマトリクスにおいて
vulnerable グループ等に配慮し
なくてはならない事が明記され
ている 

著しい乖離はない JICAガイドラインを遵守する 

 

影響を受けやすい人々として高齢
者、貧困層等へ配慮した補償や生
計回復支援措置を設定した. 

出典：調査団作成 

(3) 用地取得・住民移転の規模・範囲（人口センサス調査、財産・用地調査、家計・生活調査の結

果を含む） 

本調査に先かげて行われた予備調査で, 1 件のレストラン、2 件の住居、1 件の用地（民地）に

影響がある事が確認された。加えて調査実施中に設計変更に伴いさらに 1 件の用地（民地）の

取得が必要となり、簡易住民移転計画の策定と並行して用地取得の実施がなされた。2022 年 11
月現在の状況は以下のとおりである。 

表 2-26 本事業の実施による社会影響と現在のステータス（2022 年 11 月現在） 

影響プロパティ 影響の程度 現在のステータス(2022年 11月 4日) 

1. Restaurant 
(Cottage-A) 

ドゥリケル病院所有敷地に建築 

 土地はドゥリケル病院が産業省から 30
年間のリース契約済み（2014年6月9日
契約済み） 

 2022 年 9 月に病院側が撤去補償費用を
支払い撤去実施 

2. Residence -B 住居の一部がドゥリケル病院所有敷地
に建築 

住民4人 

2022年 9月に病院側が移転・撤去等の補償
費用を支払い移転済み 

3. Residence-C 住居の一部がドゥリケル病院所有敷地
に建築. 

住民7人 

2022年 9月に病院側が移転・撤去等の補償
費用を支払い移転済み 

4. Private Land –A 
(0.03ha) 

事業予定地中央部に位置する 
ドゥリケル病院が土地所有者より購入済み
(0.03 ha 2021年 4月13日登録済み) 

5. Private Land –B 
(0.06 ha) 

事業予定地西部に位置する 
ドゥリケル病院が土地所有者より購入済み
(0.065 ha 2021年 12月 28日登録済み) 

出典：調査団作成 
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出典：調査団作成 

図 2-20 被影響建物・住居・土地の位置 

1) 事業の影響 

a) 被影響建物・住民移転者数 

被影響者センサスの結果、次表に示すとおり 5 世帯 27 人への影響が確認された。 

表 2-27 被影響者・世帯の概況 
影響数 

 
項目 

合計 
内訳 

移転世帯 社会的弱者世帯 

世帯数 被影響者 世帯数 被影響者 世帯数 被影響者 

1. 土地所有者 2 12 0 0 0 0 

2. 住民 (借地) 2 11 2 11 2 11 

3. レストランの労働者 (借地) 1 4 1 4 0 0 

Total (1+2) 5 27 3 15 2 11 

出典：調査団作成 

b) 損失目録調査結果の概要 

事業による損失建物等は次表のとおりであり、被影響世帯数は 5 世帯、このうち 2 世

帯合計約 950m2の用地取得（民地）、3 世帯の構造物（うち 2 世帯住居、1 世帯はレ

ストラン）である。 
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表 2-28 被影響土地・構造物等の世帯数 
影響数 

 
項目 

合計 
内訳 

移転世帯 社会的弱者世帯* 

世帯数 被影響者 世帯数 被影響者 世帯数 被影響者 

1. 土地 2 12 0 0 0 0 

2. 構造物(住居含む) 3 15 3 15 2 11 

3. 樹木・農作物  0 0 0 0 0     0 

4. その他構造物（フェンス、壁
等） 

0 0 0 0 0 0 

Total (1+2+3+4)* 5 27 3 15 2 11 

備考) * 社会的弱者：住居 2 世帯の内訳は、1 世帯(PAH03)が貧困ライン以下、1 世帯(PAH04)が高齢者居住、

2 世帯（PAH03 及び 04）いずれも土地なし世帯となる。 
出典：調査団作成 

表 2-29 被影響土地の面積 

被影響土地 

世帯数 
影響面積 
(ha) 

Land Use 

2 0.095 Open land 

出典：調査団作成 

表 2-30 被影響構造物等の状況 

影響構造物数 構造物 付帯構造物  構造物材料 

2 住居(借地) 壁、フェンス 竹、トタン、粘土等 

1 レストラン 壁、フェンス 竹、トタン、木材等 

出典：調査団作成 

c) 社会経済調査の概況 

社会経済調査の概況は次表のとおり、2 世帯の住居は土地なしでかつ、1 世帯は貧困

層で 1 世帯は高齢者が居住しており、いずれも社会的弱者として分類された。 

表 2-31 社会経済調査結果の概況 

項目 調査結果概要 

1) 性別 男性- 15人、女性- 12人 

2) カースト Janjati- 23人、上位カースト (bramhn, Chhetri, Thakuri)- 4人 

3) 宗教 ヒンズー教 (5 HHs) 

4) 言語 ネパール語 (5 HHs) 

5) 教育 
大卒レベル (1世帯主)、小学校レベル (1世帯主)、中高レベル (1世帯)、
読書可能なレベル (2世帯主) 

6) 職業 事業者 (2世帯)、販売 (1世帯)、農業従事者 (2世帯) 

7) 年収・支出 

世帯番号 年収入 年支出 

PAH01 6.0百万ルピー 5.0百万ルピー 

PAH02 1.8百万ルピー 1.5百万ルピー 

PAH03 0.02百万ルピー（貧困層） 0.02百万ルピー 

PAH04 0.045百万ルピー 0.04百万ルピー 

PAH05 0.3百万ルピー 0.25百万ルピー 

8) 社会的弱者 
土地なし (2世帯：PAH03及び04)、貧困層（1世帯：PAH03）、高齢者（1世
帯：PAH04） 

9) 事業への意見 全世帯条件付き賛成 (適切な補償が行われる場合) 

備考) [社会的弱者定義] 60 歳以上の高齢者、女性世帯主、貧困層、障害者、少数民族等、土地なし世帯 
出典：調査団作成 
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d) 再取得価格調査結果の概要 

土地の価格は、不動産の売買価格と政府評価額を比較することにより再取得価格の妥

当性を検討した。一方、住宅やレストランの建築物費用は、建築家やエンジニアによっ

て直接評価を行った。それぞれの評価結果は下表のとおりであり、評価額はいずれも

妥当であると考えられる。 

表 2-32 再取得価格調査結果の概要 

項目 調査結果 評価結果 

構造物 

Restaurant Cottage-A 

(付帯施設含む) 

281,892 NPR 

(移転費用*) 

減価償却なしの直接
評価価格のため妥当 

Residence B 

(付帯施設含む) 

81,676 NPR 

(移転費用*) 

Residence C 

(付帯施設含む) 

75,487 NPR 

(移転費用*) 

土地 

土地 (約 0.03 ha)  

Sindhuli Road沿道 

1. 終合意価格 (2021年 4月) 

 単価：66,667 NPR/m2 

2. 政府価格 

 単価：2,017 NPR/m2 

3. 市場価格 (不動産取引価格)  

 単価：68,300 NPR/m2 
実際の市場取引期価
格と 終合意価格は
ほぼ同じであり妥当
である 

土地 (約 0.06 ha)  

Sindhuli Road非沿道 

1. 終合意価格 (2021年 9月) 

 単価：37,736 NPR/ m2 

2. 政府価格 

 単価：2,001 NPR/m2 

3. 市場価格 (不動産取引価格) 

 単価：38,116 NPR/m2 

注）※ 移転費用には、現在の構造物の解体、現在の構造物からの資材の輸送、移転場所での再組み立て費用が

含まれる 
出典：調査団作成 

(4) 補償・支援の具体策（受給者要件、補償の算定方式を含む） 

1) カットオフデート 

カットオフデートとは、事業実施に伴う用地取得に先立ち、その時点において現地に居住

する住民を事業影響者（PAPs）として特定するためのものであり、カットオフデート宣言

は、PAPs でない住民の不法占拠を回避することが目的である。本事業の ARAP 策定に伴

う被影響者センサス前、2021 年 8 月 24 日と 11 月 13 日に実施された。非正規住民の流入

や不法占拠を防止する観点から、ドゥリケル病院側は定期的な土地利用のモニタリングを

行う計画である。 

2) エンタイトルメント・マトリクス 

エンタイトルメント・マトリックス（以降「EM」という）は、補償の項目と内容を体系的

に示すためのものであり、損失の種類、要件、資格、補償方針が含まれる。 EM は、被影

響者センサス、社会経済調査、損失目録調査を通じて特定された内容に基づき作成される。

本事業の EM を次表に示す。 
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表 2-33 エンタイトルメント・マトリクス（EM） 
損失の種類 適用要件 受給資格者 エンタイトルメント 実施方針・課題等 

1 土地         

1.1 住居用地または農
地 

影響する土
地の区画全
部または一
部 

土地の所有権を有
する土地所有者ま
たは、政府によって
認められた権利を
有する土地占有者 

(A) 再取得価格での金銭補償
または同等の近傍に位置
する土地による補償 

(B) 移転支援を少なくとも生
活水準が移転前の状態に
なるまで実施する 

(C) 農地の場合は、1年間の生
産利益を補償する 

a) 土地価格は再取得価格が採用され
る 

b) 土地価格は事業実施主体と土地所
有者による直接交渉が認められる
(土地法27節) 

c) 移転通知は、事業者の土地占有日の
35日前に実施される 

d) 補償費用や関連する支援等の費用
の支払いは、少なくとも移転通知日
より前に行われる 

契約満了前の契約
終了による借地権
の喪失 

(A) 新規借地を探すまでの手
当として 6 ヶ月相当の借
地費用が借地人に支払わ
れる 
* 地主から借地費用が返
還された場合は、この限
りではない 

a) 移転通知は、事業者の土地占有日の
35日前に実施される 

b) 補償費用や関連する支援等の費用
の支払いは、少なくとも移転通知日
より前に行われる 

2 構造物         

2.1 民間所有の住居 影響する住
居の一部ま
たは全部 

住居の所有者 (A) 再取得価格での金銭補償
を行う。  

(B) 住居の所有者が移転建物
の部材を使用する場合
は、解体、輸送、再建築費
用は金銭補償が行われる 

(C) 影響が一部である場合、
その部分の補修または安
全性の観点から全部につ
いて補償が行われる 

a) 住居の価格評価は都市開発局の標
準評価基準に基づき行われる 

b) 住居に用いられている建材は所有
者によって使用する事ができる 

c) 住居の価格評価において減価償却
はなされない 

d) 移転世帯は、移転手当や移転のため
の交通費が受給される 

e) 移転通知は、建物撤去日の 35 日前
に実施される 

f) 補償費用や関連する費用の支払い
は、少なくとも移転通知日より前に
行われる 

2.2 その他民間所有の
建築物 

影響する建
築物の一部
または全部 

建物の所有者 2.1と同様 2.1 に記載された内容に下記が追加さ
れる: 

a) 付帯する施設（フェンス、壁等）も
補償が行われる 

b) 移転が行われない場合は、交通費は
支払われない 

3 商業活動従業員の
雇用の損失 

        

3.1 商業活動の損失 
(レストラン)  

直接的な商
業活動の損
失 

事業主(レストラ
ン) 

(A) 事業活動が実施できない
期間の損失補償 

a) 代替する施設での事業再建のため
に 2 ヶ月間の収入に相当する 1 回
限りの金銭支援が行われる。また、
この間の機材等の輸送費が支払わ
れる。 

3.2 雇用者の経済的損
失 

雇用者の収
入減 

雇用者 (A) 地方政府により決定され
た賃金の30日分が生活支
援金として支払われる 

a) 供用時に準熟練技術者または非熟
練技術者として優先的に雇用され
るよう配慮される 

4 生計回復支援措置     

4.1 移転後の経済的安
定の支援 

移転者 移転世帯 移転支援手当が支払われる a) 移転世帯は、90 日分の地方政府設
定賃金が支払われる 

b) 手当の支払いは、移転通知日より前
に行われる 

4.2 社会的弱者への支
援 

社会的弱者 女性世帯主、指定
カースト世帯、障害
者、60 歳以上の高
齢者、貧困層、土地
なし世帯 

生計安定のための特別手当が
支払われる 

a) 移転世帯は、90 日分の地方政府設
定賃金が支払われる 

b) 生計改善・支援のための支援が受け
られる 

c) 事業において優先雇用の実施 

4.3 移転先への移動交
通費 

移転者 移転世帯 (A) 移転費用（交通費）の支払
い 

a) 移転交通費用は、移転者の移転先に
応じて支払われる 

出典：調査団作成 
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(5) 苦情処理メカニズム 

事業実施に伴い用地取得、住民移転、支障物撤去に係る補償に関する苦情処理を行うために苦

情処理委員会（GRC）が設立される必要がある。苦情処理メカニズムに組み込まれる主な組織、

役割等とその対応プロセスを下記に示す。 

表 2-34 本事業の苦情処理の手順 

段階 手順 

ステージ-1 

補償や移転に関する被影響者の苦情は、最初に、ドゥリケル病院の用地取得移転委員会（LARC）で口頭
または書面で対応を検討し、解決策が検討される。申立者は会議等においてLARCのメンバーと議論す
ることができる。LARCは、被影響者の資格・要件、ARAPに基づく調査結果などを元に解決するための
補償方針について検討を行う。 

ステージ-2 
LARC と申立者間において問題が解決しない場合、申立者は苦情処理委員会へ申し立てる事が出来る。
必要に応じてNGOやコミュニティ長等の支援者とともにGRMにおいて議論を行う事が出来る。GRMは調
査結果を再評価し、苦情を仲裁する。 

ステージ-3 GRMの結論に申立者が合意しない場合は、GRMの決定後35日以内に裁判所に申し立てる事ができる。 

出典：調査団作成 

 
出典：調査団作成 

図 2-21 苦情処理の手続きの流れ 

(6) 実施体制（住民移転に責任を有する機関の特定、及びその責務） 

本事業における私有地の用地取得については、ドゥリケル病院（DH）が土地所有者、被影響者、

資産所有者との直接交渉により実施した。 ドゥリケル病院側は、ネパール国土地法（第 27 条）

や JICA ガイドラインに規定されている交渉プロセスを通じて、2021 年 4 月及び 12 月に 2 人

の土地所有者から合計約 950m2の私有地を取得した。この一連のプロセスは以下のとおりであ

る。 

1. 立退き・撤去・クリアランス通知  
（土地所有者, 住民、建物等の所有者） 

2. ステージ-1 
LARC との再交渉 

3. ステージ-2 
GRM における解決方策検討  

4. 支払い・立退き・撤去・クリアランス実施 

ステージ-3 Court 
（Within 35 days of the GRM result) 

合意せず（通知後15 日以内に申立） 

合意せず 

Agree 

合意せず（通知後15 日以内に申立） 

合意 
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出典：調査団作成 

図 2-22 本事業の ARAP 及び用地取得・住民移転手続きの流れ 

表 2-35 本事業の ARAP 及び用地取得・住民移転手続きの各組織の役割 

組織名 構成組織 主な役割・責務 

1. 土地取得・住民移転委員会 
Land Acquisition and 
Resettlement Committee 
under Dhulikhel Hospital 
(LARC) 

ドゥリケル病院代表者により構
成 

 事業の実施全般に関わること 

 ARAP及び更新ARAPの承認 

 ARAPの実施に係る予算の確保と執行 

2. プロジェクト管理ユニット 
Project Management Unit  
(PMU) 

人口保健省、ドゥリケル病院によ
り構成 

 詳細設計時のARAP更新手続きへの対応 

 詳細設計時以降のARAP実施に関する事項 

3. 地方政府 
(Dhulikhel Municipality, 
Kavrepalanchowk 
districts, Bagmati 
Province) 

Dhulikhel市関係機関 

 カットオフデート宣言以降の非正規住民の
流入等のモニタリング 

 ドゥリケル病院と被影響者の交渉等のモニ
タリング・立会 

4. 苦情処理対応委員会 
Grievance Redress 
Committee (GRC) 

ドゥリケル病院LARC、地方政府、
人口保健省、NGO等におり構成 

※NGOは被影響者が希望した場合 
 被影響者の異議・苦情申立への対応 

出典：調査団作成 

(7) 実施スケジュール（損失資産の補償支払い完了後、物理的な移転を開始） 

想定される ARAP に基づく用地取得・補償の実施スケジュールは下記のとおりである。. 

用地取得に関しては、本準備調査の現地調査開始前(2021 年 4 月)に土地の一部の取得が行われ

た。また、下図のとおり 2021 年 10 月に ARAP 案作成後、ドゥリケル病院側の ARAP 最終レ

ビューと承認がなされ、これに基づき 2021 年 12 月中に JICA ガイドラインの補償方針を満足

した形で残りの用地取得を終了した。加えて、2022 年 9 月に住民移転及び建物（住居及びレス

トラン）に関する補償支払い、撤去、移転が実施された。これら一連の補償、支払い、移転に関

しては JICA ガイドラインに基づき作成された ARAP に準拠して実施されたことが確認され

た。 

合意せず 
LARC*との再交渉 

（人口保健省、地方政府立会） 

異議申立委員会での検討 

合意 

* LARC: Land Acquisition and Resettlement 
Committee under Dhulikhel Hospital 
（ドゥリケル病院用地取得移転委員会） 

1. JICA ガイドラインに基づく

ARAP 案の策定 

2. ドゥリケル病院及び人口保健省に

よる ARAP 案の最終承認 

3. ARAP の補償方針に基づく、被影

響者（土地所有者、被影響者、資

産所有者）との最終交渉の実施 

4. 支払い・移管及び立退き通知 

5. 建物等の撤去・クリアランス 

合意せず 

合意せず 

裁判 
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出典：調査団作成 

図 2-23 用地取得・住民移転スケジュール（2022 年 11 月現在） 

表 2-36 用地取得・住民移転等のスケジュール（全体）（2022 年 11 月現在） 

 
出典：調査団作成 

(8) 費用と財源 

本事業の用地取得と移転等に関する総費用は約 3300 万 NPR である。この費用には、土地や建

物等の補償費用、必要に応じて実施される更新 ARAP の費用、その他予備費等含まれる。費用

の詳細は以下のとおりである。また、土地及び住民移転、建物補償において下記の金額が所有

者に支払われたことが確認された 

  

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Dec

●最終補償方針の説明・基本的合意

●土地補償終了 ●住民移転・建物補償終了

5
外部・内部モニタリング

(生計状況等）

2
Apprvalの承認

（ドゥリケル病院）

3
土地所有者・移転対象者

等との最終交渉・合意・支

払い

4
内部モニタリング

 (JICA調査団)

Item
2021

1 ARAP案の作成

2022
詳細設計・工事
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表 2-37 用地取得・住民移転等の費用 

No. 項目 
費用 

(NPR) 

1 移転・補償費用   

1.1 土地A *備考-1(2021年 4月購入済み) (20,000,000)*備考 

1.2 土地-B *備考-2(Plot No.230：2021年 12月 28日購入済み) 24,372,173 

1.3 構造物 (2件の住居移転と1件のレストラン)及び付帯施設 439,055 

1.6 移転定住支援 126,000 

1.7 社会的弱者への特別支援(2世帯) 126,000 

1.8 移転に係る交通費 (2 世帯) 20,000 

1.9 ARAP更新 (必要に応じて詳細設計時) 1,000,000 

1.10 予備費 1.1-1.9の合計の20% 5,216,646 

  小計1 (1.1の 20,000,000 NPR含まず) 31,299,874 

2 ARAP 管理費用   

2.1 外部モニタリング費用 1,500,000 

  小計2 1,500,000 

 合計 32,799,874 

備考 1： 土地-A は 2021 年 4 月 13 日にドゥリケル病院により取得され登録終了。調査実施開始前であったため、本費用は

全体合計から除いた。 
備考 2： 土地-B はARAP 策定後にドゥリケル病院により取得され 2021 年 12 月 28 日に移管登録が終了したため、本費用

一覧に含まれている。 
備考-3： 移転費用には、現状住居やレストランの解体費用、運搬費用、再建築費用が含まれている 
出典：調査団作成 

(9) 実施機関によるモニタリング体制、モニタリングフォーム 

事業の ARAP 実施に関する内部および外部モニタリングは、関連する法律及び JICA ガイドラ

インに基づき実施される。 モニタリングの主な目的は、ARAP に定められた方針と手順に従っ

て補償が行われた事を確認する事である。内部および外部モニタリングの主な内容は次のとお

りである。 

1) 内部モニタリング 

内部モニタリングは LARC（ドゥリケル病院用地取得住民移転委員会）により次のような

内容で実施される。 

 終承認された ARAP に基づき補償や移転が適切に行われた事の確認 
 承認された ARAP に基づいた合意補償金額が執行された事の確認 
 苦情申立が発生した場合は、全ての協議内容や経緯の記録を取る 

2) 外部モニタリング 

外部モニタリングは LARC が雇用する独立した組織が行う。主な活動は以下のとおりであ

る。 

 終承認された ARAP に基づき補償や移転が適切に行われた事の確認 
 必要に応じ ARAP 実施に関する追加的な対応に関する提言 



2-61 

(10) 住民協議 

1) 簡易住民移転計画（ARAP）策定の会議 

ARAP 策定に関連する会議の概要は次のとおりである。 

表 2-38 ARAP 会議の実施概要 

目的（対象） 
(開催日・場所) 

議事 主な参加者 
周知方法 

使用言語 

1 回目会議 
(2 住居世帯、 
1 レストラン所有者) 

 

(11:00-14:00, 2021
年 7月 24 日／事業予
定地及びドゥリケル
病院) 

1. 事業概要 

2. 用地取得・移転の
必要性 

3. カットオフデー
ト宣言 

4. 調査内容説明 

5. 補償方針説明 

6. ARAP 調 査 ス ケ
ジュール説明 

 参加者 
被影響者、ドゥリケル病院、調査
団（再委託） 

 参加者数： 
合計 13 (男性 10、女性 3) 

 被影響者(PAPs)：7、ドゥリケル病
院：1、調査団（再委託）：5 

 周知方法:  
直接連絡 

 使用言語  
ネパール語 

1 回目会議 
(No.230 土地所有者) 

(2021 年 11 月 13 日
12:00-13.30 ／ 事 業
予定地) 

同上  参加者 
被影響者、ドゥリケル病院、調査
団（再委託） 

 参加者数： 
合計 7 (男性 5、女性 2) 

 被影響者(PAPs)：2、ドゥリケル病
院：1、調査団（再委託）：3、地域
住民：1 

2 回目会議 
(2 住居世帯主、 
1 レストラン所有者) 
ARAP 案の説明 

(2021 年 11 月 13 日
14:00-16:00 ／ 事 業
予定地) 

1. 事業概要 

2. エンタイトルメ
ントマトリクス
の説明 

3. 事業実施及び補
償方針の原則的
合意の確認 

 参加者 
被影響者、ドゥリケル病院、調査
団（再委託） 

 参加者数： 
合計 14 (男性 9、女性 5) 

 被影響者(PAPs)：10、ドゥリケル
病院：1、調査団（再委託）：3 

 

備考：No230 区画における 2 回目会議（ 終補償方針説明・価格交渉等）はドゥリケル病院側により実施された。 
出典：調査団作成 

会議における主な意見は下記のとおりであり、事業スケジュール、用地取得や補償のプロ

セスについての質問がほとんどであり、全ての被影響者は、補償が適切に行われるのであ

れば事業実施や補償方針に原則合意するという結果であった。 

表 2-39 ARAP 会議における意見の概要 

ARAP会議の内容・ 
日時・場所 

被影響者からの 
意見・質問 

回答 

(回答者) 
回答を受けた
質問者の対応 

ARAP 
対応内容 

1回目会議 

(2住居世帯、 
1レストラン所有者) 

 

(11:00-14:00、 
2021年 7月24日／
事業予定地及びドゥ
リケル病院) 

1. 工事の開始時
期は？ 

工事実施時期は未決定である
が、事情実施の前に用地取得
手続きを実施した意向である 

(ドゥリケル病院) 

回答了解 特になし 

2. 取壊しの事前
通知はされる
か？ 

事前通知は行われる 

(ドゥリケル病院) 
回答了解 

補償方針に明
記する 

3. 構造物の価格
評価はどのよ
うにするか？ 

建築物の価格査定は、エンジ
ニア・建築士により行われる。
なお減価償却はされず、市場
価値で評価される 

(ドゥリケル病院) 

回答了解 
補償方針に明
記する 
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ARAP会議の内容・ 
日時・場所 

被影響者からの 
意見・質問 

回答 

(回答者) 
回答を受けた
質問者の対応 

ARAP 
対応内容 

4. 既に借地費用
を支払ったが
返還される
か？ 

ドゥリケル病院側から地主に
返還を要請する 

(ドゥリケル病院) 
回答了解 特になし 

1回目会議 
(No.230土地所有者) 

(2021 年 11 月 13 日
12:00-13.30／ 
事業予定地) 

1. 工事開始時期
は？ 

工事実施時期は未決定である
が、事情実施の前に用地取得
手続きを実施した意向である 

(ドゥリケル病院) 

回答了解 特になし 

2. いつ土地所有
者の移管は行
われるか？ 

2021 年 12 月頃を想定してい
る 

(ドゥリケル病院) 
回答了解 特になし 

3. 被影響者は事
業関係者とし
て雇用を優先
されるか？ 

工事終了後、病院側から雇用
募集が行われると考えられ
る。病院側はその候補者の能
力に応じて被影響者を優先す
る事を考慮する 

(ドゥリケル病院) 

回答了解 特になし 

4. 被影響者は治
療費が安くな
るか？ 

現時点では未決定である 

(ドゥリケル病院) 
回答了解 特になし 

2回目会議 

(2住居世帯主、 
1レストラン所有者) 
ARAP案の説明 

(2021 年 11 月 13 日
14:00-16:00／ 
事業予定地) 

1. いつ補償金は
支払われる
か？ 

終 ARAP 報告書が完成した
後に支払いが行われる 

(ドゥリケル病院) 
回答了解 

支払い内容に
ついてモニタ
リングで対応 

2. 工事中の非熟
練技術者とし
て事業におい
て雇用される
機会はある
か？ 

コントラクター、JICA、ドゥ
リケル病院の判断による。現
状未決定である 

(ドゥリケル病院) 

回答了解 特になし 

3. 土地の移管手
続きはいつ行
われれるか？ 

2021 年 12 月頃を想定してい
る 

(ドゥリケル病院) 
回答了解 特になし 

出典：調査団作成 

2) 情報公開 

事業に関する理解を促進するために情報開示は必要不可欠である。ARAP 会議における事

業の説明と議論は情報公開の一部であり、ARAP 報告書自身は、JICA ガイドライン及び

WBOP4.12 に準拠して公開する必要がある。以下にその機会と手段について示した。 

a) 準備調査段階 

準備調査段階では、 終 ARAP（英語及び必要に応じてネパール語翻訳）は、JICA の

ウェブサイトで公開される。また、ARAP 報告書はドゥリケル病院またはドゥリケル

市において申し出に応じて閲覧可能とする。 

b) 詳細設計段階 (更新 ARAP 報告書) 

詳細設計時において設計の変更に伴い新たな用地取得や住民移転が発生した場合に

は、ARAP の更新が行われる。同様に この更新 ARAP 報告書は、JICA のウェブサ

イトで公開される。また、更新 ARAP 報告書はドゥリケル病院またはドゥリケル市に

おいて申し出に応じて閲覧可能とする。 
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2-2-3-3 その他 

(1) モニタリングフォーム案 

モニタリングフォーム案を表 2-15、表 2-16、表 2-17 及び表 2-18 に示す。 

(2) 環境チェックリスト 

環境チェックリストを表 2-40 に示す。 



表
2-

40
 
環
境
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

 

分
類
 

環
境
項
目
 

主
な
チ
ェ
ッ
ク
事
項
 

Ye
s:
 Y
 

No
: 
N 

具
体
的
な
環
境
社
会
配
慮
（
Ye
s/
No

の
理
由
・
根
拠
、
緩
和
策
等
）
 

１ 許 認 可 ・ 説 明  

(1
)
EI
A

お
よ

び
環
境
許
認
可

(a
)
Y

(b
)
N

(c
)
N

(d
)
N

(a
)
ネ
パ
ー
ル
政
府
の
承
認
手
続
き
中
(2
02
3
年

3
月
承
認
の
見
込
み
)

(b
)
同
上

(c
)
同
上
の
た
め
不
明

(d
)
そ
の
他
取
得
す
べ
き
許
認
可
と
し
て
、
樹
木
伐
採
許
可
が
あ
る
。

終
影
響
範
囲
を
詳
細
設

計
時
に
確
定
し
森
林
局
の
確
認
と
許
可
を
得
る
予
定
で
あ
る
。

(2
)
現

地
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
へ
の
説
明

(a
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
お
よ
び
影
響
に
つ
い
て
、
情
報
公
開
を
含
め
て
現
地
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
に
適
切
な
説
明
を
行
い
、
理
解
を
得
て
い
る
か
。

(b
)
住
民
等
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
容
に
反
映
さ
せ
た
か
。

(a
)
Y

(b
)
Y

(a
)
2
回
の
現
地
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
会
議
実
施
済
み
(2
02
1
年

9
月
、
20
22

年
6
月
)

(b
)
意
見
を
反
映
し
た
(例

：
工
事
時
の
住
民
等
の
優
先
的
な
雇
用
等
)。

(3
)
代

替
案

の
検

討
(a
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
の
複
数
の
代
替
案
は
（
検
討
の
際
、
環
境
・
社
会
に
係
る
項
目
も
含
め

て
）
検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

(a
)
Y

(a
)
代
替
案
は
環
境
面
、
設
計
面
か
ら
検
討
さ
れ
た

２ 汚 染 対 策

(1
)
大
気
質

(a
)
対
象
と
な
る
イ
ン
フ
ラ
施
設
及
び
付
帯
設
備
等
か
ら
排
出
さ
れ
る
大
気
汚
染
物
質
（
硫
黄
酸

化
物
（
SO
x）

、
窒
素
酸
化
物
（
NO
x）

、
媒
じ
ん
等
）
は
当
該
国
の
排
出
基
準
、
環
境
基
準
等

と
整
合
す
る
か
。
大
気
質
に
対
す
る
対
策
は
取
ら
れ
る
か
。

(b
)
宿
泊
施
設
等
で
の
電
源
・
熱
源
は
排
出
係
数
（
二
酸
化
炭
素
、
窒
素
酸
化
物
、
硫
黄
酸
化
物

等
）
が
小
さ
い
燃
料
を
採
用
し
て
い
る
か
。

(a
)
Y

(b
)
Y

(a
)
工
事
時
の
工
事
機
械
か
ら
の
排
出
は
緩
和
策
に
よ
り
低
減
さ
れ
る
。
施
設
の
通
常
稼
働
時
は

大
気
汚
染
物
質
は
原
則
的
に
排
出
さ
れ
な
い
。

(b
)
ネ
パ
ー
ル
政
府
か
ら
許
認
可
を
受
け
た
燃
料
の
購
入
や
供
給
さ
れ
る
電
気
を
利
用
す
る
。

(2
)
水
質

(a
)
イ
ン
フ
ラ
施
設
及
び
付
帯
設
備
等
か
ら
の
排
水
ま
た
は
浸
出
水
は
当
該
国
の
排
出
基
準
、
環

境
基
準
等
と
整
合
す
る
か
。

(a
)
Y

(a
)
下
水
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
汚
水
は
排
水
基
準
値
以
下
で
処
理
・
放
流
さ
れ
る
。

(3
)
廃
棄
物

(a
)
イ
ン
フ
ラ
施
設
及
び
付
帯
設
備
か
ら
の
廃
棄
物
は
当
該
国
の
規
定
に
従
っ
て
適
切
に
処
理
・

処
分
さ
れ
る
か
。

(a
)
Y

(a
)
既
に
許
認
可
を
受
け
て
稼
働
し
て
い
る
ド
ゥ
リ
ケ
ル
病
院
の
廃
棄
物
処
理
施
設
で
分
別
処
理

さ
れ
法
令
に
基
づ
い
た
再
利
用
や

終
処
分
が
行
わ
れ
る
。

(4
)
土
壌
汚
染

(a
)
イ
ン
フ
ラ
施
設
及
び
付
帯
設
備
か
ら
の
排
水
、
浸
出
水
等
に
よ
り
、
土
壌
・
地
下
水
を
汚
染

し
な
い
対
策
が
な
さ
れ
る
か
。

(a
)
Y

(a
)
下
水
処
理
施
設
が
設
置
さ
れ
汚
水
は
排
水
基
準
値
以
下
で
処
理
・
放
流
さ
れ
る
。
雨
水
排
水

は
隣
接
す
る
公
共
の
排
水
路
に
排
水
さ
れ
る
。

(5
)
騒
音
・
振
動

(a
)
騒
音
、
振
動
は
当
該
国
の
基
準
等
と
整
合
す
る
か
。

(a
)
Y

(a
)
施
設
の
通
常
稼
働
時
に
は
騒
音
・
振
動
が
発
生
す
る
施
設
は
な
い
。
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
は
防
音

施
設
内
に
設
置
さ
れ
る
た
め
騒
音
基
準
値
は
満
足
す
る
。

(6
)
地
盤
沈
下

(a
)
大
量
の
地
下
水
汲
み
上
げ
を
行
う
場
合
、
地
盤
沈
下
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
か
。

(a
)
N

(a
)
新
設
す
る
井
戸
か
ら

50
,0
00
ℓ/
日
程
度
の
揚
水
が
あ
る
が
、
周
辺
の
井
戸
の
状
況
か
ら
地
盤

沈
下
は
発
生
す
る
可
能
性
は
低
い
。

(7
)
悪
臭

(a
)
悪
臭
源
は
あ
る
か
。
悪
臭
防
止
の
対
策
は
と
ら
れ
る
か
。

(a
)
N

(a
)
医
療
廃
棄
物
、
一
般
廃
棄
物
と
も
に
密
閉
さ
れ
た
容
器
等
で
取
り
扱
わ
れ
る
た
め
悪
臭
の
発

生
源
に
は
な
ら
な
い
。

３ 自 然 環 境

(1
)
保
護
区

(a
)
サ
イ
ト
は
当
該
国
の
法
律
・
国
際
条
約
等
に
定
め
ら
れ
た
保
護
区
内
に
立
地
す
る
か
。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
保
護
区
に
影
響
を
与
え
る
か
。

(a
)
N

(a
)
サ
イ
ト
内
及
び
近
傍
に
保
護
区
等
は
な
い
。

(2
)
生
態
系

(a
)
サ
イ
ト
は
原
生
林
、
熱
帯
の
自
然
林
、
生
態
学
的
に
重
要
な
生
息
地
（
珊
瑚
礁
、
マ
ン
グ
ロ
ー

ブ
湿
地
、
干
潟
等
）
を
含
む
か
。

(b
)
サ
イ
ト
は
当
該
国
の
法
律
・
国
際
条
約
等
で
保
護
が
必
要
と
さ
れ
る
貴
重
種
の
生
息
地
を
含

む
か
。

(c
)
生
態
系
へ
の
重
大
な
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
、
生
態
系
へ
の
影
響
を
減
ら
す
対
策
は
な
さ

れ
る
か
。

(d
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
水
利
用
（
地
表
水
、
地
下
水
）
が
、
河
川
等
の
水
域
環
境
に
影
響
を

及
ぼ
す
か
。
水
生
生
物
等
へ
の
影
響
を
減
ら
す
対
策
は
な
さ
れ
る
か
。

(a
)
N

(b
)
N

(c
)
N

(d
)
N

(a
)
サ
イ
ト
は
既
に
開
発
さ
れ
た
農
作
放
棄
地
で
あ
り
自
然
植
生
や
重
要
な
生
息
地
は
な
い
。

(b
)
貴
重
種
の
重
要
な
生
息
地
は
含
ま
れ
な
い
。

(c
)
サ
イ
ト
は
既
に
開
発
さ
れ
た
農
作
放
棄
地
で
あ
り
自
然
植
生
や
重
要
な
生
息
地
は
な
い
。

(d
)
新
設
さ
れ
る
井
戸
は
サ
イ
ト
外
の
ド
ゥ
リ
ケ
ル
病
院
敷
地
の
低
地
部
に
設
置
さ
れ
る
。
そ
の

地
点
よ
り
も
低
い
場
所
に
地
下
水
の
露
頭
は
な
い
こ
と
か
ら
水
生
生
物
へ
の
影
響
は
生
じ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
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分
類
 

環
境
項
目
 

主
な
チ
ェ
ッ
ク
事
項
 

Ye
s:
 Y
 

No
: 
N 

具
体
的
な
環
境
社
会
配
慮
（
Ye
s/
No

の
理
由
・
根
拠
、
緩
和
策
等
）
 

(3
)
水
象

(a
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
水
系
の
変
化
に
伴
い
、
地
表
水
・
地
下
水
の
流
れ
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
か
。

(a
)
N

(a
)
新
設
さ
れ
る
井
戸
は
、
ド
ゥ
リ
ケ
ル
病
院
の
敷
地
内
の
低
地
部
分
に
設
置
さ
れ
る
。
揚
水
試

用
状
況
結
果
か
ら
地
表
水
や
地
下
水
へ
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
。

(4
)
地
形
・
地
質

(a
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
、
サ
イ
ト
及
び
周
辺
の
地
形
・
地
質
構
造
が
大
規
模
に
改
変
さ
れ
る

か
。

(a
)
N

(a
)
本
サ
イ
ト
は
、
現
在
の
地
形
を
活
か
し
た
構
造
と
な
っ
て
お
り
大
規
模
に
は
改
変
さ
れ
な
い
。 

４ 社 会 環 境

(1
)
住
民
移
転

(a
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
に
伴
い
非
自
発
的
住
民
移
転
は
生
じ
る
か
。
生
じ
る
場
合
は
、
移
転

に
よ
る
影
響
を

小
限
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
る
か
。

(b
)
移
転
す
る
住
民
に
対
し
、
移
転
前
に
補
償
・
生
活
再
建
対
策
に
関
す
る
適
切
な
説
明
が
行
わ

れ
る
か
。

(c
)
住
民
移
転
の
た
め
の
調
査
が
な
さ
れ
、
再
取
得
価
格
に
よ
る
補
償
、
移
転
後
の
生
活
基
盤
の

回
復
を
含
む
移
転
計
画
が
立
て
ら
れ
る
か
。

(d
)
補
償
金
の
支
払
い
は
移
転
前
に
行
わ
れ
る
か
。
(e
) 

補
償
方
針
は
文
書
で
策
定
さ
れ
て
い

る
か
。

(f
)
移
転
住
民
の
う
ち
特
に
女
性
､子

供
､老

人
､貧

困
層
､少

数
民
族
・
先
住
民
族
等
の
社
会
的
弱

者
に
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
計
画
か
。

(g
)
移
転
住
民
に
つ
い
て
移
転
前
の
合
意
は
得
ら
れ
る
か
。

(h
)
住
民
移
転
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
は
整
え
ら
れ
る
か
。
十
分
な
実
施
能
力
と
予
算

措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
。

(i
)
移
転
に
よ
る
影
響
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
計
画
さ
れ
る
か
。

(j
)
苦
情
処
理
の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
。

(a
)
Y

(b
)
Y

(c
)
Y

(d
)
Y

(e
)
Y

(f
)
Y

(g
)
Y

(h
)
Y

(i
)
Y

(j
)
Y

(a
)
設
計
に
よ
る
影
響
を

小
化
し
た
も
の
の

2
世
帯

11
人
の
移
転
者
が
発
生
す
る
見
込
み
で

あ
る
。
ま
た
、
用
地
取
得
が

2
世
帯
約

95
0  m

2
発
生
し
、
病
院
側
に
よ
り

JI
CA

ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
き
本
調
査
期
間
中
に
取
得
済
み
で
あ
る
。

(b
)
20
21

年
8
月
に
事
業
の
内
容
及
び
補
償
方
針
を
説
明
し
、
基
本
的
な
合
意
を
得
た
。

(c
)
協
力
準
備
調
査
を
通
じ
被
影
響
者
セ
ン
サ
ス
、
社
会
経
済
調
査
、
損
失
移
転
目
録
調
査
、
再

取
得
価
格
調
査
が
な
さ
れ
再
取
得
価
格
に
基
づ
く
損
失
補
償
、
移
転
に
必
要
な
支
援
金
の
補

償
等
の
移
転
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。

(d
)
詳
細
設
計
以
降
、
工
事
開
始
前
に
支
払
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

(e
)
補
償
方
針
は
文
書
(A
RA
P
報
告
書
)

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

(f
)
社
会
的
弱
者
(V
ul
ne
ra
bl
e 
Pe
op
le
) 
と
し
て
本
調
査
で
は
老
人
、
貧
困
層
が
確
認
さ
れ
た

た
め
特
別
支
援
金
が
支
払
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

(g
)
20
21

年
8
月
に
補
償
方
針
の
説
明
を
行
い
基
本
的
合
意
を
取
得
済
み
で
あ
る
。

(h
)
住
民
移
転
は
ド
ゥ
リ
ケ
ル
病
院
側
の
体
制
が
既
に
整
え
ら
れ
予
算
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

(i
)
ネ
パ
ー
ル
側
に
よ
り
承
認
さ
れ
た

AR
AP

報
告
書
に
お
い
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
計
画
さ
れ
て

い
る
。

(j
)
ネ
パ
ー
ル
側
に
よ
り
承
認
さ
れ
た

AR
AP

報
告
書
に
お
い
て
苦
情
処
理
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
策
定

さ
れ
て
い
る
。

(2
)
生
活
・
生
計

(a
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
住
民
の
生
活
へ
の
悪
影
響
が
生
じ
る
か
。
必
要
な
場
合
は
影
響
を
緩

和
す
る
配
慮
が
行
わ
れ
る
か
。

(a
)
Y

(a
)
2
世
帯

11
人
が
移
転
す
る
。
住
民
移
転
に
係
る
補
償
、
移
転
費
用
、
社
会
的
弱
者
等
の
支
援

が
行
わ
れ
、
影
響
が
緩
和
さ
れ
る
計
画
で
あ
る
。

(3
)
文
化
遺
産

(a
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
、
考
古
学
的
、
歴
史
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
に
貴
重
な
遺
産
、
史
跡
等

を
損
な
う
恐
れ
は
あ
る
か
。
ま
た
、
当
該
国
の
国
内
法
上
定
め
ら
れ
た
措
置
が
考
慮
さ
れ
る

か
。

(a
)
N

(a
)
サ
イ
ト
内
及
び
周
辺
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
文
化
遺
産
は
存
在
し
な
い
。

(4
)
景
 
観

(a
)
特
に
配
慮
す
べ
き
景
観
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
に
対
し
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
影
響
が
あ

る
場
合
に
は
必
要
な
対
策
は
取
ら
れ
る
か
。

(b
)
大
規
模
な
宿
泊
施
設
や
建
築
物
の
高
層
化
に
よ
っ
て
景
観
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
。

(a
)
N

(b
)
N

(a
)
サ
イ
ト
は
既
に
開
発
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
特
に
配
慮
す
べ
き
景
観
は
存
在
し
な
い
。

(b
)
サ
イ
ト
は
既
に
開
発
さ
れ
た
地
域
で
あ
り
特
に
配
慮
す
べ
き
景
観
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
建
築
物
は
高
層
で
は
な
い
。

(5
)
少

数
民

族
、

先
住
民
族

(a
)
少
数
民
族
、
先
住
民
族
の
文
化
、
生
活
様
式
へ
の
影
響
を
軽
減
す
る
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

か
。

(b
)
少
数
民
族
、
先
住
民
族
の
土
地
及
び
資
源
に
関
す
る
諸
権
利
は
尊
重
さ
れ
る
か
。

(a
)
N

(b
)
N

(a
)
少
数
民
族
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
影
響
は
な
い
。

(b
)
同
上

(6
)
労
働
環
境

(a
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
当
該
国
の
労
働
環
境
に
関
す
る
法
律
が
守
ら
れ
る

か
。

(b
)
労
働
災
害
防
止
に
係
る
安
全
設
備
の
設
置
、
有
害
物
質
の
管
理
等
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者

へ
の
ハ
ー
ド
面
で
の
安
全
配
慮
が
措
置
さ
れ
る
か
。

(c
)
安
全
衛
生
計
画
の
策
定
や
作
業
員
等
に
対
す
る
安
全
教
育
（
交
通
安
全
や
公
衆
衛
生
を
含
む
）

の
実
施
等
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
へ
の
ソ
フ
ト
面
で
の
対
応
が
計
画
・
実
施
さ
れ
る
か
。

(d
)
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
係
す
る
警
備
要
員
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
・
地
域
住
民
の
安
全
を

侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
。

(a
)
Y

(b
)
Y

(c
)
Y

(d
)
Y

(a
)
ネ
パ
ー
ル
国
労
働
法
(2
01
7
年
)

が
適
用
さ
れ
る
。
 

(b
)
同
上
、
ネ
パ
ー
ル
国
労
働
法
(2
01
7
年
)

の
ほ
か
工
事
中
は
契
約
条
件
と
し
て

FI
DI
C
の
安
全
配
慮
面
の
条
項
が
適
用
さ
れ
る
。
 

(c
)
同
上

(d
)
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
お
い
て
ネ
パ
ー
ル
国
側
の
特
別
な
警
備
要
員
は
計
画
さ
れ
て
い
な

い
。
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分
類
 

環
境
項
目
 

主
な
チ
ェ
ッ
ク
事
項
 

Ye
s:
 Y
 

No
: 
N 

具
体
的
な
環
境
社
会
配
慮
（
Ye
s/
No

の
理
由
・
根
拠
、
緩
和
策
等
）
 

５ そ の 他

(1
)
工

事
中

の
影

響

(a
)
工
事
中
の
汚
染
（
騒
音
、
振
動
、
濁
水
、
粉
じ
ん
、
排
ガ
ス
、
廃
棄
物
等
）
に
対
し
て
緩
和
策

が
用
意
さ
れ
る
か
。

(b
)
工
事
に
よ
り
自
然
環
境
（
生
態
系
）
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
ま
た
、
影
響
に
対
す
る
緩
和

策
が
用
意
さ
れ
る
か
。

(c
)
工
事
に
よ
り
社
会
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
ま
た
、
影
響
に
対
す
る
緩
和
策
が
用
意
さ

れ
る
か
。

(a
)
Y

(b
)
N

(c
)
Y

(a
)
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
、
廃
棄
物
、
土
壌
汚
染
、
騒
音
・
振
動
等
に
つ
い
て
緩
和
策
が
計
画
さ

れ
て
い
る
。

(b
)
廃
棄
物
が
不
適
切
な
管
理
を
さ
れ
た
場
合
、
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
緩
和
策
と
し
て
適
切

な
廃
棄
物
管
理
を
行
う
計
画
で
あ
る
。

(c
)
住
民
移
転
、
貧
困
層
へ
の
影
響
、
水
利
用
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
子
ど
も
の
権
利
、
感
染
症
、
労
働

環
境
・
安
全
、
事
故
に
つ
い
て
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
、
緩
和
策
が
計
画
策
定
さ
れ
て
い

る
。

(2
)
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

(a
)
上
記
の
環
境
項
目
の
う
ち
、
影
響
が
考
え
ら
れ
る
項
目
に
対
し
て
、
事
業
者
の
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
が
計
画
・
実
施
さ
れ
る
か
。

(b
)
当
該
計
画
の
項
目
、
方
法
、
頻
度
等
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

(c
)
事
業
者
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
（
組
織
、
人
員
、
機
材
、
予
算
等
と
そ
れ
ら
の
継
続
性
）
は
確

立
さ
れ
る
か
。

(d
)
事
業
者
か
ら
所
管
官
庁
等
へ
の
報
告
の
方
法
、
頻
度
等
は
規
定
さ
れ
て
い
る
か
。

(a
)
Y

(b
)
Y

(c
)
Y

(d
)
Y

(a
)
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
項
目
す
べ
て
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

(b
)
ネ
パ
ー
ル
国
側
の
一
般
的
な
要
求
頻
度
に
基
づ
き
設
定
さ
れ
て
い
る
。

(c
)
事

業
者
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
は
確
立
さ
れ
て
い
る
(
ド
ゥ
リ
ケ
ル
病
院
に
よ
り
対
応
予

定
)。

(d
)
原
則
的
に
は
月

1
回
の
報
告
、
4
半
期
毎
の
文
書
に
よ
る
報
告
が
な
さ
れ
る
。

６ 留 意 点

他
の
環
境
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
の
参
照
 

(a
)
必
要
な
場
合
、
道
路
、
鉄
道
、
橋
梁
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
該
当
チ
ェ
ッ
ク
事
項
も
追

加
し
て
評
価
す
る
こ
と
（
イ
ン
フ
ラ
施
設
に
関
連
し
て
、
ア
ク
セ
ス
道
路
等
が
設
置
さ
れ
る

場
合
等
）
。

(b
)電

話
線
敷
設
、
鉄
塔
、
海
底
ケ
ー
ブ
ル
等
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
送
変
電
・
配
電
に

係
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
該
当
チ
ェ
ッ
ク
事
項
も
追
加
し
て
評
価
す
る
こ
と
。
 

(a
)
N

(b
)
N

(a
)
新
規
の
ア
ク
セ
ス
道
路
は
設
置
さ
れ
な
い
。

(b
)
そ
の
他
の
関
連
施
設
の
建
設
は
予
定
さ
れ
な
い
。

環
境
チ
ェ
ッ
ク
リ

ス
ト
使
用
上
の
注

意

(a
)
必
要
な
場
合
に
は
、
越
境
ま
た
は
地
球
規
模
の
環
境
問
題
へ
の
影
響
も
確
認
す
る
（
廃
棄
物

の
越
境
処
理
、
酸
性
雨
、
オ
ゾ
ン
層
破
壊
、
地
球
温
暖
化
の
問
題
に
係
る
要
素
が
考
え
ら
れ

る
場
合
等
）
。

(a
)
N

(a
)
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
地
球
規
模
の
影
響
は
生
じ
な
い
。

出
典
：
調
査
団
作
成
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3-1 

第3章 プロジェクトの内容 

3-1 プロジェクトの概要 

プロジェクトの概要を以下に記す。 

表 3-1 プロジェクトの概要 

コンポーネント 施設内容 
施設建設 合計 6,484.4m2 
外傷・救急医療センター 
（地下 3 階、地上 2 階、
塔屋 1 階建て、98 床） 

救急部門：31 床 
トリアージエリア / 除染室 / 処置室（赤）（4 床） / 処置室（黄）（6 床） / 処
置室（緑）（10 床） / 観察室（11 床） / スタッフステーション / 処置室（ギプ
ス） 
救急用手術室： 
手術室（1 室） / スクラブエリア / 資機材・準備室 / 回復室 / 更衣室 
手術部門：5 床 
手術室（2 室） / スクラブエリア / 麻酔室 / 資機材庫 / 準備室 / 回復室 / 更衣
室 / 術後病棟（5 床） 
画像診断部門： 
一般撮影室 / CT 室 / MRI 室 / 血管造影室 / 超音波検査室 / 操作室 / 読影室 
検査部門： 
採血室 / 採尿トイレ / 生化学検査室 / 血液検査室 / 微生物検査室 / 病理検査
室 / 倉庫 / 輸血管理室 
外来部門： 
診察室（3 室） / 処置室 / 回復室 
リハビリテーション部門： 
リハビリテーション室 / 倉庫 
薬剤部門： 
事務室 / 受付 / 倉庫 
集中治療室：16 床 
ICU（10 床） / HDU（High Dependency Unit）（6 床） / スタッフステーション 
/ 倉庫 
一般病棟：46 床 
個室（4 室） / 4 床室（5 室） / 5 床室（2 室） / 6 床室（2 室） / スタッフステー
ション / 薬剤準備室 / 処置室 / 面談室 / 倉庫 / スタッフルーム 
事務部門： 
ディレクター室 / 事務室 / IT・サーバー室 
教育・研究部門： 
事務室 / 図書室 / カンファレンスホール・ワークショップ室 
供給部門・その他： 
中央材料室 / リネン庫 / 厨房 / 職員食堂 / 更衣室 / 廃棄物保管庫 / 霊安室 

建築設備 電気設備（受変電設備、幹線設備、非常用発電機設備、無停電電源設備、太陽光発
電設備、照明・コンセント設備、電話・情報設備、テレビ共聴設備、ナースコール
設備、監視カメラ設備、入退室監理設備、火災報知設備、放送設備、雷保護設備） 
空調換気設備 
給排水衛生設備（給水設備、井戸設備、衛生器具、排水設備） 
消火設備 
医療ガス設備 

付帯設備・外構等 医療ガス棟、発電機棟、守衛棟、排水処理施設、擁壁、斜面地対策（植生工、コン
クリート吹付）、階段、手摺、駐車場、構内道路および歩道 

機材調達 CT1 台、C アーム 1 台、一般X 線撮影装置 1 台、無影灯 3 台、手術台 3 台、麻酔
器 3 台、ベッド 84 台、ICU ベッド 16 台、高圧蒸気滅菌器 1 台、麻酔器 3 台、
MRI1 台、人工呼吸器 2 台、超音波診断装置 1 台、血液冷蔵庫 1 台 

ソフトコンポーネント なし 
出典：調査団作成 
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3-2 協力対象事業の概略設計 

3-2-1 設計方針 

3-2-1-1 要請内容の検討 

(1) 要請施設 

ドゥリケル病院は、カトマンズ盆地手前の交通の要衝に位置し、幅広い診療科を有するネパー

ル 大級の三次医療施設である。受け入れ患者数は年々増加しており、特に救急患者の増加は

著しい。入院患者においては、脳卒中、心疾患、高血圧などの NCDs 患者が増えており、救急

患者は外傷患者が も多い。手術は 1 日 20 件以上行っており、帝王切開や骨折の手術が多い。

下位施設から年間 2,000 件以上のリファラルを受け入れている一方で、循環動態の管理が必要

な心疾患、脳血管疾患、多発性外傷、熱傷などの重症患者（年間 700 件程度）をカトマンズ市

内の専門病院へ転送している。 

また、ドゥリケル病院は、2018 年に救急車派遣センターを設立し、GPS 付救急車 41 台を統括

して、近隣の 2 郡（Sindhupalchok と Kavrepalanchok）を対象に 24 時間体制で救急搬送サー

ビスを運営している。2021 年 1 月には、保健省および州社会福祉省から公式認定され、ネパー

ル全土共通の緊急番号 102 が与えられた。このような背景もあり、外傷・救急医療センターの

設立が望まれている。 

調査前にドゥリケル病院から示されていた非公式な要請では「55 床の外傷センター」を要望さ

れていたが、今次の質問回答及び現地調査により「100 床の入院病床を持つ、外傷・救急医療

センター」の建設が要望された。 

この背景として、ドゥリケル病院の診療圏（3 グループ、21 県）の人口が 2011 年の 11,215,421
人から 10 年後の 2021 年に 12,614,570 人と 12.4％増加している中、シンズリ道路の開通によ

る交通事故の激増が関係している。シンズリ道路は 2015 年に正式に引き渡され、2016 年より

一般車両の通行が許可され、東部地域（現 Province 2 及び 3）の幹線道路として非常に重要な

役割を果たしている 

開通前の 2012 年にドゥリケル病院が受け入れた外来患者数は年間で 147,002 人であった。当

時、ドゥリケル病院では、その後のシンズリ道路の開通を見越して交通事故が増加すると想定

し、「55 床」の規模で増床する計画を立てた。しかし、シンズリ道路が本格的に運用を開始し

た 2016 年には、約 5 万人増加の 190,899 人となり、さらに 2021 年には 2016 年の受け入れ患

者数をさらに約 12 万人上回る 316,037 人にまで増加した。 

また、交通事故件数はネパール全国では 2016 年が 10,178 件、2021 年が 24,537 件で、5 年間

で 2 倍以上の増加傾向にある。ドゥリケル病院が担当する地域（旧東部地域、現Province 2,3）
では、2016 年が 2,144 件、2021 年が 3,820 件と約 1.8 倍に増えている。このように激増して

いる交通事故による救急外傷患者を受け入れる施設として、また同地域で唯一政府が認めてい

る国家健康保険に対応するレファラル施設として、ドゥリケル病院における外傷・救急医療セ

ンター設立の意義は高いため、2016 年時点での 55 床増床計画が約 2 倍の 100 床となった。 

外傷センターから外傷・救急医療センターと施設内容が変化した理由についてドゥリケル病院

から以下の説明があった。 
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 ネパール全体の保健統計やドゥリケル病院における患者の疾病動向からも分かるよう

に NCDs の疾病負荷は非常に大きく、今後、脳卒中や心筋梗塞といった NCDs 由来の

救急患者が増加することが見込まれる。そのため、外傷のみならず、NCDs の救急患者

への治療も行える医療施設の整備を検討する方が今後のニーズにも広く対応すること

ができ、有益であると考えられる。 
 外傷・救急医療センターとすることで、ドゥリケル病院としても既存の救急部門の機能

を統合することができ、人材、機材、設備の重複を 小限にとどめ、より効率的に運営

することが可能となる。 
 ネパールでは、外傷を含む救急医療センターを一般的に外傷センター（Trauma Centre）

と呼称するが、実態は外傷患者以外の一般救急患者を受け入れているため、日本をはじ

めとする諸外国と同様に救急医療センター（Emergency Centre）という名称も採用す

ることに至った。 

要請施設の概要を以下に示す。 

表 3-2 要請施設概要 

部門 所室 
救急部門 救急処置室（20 床）、観察室（11 床）、救急手術室（1 室） 
外来部門 3 診（救急フォローアップ外来） 
リハビリ部門 理学療法室 
画像診断・治療部門 一般撮影、CT、MRI、血管造影（DSA）、超音波 
検査部門 生化学検査、細菌検査、病理検査 
薬剤部門 外来及び入院 
手術部門 手術室（2 室）、術後病棟（5 床） 
集中治療室 ICU（10 床）、HDU（High Dependency Unit）（6 床） 
一般病棟 46 床（6 床室×2 室、5 床室×2 室、4 床室×5 室、個室×4 室） 
事務部門 事務室、ディレクター室 
教育・研究部門 カンファレンス室、図書室、部門オフィス 
供給部門 中央材料室、リネン庫、厨房、廃棄物保管庫 
出典：現地調査に基づき調査団作成 

(2) 要請機材 

現地調査前に遠隔で確認した主な要請機材を以下に示す。 

表 3-3 主な機材リスト 

優先度 機材 
項目数 主な機材 

Ａ 51 

MRI、CT、血管造影装置、一般X 線撮影装置、Ｃアーム、超音波診断装置、12 誘導心電図 
ストレッチャー、除細動器、救急カート、血液ガス分析装置、人工呼吸器、患者監視装置、 
輸液ポンプ、シリンジポンプ、ベッド、無影灯、手術台、外科手術用顕微鏡、電気メス、手
術セット 
生化学分析装置、血球計算機、酸素濃縮器、CPAP/BPAP、滅菌機 他 

Ｂ 23 手術ナビゲーションシステム、急速輸液ポンプ、血液保温機、体幹固定具、PCR、車いす 他 
Ｃ 10 骨密度測定装置、血糖測定器、パルスオキシメーター、耳鼻咽喉科セット、椅子 他 
出典：調査団作成 
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3-2-1-2 施設設計方針 

(1) 建設予定地 

外傷・救急医療センターの建設予定地は、ドゥリケル病院敷地の東側、シンズリ道路に接する

約 8,460m2の傾斜地である。この土地は、カトマンズ大学およびドゥリケル病院がネパール政

府（工業省カブレパラチョーク地区ドゥリケル支部）から外傷センターの建設用地として借り

受けたものである。教育省、財務省、工業省およびカトマンズ大学の間で結ばれた覚書から、

カトマンズ大学およびドゥリケル病院は 2013 年 12 月 12 日より 30 年間この土地を借り受け

ることとなっている。 

(2) 配置・動線 

建設予定地は斜面地に位置するため、地形の特性や敷地の形状を考慮し、造成工事や擁壁工事

が 小限となる計画とする。シンズリ道路側の標高の高いエリアと南側道路側の標高の低いエ

リアの 2 つの異なるレベルからアクセスできる建物とする事で、経済性と機能性を両立させる。 

迅速な救急医療を提供するため救急車のアクセスを 優先した施設配置を計画とする。救急車

と外来患者はシンズリ道路から、職員やサービスのアクセスは南側道路からそれぞれアクセス

することで動線を分離し、救急搬送に支障のない計画とする。 

既存病院と外傷・救急医療センターの機能連携のため、両施設を接続する階段と通路を設け、

職員の往来が可能な計画とする。 

(3) 主要構造・規模 

地下 3 階、地上 2 階、塔屋 1 階建て（シンズリ道路側のレベルを 1 階とする）の鉄筋コンクリー

ト造（RC 造）とする。基礎形式は直接基礎、上部構造は基本 6.0m x 6.0m および一部 6.0m x 
9.0m のモジュールを組み合わせた耐震壁付ラーメン構造とする。 

外傷・救急医療センターの総病床数は 98 床とすることでドゥリケル病院と合意した。施設は救

急医療や臨床研修に必要な施設をコンパクトにまとめることで病床数の確保を優先し、基礎的

な教育・研究、事務部門は既存施設を利用することとする。 

(4) 諸室・ゾーニング・平面計画 

施設内容は、外傷・救急医療に関連する診断治療施設、入院施設、アフターケア外来及びリハ

ビリテーション部門を整備し、救急患者の受け入れからアフターケアまで一貫した医療を行え

る施設とする。 

迅速な医療行為を実現させるため、外傷・救急医療を中心に関連する機能・部門の連携が効率

的に行える部門配置とする。 

増加する医療ニーズを満たすため、動線が短く、面積効率の高い平面計画とする。 
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(5) 設備計画 

給水は、外傷・救急医療センター内に受水槽を設置して市水と井水を引き込み、砂濾過をした

後貯留する。建物内は加圧給水ポンプ方式で供給する。飲用・洗浄等に供する箇所には RO 装

置を個別に設置して浄化を行う。 

排水は、建物内の一般生活排水は汚水・雑排水分流方式、検査排水は別系統とし、外傷・救急

医療センター専用の排水処理設備で処理する。建物内各所から排水処理設備までは重力による

自然流下方式とする。最下階の地下 3 階はポンプアップ方式とする。 

空調設備は、パッケージ型空調機を採用した方式とする。使用時間帯・空調熱負荷等に応じて、

部門または室用途毎に空冷ヒートポンプパッケージエアコンマルチ型またはスプリット型を選

定する。 

電力は、敷地東側の一般送電線を引き込み、敷地内の発電機棟に変圧器を新設する。変圧器を

経由し建物内の電気室から病院内に電源を供給する。 

通信系設備は、前面道路から外線を引き込み、サーバー室の MDF と接続し、内線は既存病院

の PBX と光ケーブルで接続しネットワークを構築する。 

3-2-1-3 機材計画方針 

本計画で調達する医療機材は、外傷・救急医療センターとして医療サービスを提供するにあた

り必要性が高い順に優先度を設け、予算内で調達可能な範囲とする。機材仕様はネパールのトッ

プレファラル施設として求められる医療サービス内容、既存機材の性能、医療従事者の技術水

準、病院方針による医療サービス拡大計画に応じた仕様で、且つネパールにおいて保守・維持

管理が可能なものとする。 

3-2-1-4 事業規模の設定に関する基本方針 

本事業の本体工事費は 26 億円が限度であることをドゥリケル病院側と共有しており、病院側

もこの限度額を理解している。当初は大枠として施設建設費を 16 億円及び機材費を 10 億円に

おさめることを計画していた。 

病院の建物の工事費については、2017 年の JICA 無償資金協力における以下の事例を参考とす

る。パロパカール産婦人科病院とビル病院の平米単価の差は、面積の異なる建物に同様の設備

機器を入れた場合に生じる差であり、今回の建物がパロパカール産婦人科病院より大きい規模

となることが想定されることから、パロパカール産婦人科病院の平米単価に、過去 5 年間のネ

パールのインフレ率を考慮して工事費を計算した。 

表 3-4 建築工事費参考 

名称 資金 総工事費（円） 延床面積（m2） 単価（円／m2） 
1 パロパカール産婦人科病院 JICA 無償資金協力 1,075,254,874 5,415.62 198,546 
2 ビル病院 JICA 無償資金協力 745,174,582 3,487.38 213,677 
出典：調査団作成 
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表 3-5 インフレ率 

年 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 
インフレ率 4.45 4.15 4.64 6.15 4.2 25.9 
出典：IMF、2021/4 

2021 年の第 2 回現地調査時点では、上記の本体工事費の限度におさまる事業規模で施設計画及

び機材計画を策定した。しかし 2022 年に世界的に燃料費及び資材単価が高騰し、また大幅に

円安が進んだことにより、同事業規模で本体工事費が大幅に限度を超えることが判明した。貴

機構及びドゥリケル病院との協議の上、施設計画の規模は変更せずに機材計画にて調整する方

針が確認された。 

3-2-1-5 自然条件に対する方針 

(1) 気温・湿度 

ネパールは標高毎に気候が分類され、標高1,500mに位置するドゥリケルは温帯性気候に属し、

平均気温は 18℃前後である。月平均 低気温約 5.28℃（12 月）、同 高気温 27.50℃（4 月）

である。年間相対平均湿度は約 78％である。 

医療行為を行う諸室、医療機器装置類からの発熱除去対応を要する室は空調設備を計画する。 

表 3-6 ドゥリケルの平均気温データ（2021 年） 
（単位℃） 

月別 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
平均気温 12.40 13.85 17.42 19.83 19.70 22.30 22.62 22.30 22.38 20.24 15.00 11.71 
平均 低気温 5.40 6.64 10.23 12.16 14.85 17.88 18.81 18.60 17.53 15.24 8.67 5.28 
平均 高気温 19.40 21.05 24.61 27.50 24.54 26.72 26.42 26.00 27.22 25.23 21.13 18.14 
出典：Department of Hydrology and Meteorology 

(2) 降雨 

気候変動の影響もあるが、ネパールの気候は 10 月～5 月の乾季と、6 月～9 月の雨季に分けら

れる。乾季と雨季で降雨量の差が大きいため、降雨の降込み防止、雨水の場内処理、地階の湿

気防止等の計画に留意する。 

表 3-7 ドゥリケルの平均気温データ（2021 年） 

月別 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
降雨量（mm） 0.01 3.24 6.52 42.11 173.42 171.54 496.41 320.00 135.72 77.00 0 54.52 
降雨日数（日） 1 5 4 7 16 19 27 22 19 12 0 5 
出典：Department of Hydrology and Meteorology 

(3) 地震 

ネパールの過去の地震としては、2015 年にカトマンズ北西（ゴルカ郡）を震源とする M7.8 の

地震が発生し建物の倒壊や人的な被害を生じた。地震荷重は 新のネパール基準を参考に計画

する。 
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3-2-2 基本計画 

3-2-2-1 施設の基本計画 

(1) 敷地・配置計画 

1) 敷地条件 

外傷・救急医療センターの建設用地としてネパール国側から提示された建設候補地（サイ

ト A）と調査団が選定した建設候補地（サイト B）を比較検討し、建設予定地を選定した。 

 サイト A は、カトマンズ大学およびドゥリケル病院がネパール政府から外傷セン

ターの建設用地として借り受けている土地であり、斜面地かつ不正形な土地形状で

ある。幹線道路であるシンズリ道路からのアクセスが良い反面、斜面地であるため

建設工事に際しては造成工事や擁壁工事が必要となる。 
 サイト B は、平時はドゥリケル病院の運動場として使用されている土地であり、

概ね平坦な地形であることに加え、土地の形状も比較的正形である。一方で、概ね

平坦な土地ではあるが沖積層の軟弱地盤であり、建築基礎地盤としての安定性が期

待できないことに加え、サイトへアクセスする道路は幅員が狭く、かつ急勾配であ

るため、救急車のアクセスルートとしては不適であることが確認された。また、サ

イト B はドゥリケル病院敷地内で唯一の平坦な土地であり、災害時の避難場所や

仮設病院の設置スペース、ヘリポートとしても利用されていることからドゥリケル

病院としては現状のまま利用したいとの意向が示された。 

以上より、サイト A を外傷・救急医療センターの建設用地として選定した。 

 
出典：調査団作成 

図 3-1 建設候補地位置図 
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2) 配置・ゾーニング 

現況の地形および建築基礎地盤と北側および南側道路との接続レベル、造成・擁壁工事の

多寡を総合的に判断し、建物の配置・断面形状を計画する。 

 建設予定地は 大約 28m の高低差のある斜面地であるため、建物配置は敷地の高

低差や地盤状態を考慮し、安全で経済的かつ効率的な配置とする。 
 建設予定地内に既存の地盤レベルに合わせた 2 段の平地を設け、北西側の上段の

土地は前面道路（シンズリ道路）と同じレベルとし、下段は南側道路からアクセス

可能なレベルとする。 
 迅速な救急対応を優先するため、救急車と外来患者のアクセスはシンズリ道路から

とし、外傷・救急医療センターの同レベルに救急部門を配置する。（シンズリ道路

からのアクセスレベルを地上 1 階（G 階）と設定する） 
 職員の出入りと物品の搬出入は南側道路からとし、同フロアに事務や供給部門を配

置することで、救急車や外来患者との動線分離を図る。 
 外傷・救急医療センターは北ブロックに 2 層、南ブロックに 5 層＋棟屋と現況地

盤面に沿った階数設定を行い、掘削土量を 小限に抑えた計画とする。 
 南側道路沿いの地盤レベルを可能な限り下げることで擁壁の工事量を抑制する。 
 北東方向には既存施設と接続する通路・階段を設け、職員の往来を可能とする。 
 外傷・救急医療センターの建物の他に、守衛棟、発電機棟および医療ガス棟を別棟

で設け、騒音や振動、安全性に配慮する。 
 外傷・救急医療センターの南ブロックは地下 3 階となるが、傾斜地への建設のため

建物の 3 方向は外気に面する外壁となる。 

 
出典：調査団作成 

図 3-2 配置・ゾーニングおよび動線計画図 
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出典：調査団作成 

図 3-3 断面模式図 

(2) 建築計画 

1) 基本構成 

救急・外傷医療センターの主要部門の基本構成を以下に示す。救急部門を中心に、関連す

る機能の連携が効率的に行える部門配置とする。 

 病棟部門（1 階） 
 救急部門・画像診断部門（G 階） 
 手術部門・中央材料室・集中治療室（地下 1 階） 
 外来部門・リハビリテーション部門・薬剤部門・検査部門（地下 2 階） 
 管理部門・教育部門・供給部門（地下 3 階） 

救急・外傷医療センターの建物は北側シンズリ道路に面する北ブロックと南側道路に面す

る南ブロックに大別し、北ブロックはメインゲートのある北側シンズリ道路のレベルを地

上 1 階（G 階）とした地上１階、地下 1 階の 2 層、南ブロックは地下 3 階、地上 2 階の 5
層及び塔屋で構成する。斜面地に建設するため、地下階でも 3 方向に窓があり外気に面す

ることができる。救急・外傷医療センターの基本構成を以下に示す。 

 G 階と地下 1 階が 大の床面積を確保できるため、関連部門の連携のために広い

スペース要する部門を配置する。 
 G 階は、救急車のアクセスと部門間連携を考慮し、救急部門と画像診断部門を配置

する。 
 地下 1 階は、手術部門を中心に集中治療室、血管造影室、中央材料室を配置するこ

とで術前・術後スムーズな対応と機材の管理が効率的に行える計画とする。 
 地下 2 階は、外来部門を中心に検査部門、薬剤部門、リハビリテーション部門な

ど、外来に関連する部門をまとめて配置する。 
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 1 階は、四方に窓が設置できるため自然採光・自然換気が重視される一般病棟を配

置する。 
 地下 3 階は、サービスヤードからアクセスできるため、供給部門や管理・教育部門

を配置し、職員のみが利用するフロアとする。 

 
出典：調査団作成 

図 3-4 機能連携模式図 

2) 施設コンポーネントの内容 

本計画の施設コンポーネントは表 3-8 のとおりの構成である。 

表 3-8 施設コンポーネントの構成 

階 所用室 
棟屋 階段室、電気室 
1 階 病棟部門 

個室（4 室） / 4 床室（5 室） / 5 床室（2 室） / 6 床室（2 室） / スタッフステーション / 
薬剤準備室 / 処置室 / 面談室 / 倉庫 / スタッフルーム 

G 階 救急部門、画像診断部門 
【救急部門】 
トリアージエリア / 除染室 / 処置室（赤）（4 床） /処置室（黄）（6 床） / 処置室（緑）
（10 床） / 観察室（11 床） / スタッフステーション / 処置室（ギプス）、救急用手術室
（1 室） / スクラブエリア / 資機材・準備室 / 回復室 / 更衣室、 
【画像診断部門】 
一般撮影室 / CT 室 / MRI 室 / 超音波検査室 / 操作室 / 読影室 

地下 1 階 手術部門・中央材料室・集中治療室 
【手術部門・中央材料室】 
手術室（2 室） / スクラブエリア / 麻酔室 / 資機材庫 / 準備室 / 回復室 / 更衣室 / 術後
病棟（5 床）、中央材料室、 
【集中治療室】 
ICU（10 床） / HDU（High Dependency Unit）（6 床） / スタッフステーション / 倉庫 
血管造影室 
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階 所用室 
地下 2 階 外来部門・リハビリテーション部門・薬剤部門・検査部門 

【外来部門】 
診察室（3 室） / 処置室 / 回復室 
【リハビリテーション部門】 
リハビリテーション室 / 倉庫 
【薬剤部門】 
事務室 / 受付 / 倉庫 
【検査部門】 
採血室 / 採尿トイレ / 生化学検査室 / 血液検査室 / 微生物検査室 / 病理検査室 / 倉庫 / 
輸血管理室 

地下 3 階 管理部門・教育部門・供給部門 
【管理部門】 
ディレクター室 / 事務室 / IT・サーバー室 
【教育部門】 
事務室 / 図書室 / カンファレンスホール・ワークショップ室 
【供給部門】 
リネン庫 / 厨房 / 職員食堂 / 更衣室 / 廃棄物保管庫 / 霊安室 

付帯設備 医療ガス棟、発電機棟、守衛棟、排水処理施設、擁壁、斜面地対策（植生工、コンクリート
吹付）、階段、手摺、駐車場、構内道路および歩道 

出典：調査団作成 

3) 平面計画 

平面計画にあたっては、各所室の機能、規模、ゾーニングの検討に基づき計画する。平面

計画の主な方針は以下のとおりである。 

 迅速な救急医療の提供を実現するため、救急部門と画像診断部門、手術部門と集中

治療室など、近接配置や同一階への配置が望まれる部門について、部門間連携など

の医療機能と患者及び職員の動線を考慮した部門配置計画を行う。 
 動線が短く面積効率の良い中廊下式を採用する。廊下の端部はオープンエンドとし、

各室には可能な限り窓を設けた自然採光・自然通風に配慮した計画とする。 
 日常的に使用する階段とエレベーターは建物中央に配置することで、各部門へのア

クセスを近接化し、患者の負担の軽減および迅速な物品供給が可能な計画とする。 
 手術・中央材料エリア等、高い清浄度が求められる部門については、物品供給にお

ける清潔・汚染動線を明確に分離し、感染症対策に配慮した計画とする。 
 救急・外傷センターであることを考慮し、傷病者や車いす利用者が容易にアクセス

できるバリアフリーな施設とし、救急や外来等の患者が使用するフロアには 1 つ

以上広いスペースを確保したトイレを設ける。 
 病棟は病室毎にシャワー付きトイレを設けた患者へのアメニティに配慮した計画

とする。 
 医療ガス棟と発電機棟については、酸素ボンベや発電機用燃料、将来の機器更新を

考慮し、車両の寄り付きスペースも考慮した計画とする。 
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4) 各部門の計画 

以下に主要部門の設計方針を述べる。 

a) 病棟部門（1 階） 

病棟部門は、46 床を 1 看護単位とし、１階に集約して配置する。個室×4 室、4 床室

×5 室、5 床室×2 室、6 床室×2 室の計 46 床からなり、全ての病室に室内から利用

する洗面室（洗面・トイレ・シャワーを設置）を整備する。病棟の中央、個室に近い

位置にスタッフステーションを配置し、その周囲に薬剤準備室、師長室、面談室、処

置室、汚物室、リネン庫、倉庫を配置する。ネパール国の公的病院では病床数の多い

多床室が一般的であるが、救急・外傷医療センターの多床室は 4 床室を基本とし、各

病室に洗面室を設けるなど、患者の療養環境に配慮した計画とする。 

 
出典：調査団作成 

図 3-5 救急部門・画像診断部門 
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b) 救急部門・画像診断部門（G 階） 

救急部門では、ドゥリケル病院既存救急部門で採用しているトリアージカラーを用い

たレベル分けに従い、赤・黄・緑の 3 種類の処置室を設ける。救急搬送された患者は

トリアージ後に、状態に応じて各処置室に振り分けられるため、緊急性の高い処置室

ほど入口に近いエリアに設ける。救急部門に隣接して、画像診断部門を配置し、迅速

な診断が行える配置とする。また、救急専用の手術室も処置室に隣接して配置し、迅

速な処置が行える体制とする。 

 
出典：調査団作成 

図 3-6 救急部門・画像診断部門 
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c) 手術部門・中央材料室・集中治療室（地下 1 階） 

手術部門は、回収廊下型の手術室を 2 室設け、資機材倉庫・準備室、麻酔室、術後病

棟が手術室を取り囲む短動線で効率的な配置計画とする。集中治療室は、スタッフス

テーションを中心に左右に ICU と HDU を配置し、ICU には個室を 2 室整備する。

手術室と集中治療室の入口を対面させることで、特に重症な患者の術前・術後の搬送

距離が短く、患者及びスタッフの双方へ負担が少ない計画とする。中央材料室につい

て、ネパール国では手術室用と一般用の洗浄・滅菌室を分けてつくることが一般的で

あるが、救急・外傷医療センターでは、一か所に集約することでスペースと人材の効

率化を図る。 

 
出典：調査団作成 

図 3-7 手術部門・中央材料室・集中治療室 
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d) 外来部門・リハビリテーション部門・薬剤部門・検査部門（地下 2 階） 

外来部門は、地下 2 階に配置するが、専用エレベーターにより G 階からアクセス出来

る。患者のプライバシーに配慮し、個室タイプの診察室を 3 室設け、診察室の背後に

処置・回復室を設けることで動線を整理する。外来部門に関連する、検査部門、薬剤

部門、リハビリテーション部門も同一フロアに集約することで患者の利便性向上を図

る。地下 2 階ではあるが、患者が利用するエリアは外壁窓に面するため自然採光・通

風が確保できる。 

 
出典：調査団作成 

図 3-8 外来部門・リハビリテーション部門・薬剤部門・検査部門 
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e) 供給・管理部門（地下 3 階） 

地下 3 階は、管理部門、教育部門、供給部門を集約し、職員専用のフロアとする。南

側道路からアクセスが可能なレベルであるため、職員及びサービスの入口も同フロア

に設ける。 

 
出典：調査団作成 

図 3-9 供給・管理部門 
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5) 面積表 

新施設の面積を以下に示す。 

表 3-9 床面積概要 
外傷・救急医療センター 

階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
地下3階 事務部門 / 教育・研究部門 / 

供給部門 
ディレクター室 38.1 606.0 
秘書室 12.8 
トイレ 1 6.0 
管理部門事務室 27.4 
役員室 13.5 
研修機器倉庫 9.0 
研究・教育部門事務室 27.4 
図書室 27.0 
事務室 1 9.2 
事務室 2 9.0 
事務室 3 9.0 
女性更衣室 42.3 
男性更衣室 21.0 
警察官控室 7.4 
IT 部門事務室 18.2 
サーバー室 18.2 
清掃員控室 13.5 
救急車運転手控室 24.4 
トイレ 2 3.2 
更衣室 1 6.8 
霊安室 20.0 
講堂 72.4 
会議室 10.0 
職員食堂 80.4 
厨房 49.5 
職員女性トイレ 18.0 
職員男性トイレ 12.0 

共用エリア 階段 1 37.4 456.9 
階段 2 34.6 
廊下 216.6 
PS 1 4.5 
PS 2 4.5 
PS 3 4.5 
EPS 6.0 
ELV 1 12.2 
ELV 2 11.9 
リネン倉庫（清潔） 10.6 
リネン倉庫（不潔） 10.6 
消火ポンプ室 21.2 
更衣室 2 9.2 
廃棄物保管庫 21.4 
医療廃棄物保管庫 15.3 
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階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
防災倉庫 36.6 

地下2階 リハビリテーション部門 リハビリテーション室 117.0 158.7 
スタッフルーム 1 18.8 
カウンター1 7.5 
倉庫 1 15.3 

外来部門 処置 / 回復室 79.6 150.0 
倉庫 2 9.3 
スタッフルーム 2 12.0 
診察室 1 10.9 
診察室 2 11.5 
診察室 3 12.0 
受付 14.7 

薬剤部門 カウンター2 10.4 56.7 
事務室 10.3 
倉庫 3 36.0 

検査部門 血液検査室 22.6 216.8 
微生物検査室 25.8 
生化学検査室 24.1 
廊下 2 41.4 
病理検査室 20.9 
病理事務室 14.9 
カウンター3 4.5 
倉庫 4 20.7 
採血室 11.1 
輸血管理室 24.9 
トイレ 1（採尿） 3.1 
トイレ 2（採尿） 3.0 

共用エリア 階段 1 37.4 480.6 
階段 2 34.6 
職員トイレ 1 2.7 
職員トイレ 2 2.7 
職員男性トイレ 12.0 
職員女性トイレ 13.5 
PS 1 4.5 
PS 2 4.5 
PS 3 4.5 
多目的トイレ 6.9 
EPS 6.0 
ELV 1 12.2 
ELV 2 11.9 
ELV 3 8.6 
男性トイレ 18.0 
女性トイレ 17.6 
廊下 1、待合スペース 283.2 

地下1階 集中治療室 / 高度治療室 集中治療室 (10 床) 133.5 374.6 
個室 1 14.3 
個室 2 13.5 
スタッフステーション 36.4 
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階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
汚物処理室 9.0 
前室 1 9.0 
倉庫 1 18.0 
高度治療室 (6 床) 109.3 
多目的トイレ 7.5 
スタッフルーム 24.0 

中央材料室 洗浄室 32.6 135.8 
乾燥室 18.0 
組立室 24.0 
滅菌室 15.0 
保管庫 19.0 
廊下 2（回収廊下） 27.2 

手術部門 スタッフルーム 24.0 516.7 
廊下 4（職員） 16.2 
職員トイレ 3 3.0 
職員トイレ 4 3.0 
術後病棟 (5 床) 93.1 
手術室 1 65.3 
手術室 2 77.5 
廊下 3（手術ホール） 77.9 
倉庫 2 32.0 
資機材庫 / 準備室 25.6 
麻酔室 38.4 
スタッフステーション 6.4 
手術管理室 10.0 
PS3 4.8 
男性更衣室 11.0 
シャワー室 1 2.4 
女性更衣室 14.2 
シャワー室 2 2.0 
前室 2 9.9 

画像診断部門 血管造影室 47.7 101.7 
コンピューター室 9.0 
操作室 25.9 
倉庫 3 19.1 

共用エリア 階段 1 37.4 385.9 
階段 2 34.6 
職員トイレ 1 3.2 
職員トイレ 2 3.2 
PS1 4.5 
PS2 4.5 
EPS 6.0 
ELV 1 12.2 
ELV 2 11.9 
ELV 3 8.6 
当直室 1 6.7 
シャワー室 1 2.2 
当直室 2 6.6 
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階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
シャワー室 2 2.1 
当直室 3 6.5 
当直室 4 6.4 
職員トイレ 5 4.5 
職員トイレ 6 4.5 
ポンプ室 10.3 
廊下 1 210.2 

G 階 救急部門 救急用手術室 観察室（11 床） 92.3 838.4 
多目的トイレ 1 5.9 
スタッフステーション 1 10.5 
個室 12.3 
処置室（緑）（10 床） 110.2 
スタッフステーション 2 11.2 
多目的トイレ 2 5.1 
処置室（黄）（6 床） 96.2 
スタッフステーション 3 5.8 
廊下 2 106.3 
スタッフステーション 40.9 
処置室（ギプス） 13.1 
処置室（赤）（4 床） 81.0 
手術室（救急） 63.0 
前室 1 9.0 
廊下 3（スクラブエリア） 16.0 
資機材・準備室 / 回復室 25.2 
除染室 8.8 
トリアージエリア 36.5 
機材庫 4.1 
職員トイレ 3 2.9 
職員トイレ 4 3.1 
更衣室 1 3.7 
更衣室 2 3.3 
当直室 1 4.3 
当直室 2 4.3 
汚物処理室 5.8 
倉庫 1 19.2 
PS 3 3.8 
プレホスピタルケア 15.5 
スタッフルーム 19.2 

画像診断部門 MRI 室 37.1 248.3 
コンピューター室 1 15.2 
操作 / 読影室 33.9 
前室 2 20.6 
CT 室 45.8 
コンピューター室 2 6.6 
超音波検査室 26.3 
倉庫 2 3.5 
一般撮影室 24.1 
操作室 13.1 
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階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
受付 22.2 

共用エリア 廊下 1 259.0 417.8 
階段 1 37.4 
階段 2 34.6 
職員トイレ 1 2.7 
職員トイレ 2 3.4 
PS 1 4.4 
PS2 5.2 
EPS 6.0 
ELV 1 12.2 
ELV 2 11.9 
ELV 3 8.6 
多目的トイレ 3 6.9 
男性トイレ 12.8 
女性トイレ 12.8 

1 階 一般病棟 5 床室 1 51.0 674.0 
シャワー・トイレ 1 6.0 
4 床室 1 42.4 
シャワー・トイレ 2 6.0 
4 床室 2 42.4 
シャワー・トイレ 3 6.0 
4 床室 3 42.4 
シャワー・トイレ 4 6.0 
4 床室 4 42.4 
シャワー・トイレ 5 6.0 
4 床室 5 42.4 
シャワー・トイレ 6 6.0 
5 床室 2 48.4 
シャワー・トイレ 7 6.0 
6 床室 1 60.4 
シャワー・トイレ 8 6.0 
6 床室 2 59.8 
シャワー・トイレ 9 5.8 
処置室 17.7 
スタッフルーム 28.7 
薬剤準備室 13.7 
スタッフステーション 41.6 
面談室 7.0 
事務室 7.3 
個室 1 13.6 
シャワー・トイレ 10 4.8 
個室 2 13.4 
シャワー・トイレ 11 4.6 
個室 3 13.4 
シャワー・トイレ 12 4.6 
個室 4 13.4 
シャワー・トイレ 13 4.6 

共用エリア 階段 2 34.6 391.1 
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階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
PS 1 6.0 
倉庫 12.0 
清掃員控室 6.0 
PS 2 6.0 
当直室 1 6.0 
当直室 2 6.0 
汚物処理室 7.7 
リネン室 1 4.5 
リネン室 2 4.7 
EPS 6.0 
ELV 1 12.5 
ELV2 11.9 
階段 1 37.4 
職員トイレ 1 3.7 
職員トイレ 2 3.2 
シャワー室 3.2 
廊下 219.8 

棟屋階 共用エリア 階段 1 43.5 127.8 
電気室 84.3 

医療ガス棟 

階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
G 階 － 医療ガス保管庫（供給） 32.1 70.6 

医療ガス保管庫（使用済） 13.3 
医療ガス機械室 25.2 

発電機棟 

階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
G 階 － 発電機室 60.0 60.0 

守衛棟 

階 部門 部屋 面積（m2） 部門面積（m2） 
G 階 － 守衛室 15.8 15.8 

延べ床面積 

建物 階 面積（m2） 合計面積（m2） 
外傷・救急医療センター 地下 3 階 1,062.9 6,338.0 

地下 2 階 1,062.9 
地下 1 階 1,514.8 
G 階 1,504.5 
1 階 1,065.1 
棟屋階 127.8 

医療ガス棟 G 階 70.6 70.6 
発電機棟 G 階 60.0 60.0 
守衛棟 G 階 15.8 15.8 

延べ床面積 6,484.4 
出典：調査団作成 
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6) 断面計画 

断面計画にあたっては、敷地の高低差や外傷・救急医療センターであることと、この地方

の風土・気候を充分に考慮し、以下の点に留意して計画する。 

 高低差のある敷地形状を考慮し、北側道路に面する地盤レベルの高いエリアは直接

基礎で建物の支持が可能となる地下１階からの建物とする。南側道路沿いのエリア

は道路との高低差を少なくし、擁壁工事量を抑制するため地下 3 階まで地盤レベ

ルを下げる計画とする。 
 一部の土に面する地下外壁にはドライエリアを設け、建物と土の間に物理的な距離

をとることで湧水や湿気がもたらす悪影響を回避する。 
 外壁面積の大きな南面は軒を深くとり、日射のコントロールにより室内環境を快適

にするとともに、雨天時にも自然換気を行える計画とする。 
 救急部門や手術部門がある G 階と地下 1 階の階高は 4.5m、その他の階は 4.0m、

居室基準天井高さを2.7mとし、天井裏で機械設備配管等に支障がない計画とする。 
 迅速な患者搬送のため、ベッドでの搬送も可能なサイズの患者搬送用エレベーター

を 2 基設置する。外来は、外傷患者も多く利用すると想定されることから外来診

療、外来リハビリ専用のエレベーターを設置し、迅速な患者搬送とユニバーサルデ

ザインに配慮した計画とする。 
 地下 2 階から地上 1 階までを患者が利用する施設とし、地下 3 階に職員及び供給・

管理部門を集約し、患者と職員のエリアを階層で分離する。 

 
出典：調査団作成 

図 3-10 断面計画案 
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(3) 構造計画 

1) 基本方針 

構造計画については以下の方針とする。 

 計画敷地の地形、地質、支持地盤等の地盤状況を的確に把握し、安全で合理的な基

礎および地下階を計画する。 
 斜面地を造成して、建物を建設することから土圧を考慮した設計とする。 
 長期荷重時におけるたわみ、振動等も考慮して、医療施設として支障のない構造形

式とする。 
 地震、強風等の短期荷重時にも建物の耐力を損なうことなく十分な安全性を確保す

る。 
 現地で一般的かつ経済的な鉄筋コンクリート造ラーメン構造を主体とする。 
 構造上必要な耐力壁は鉄筋コンクリート造とし、耐力壁以外の一般外壁と内壁はブ

ロック壁を基本とする。 
 屋根は鉄筋コンクリート造の陸屋根として計画する。 

2) 構造設計方針 

 基礎構造は、地盤調査の結果から安定した地盤が確認できたことから直接基礎とす

る。 
 基礎形式は、基礎下端レベルを GL-2.0m とする直接基礎（独立基礎と布基礎を併

用）とする。 
 地盤の長期許容支持力度は 200kN/m2とする。 
 地盤の傾斜により基礎底面から支持層が深くなる場合は、安定した地盤までラップ

ルコンクリートを打設し、建物を支持する。 
 地下階では、土圧に対して安全性を確保するため耐力壁を適切に配置する。 
 設計用積載荷重は、ネパール基準（NBC103，IS：875 part 2）および日本国基準

を参考に定める。 
 耐震設計については、ネパール基準（NBC105）に基づいてベースシア係数を定め

る。 
 耐風設計については、ネパール基準（NBC104）に基づいて基準風速を 47m/sec と

する。 
 積雪荷重は、ネパール基準（NBC106）により積雪がない地域のため考慮しない。 

表 3-10 地震力の設定に関する諸係数 

地震荷重 
地震地域係数   Z=0.35 
重要度係数     I =1.5 （病院) 

地盤種別 Soil Type A     
Stiff or Hard Soil Sites （N-Value > 30) 

靭性指標 Rµ =4 
塑性率 𝛀u =1.5 
出典：NBC105 
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表 3-11 諸室の積載荷重表 

床・小梁用設計用積載荷重（N／m2） 
屋根 1,000 
病室 2,000 
事務室・診察室 2,500 
検査室・手術室 3,900 
機械室・電気室 5,000 
出典：NBC105 

3) 使用材料 

構造使用材料は表 3-12 による。 

表 3-12 使用材料 

コンクリート 
基礎～B3 階床 M30（Cube 圧縮強度）Fc=24N/mm2 

B3 階柱～屋根 M30（Cube 圧縮強度）Fc=24N/mm2 

付属棟 M30（Cube 圧縮強度）Fc=24N/mm2 

鉄筋 
異形鉄筋 D10～D16 Grade Fe500 
異形鉄筋 D20～D25 Grade Fe500 

鉄骨 付属棟構造部材 Grade E250 
出典：調査団作成 

(4) 設備計画 

1) 給排水衛生設備 

a) 給水設備 

給水方式は受水槽＋加圧給水ポンプ方式とし、衛生器具および給水が必要な医療機器

類へ供給する。受水槽は衛生面に配慮し地上置き型 FRP 製とし、地下 1 階レベル外

部に設置する。 

計画給水量はネパール国の規定では 34 ㎥/日であるが、既存病院の使用実績を考慮し

て 50 ㎥とする。 

 計画水量：50 ㎥（1 床あたり 500ℓ/日） 
 受水槽容量：50 ㎥（給水使用量１日分） 

水源は市水および井水とする。 

 市水引き込みから新設受水槽までの既存病院敷地内の配管はネパール側負担

工事とする。 
 井水は敷地内に新設された井戸を水源とし、外傷・救急医療センター敷地まで

の配管を行う。 
 砂濾過方式の水処理設備を受水槽近傍に設置する。飲料水、滅菌装置等に供す

る給水箇所には RO 装置を個別に設置して浄化する。 
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出典：調査団作成 

図 3-11 給水工事区分図 

 
出典：調査団作成 

図 3-12 給水系統図 

b) 排水設備 

排水は屋内分流方式とする。原則として重力排水とするが、敷地レベルと建物との位

置関係により放流先までの排水勾配が確保できない場合はポンプを使用する。 

外傷・救急医療センター専用の排水処理設備を新設し、検査排水、汚水及び雑排水を

処理した後、南側の既存公共下水へ放流する。雨水排水は建設予定地南側の公共下水

と東側道路側溝に放流する。 

表 3-13 排水基準 

分類 
基準値 

TSS (mg/L) BOD (mg/L) COD (mg/L) 
下水処理場から内陸水へ排出される排水基準 50 50 250 
出典：ネパール国 内陸の地表水域に排出される排水の許容限度に関する一般的な基準 
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出典：調査団作成 

図 3-13 排水工事区分図 

c) 給湯設備 

温水の主な供給箇所は、スタッフ用手洗器、手術用手洗器、シャワー等とし、太陽熱

集熱器による中央給湯方式とする。 

 
出典：調査団作成 

図 3-14 太陽熱集熱器参考写真 

d) 衛生器具設備 

用途にあわせて適切な衛生器具を選定する。 

 大便器は洋式便器とするが、患者が利用するトイレの一部にアジアンパン便

器の設置を検討する。 
 水栓はレバー式とするが、病院スタッフが使用する手洗いについては、自動水

栓の設置を検討する。 

 
出典：調査団作成 

図 3-15 大便器参考写真 

洋式便器 

アジアンパン便器 洋式便器 
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e) 消火設備 

消火設備はネパール国基準に準拠し、以下の設備を設置する。 

 屋内消火栓 
 消火栓ポンプ 
 消火器 

f) 医療ガス設備 

酸素、笑気、空気、吸引および余剰麻酔ガス排出装置の各設備を設置する。非治療用

空気については、使用の要否を確認する必要がある。 

各医療ガス供給先の案を部門ごとに、表 3-14 に示す。 

表 3-14 医療ガス供給部門 

階 部門 医療ガスアウトレット設置対象室・種類 

G 救急 トリアージエリア：OV、処置室（赤）（4 床）：処置室（黄）（6 床）：OAV、
処置室（緑）（10 床）：OV、観察室（11B）：OV 

G 救急手術 救急用手術室：ONAV、準備室/回復室：OAV 
G 画像診断 一般撮影室：OV 

1 病棟 処置室：OV、個室 × 4：OV、4 床室 × 5： OV、5 床室 × 2：OV、6 床室 × 
2：OV 

B1 手術 手術室（2 室）：OAV、麻酔室：OAV、術後病棟：OAV  
B1 集中治療室 ICU（10B）：OAV、HDU（6B）：OAV 
B2 外来 回復室：OV 
出典：調査団作成 

各医療ガスの使用量は、日本の「JMG-FCT0001 医療ガス配管設備設計指針」に準拠して

算定する。 

2) 空調換気設備 

a) 空調設備  

空調方式は、使用時間帯・空調熱負荷等を考慮し、部門または室用途毎にマルチ型空

冷ヒートポンプパッケージエアコン及びスプリット型を計画する。 

空冷ヒートポンプパッケージ方式は、下記の特徴から本計画に適している。 

 空調負荷処理に対して追従性がよく、部門毎に系統を個別化することが容易

である。 
 系統毎の冷房運転、暖房運転の切替えが容易である。 
 医療機材の発熱処理に適している。 
 建物内に専用の機械室スペースを確保する必要がない。 
 熱交換媒体としての冷水、温水等の配管が不要で建物内 PS 面積と搬送動力を

低減できる。 
 室外機を各系統近傍の設備バルコニー等に設置することにより、冷媒配管長

も低減可能である。 
 専門の保守要員を常時配置する必要がなくメンテナンスが容易である。 
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各空調機の能力は下記の設計条件に基づいて算定し選定する。設計外気条件は

ASHRAE Fundamental 2012 に基づくものとする。 

表 3-15 空調設計条件 

 
出典：調査団作成 

また、高度な医療活動が遂行されるための適切な室内環境保持と、医療機材からの発

熱負荷除去を目的として、空調設備設置対象範囲を計画する。これらの目的により個

別の空調が必要と考えられる諸室を表 3-16 に示す。 

表 3-17 には、空調することが望ましいが、事業費等を勘案して空調設備設置の要否を

検討する諸室を示す。 

表 3-16 空調設備を設置する諸室 

階 部門 空調対象室 
G 救急 トリアージエリア / 除染室 / 処置室（赤）（4 床） /処置室（黄）（6 床） 

/ 処置室（緑）（10 床） / 観察室（11 床） / スタッフステーション / 処置
室（ギプス） 

G 救急手術 救急用手術室（1 室） / 資機材・準備室 / 回復室 / 更衣室、 
G 画像診断 一般撮影室 /超音波検査室 / 操作室 / 読影室 
1 病棟 個室（4 室） / 4 床室（5 室） / 5 床室（2 室） / 6 床室（2 室） / スタッフ

ステーション / 薬剤準備室 / 処置室 / 面談室 /スタッフルーム 
B1 手術 手術室（2 室） /  麻酔室 / 資機材庫 / 準備室 / 回復室 / 更衣室 / 術後病

棟（5 床）、中央材料室 
B1 集中治療室 ICU（10 床） / HDU（High Dependency Unit）（6 床） / スタッフステー

ション  
B2 リハビリ 

テーション 
リハビリテーション室 / スタッフルーム 

B2 外来 診察室（3 室） / 処置室 / 回復室 
B2 薬剤 事務室 / 受付 / 倉庫 
B2 検査 採血室 / 採尿トイレ / 生化学検査室 / 血液検査室 / 微生物検査室 / 病理

検査室 / 倉庫 / 輸血管理室 
B3 管理 

教育 
供給 

ディレクター室 / 事務室 / IT・サーバー室 
事務室 / 図書室 / カンファレンスホール・ワークショップ室 
リネン庫 / 厨房 / 職員食堂 / 更衣室 / 霊安室 

出典：調査団作成 

表 3-17 空調設備設置を検討する諸室 

階 部門 空調対象室 
B3 管理 

教育 
供給 

ディレクター室 / 事務室 / IT・サーバー室 
事務室 / 図書室 / カンファレンスホール・ワークショップ室 
リネン庫 / 厨房 / 職員食堂 / 更衣室 / 霊安室 

出典：調査団作成 

 
設計用外気条件 

設計用室内条件 

一般室 手術室 

温度（℃） 温度（℃） 温度（℃） 湿度（％） 

夏期 ２９．１（６月） ２６ ２５ ５５ 

冬期 ２．４（１月） ２２ ２５ ５５ 
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手術室には HEPA フィルターを装着したクリーンパッケージを天井面に設置する垂

直層流方式の空調設備を検討する。術野の空気清浄度は ISO クラス 7 を想定する。本

館手術室も同様の方式が採用されており、HEPA フィルターの交換体制は整備されて

いる。 

 
出典：調査団作成 

図 3-16 手術室空調フロー図 

 
出典：調査団作成 

図 3-17 手術室空調機プロット図 

b) 換気設備 

各室の用途を考慮し、適切な機械換気設備を計画する。換気設備設置基準を下表に示

す。 
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表 3-18 換気設備設置基準 

 
※単位換気量は日本国基準に準じたものであり、採用の可否は検討を要する。 
出典：調査団作成 

 
出典：調査団作成 

図 3-18 換気方式概略図 

手術室および ICU・HDU への給気は、外気処理空冷パッケージエアコンにより行う。

特に下記の諸室は、パンデミック時等を考慮し、室間差圧設定を検討する。 

 手術室：陰陽圧切替可能とする。 
 処置室（赤） (4 床), 集中治療室：陰圧設定可能とする。 

3) 電気設備 

a) 受変電設備 

既存施設は Nepal Electricity Authority（NEA）のバネパ変電所より、ドゥリケル病

院専用中電圧送電線（11kV）より架空で引き込み、屋外に設置されている変圧器に直

接受電している。病院の敷地内には、500kVA、630kVA、200kVA（合計：1,330kVA）

の 3 台の変圧器が設置されており、病院内のそれぞれのエリアに低圧電源を供給して

いるが、建設予定地までの距離、高低差があり施工が困難なため、新規計画建物への

室名 換気種別 単位換気量 備考 

空調対象室：手術室 

           ICU・HDU 

給排気ファン 

（第１種換気） 
25ｍ3 / 人・時間 HEPA フィルターの使用要否を検討 

空調対象室：上記以外  

排気ファン 

（第３種換気） 

 

２回 / 時間  

ＷＣ １０回 / 時間  

ＢＴＨ ５回 / 時間  

倉庫 ５回 / 時間  
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電力供給は新規引き込みが望ましいと判断する。建設予定地の前面道路に敷設された

バクンデ送電線を新たに引き込み、敷地内に 500kVA の変圧器、受電盤を地上に設置

する。敷地内は架空で電線を敷設し発電機室に引き込む。 

 受電電圧：11kV 3 相 3 線、50Hz 

受変電設備の想定容量算定表は下記により算出した合計容量とする。 

表 3-19 想定負荷容量算定表（建物全体） 

負荷名称 負荷密度（W/ m2） 床面積（m2） 負荷容量（kW） 
照明コンセント負荷 
ポンプ・搬送機等 

30 6,564 196.92 

医療用・実験用機器等 11 6,564 72.2 
空調設備機器 100 1,000 100 
計 369.1 
kVA 変換 461.4kVA 
需要率 70％ 323kVA 

合計 350kVA 
出典：NBC207：2003 

想定設備容量合計は 461kVA であり、需要率を 70％と想定すると 大需要電力は下

記のとおりである。 

 想定容量：461kVA × 0.7 ＝ 323kVA → 350kVA 

上記に将来設置予定の放射線装置の容量（150kVA）を加え、 大需要電力は 500kVA
（400kW）とする。 

b) 非常用発電設備 

新設する発電機棟に自家用発電機を 2 台設置し、大規模災害時などは交互運転する。

燃料備蓄はドラム缶を使用し、給油は近傍のガソリンスタンドで行う。 

 発電機仕様：屋外キュービクル型 3Φ4W 400V 350kVA ×2 台、原動機 
ディーゼルエンジン 

 燃料備蓄量：軽油 2000L（屋外設置） 48 時間分 

c) 無停電電源設備 

瞬時の停電も許されない重篤患者を扱う医療室へは、無停電電源装置（UPS）を電気

室に設置する。将来設置予定の血管造影室、MRI、CT、X 線装置等放射線機器につい

てもバックアップを見込む。また、メンテナンス及び消耗品であるバッテリの交換が

可能な製品の導入を検討する。 

供給場所は、手術室、ICU、HDU、処置室（赤）のコンセントとする。また、X 線機

器のバックアップを見込む。 

装置の仕様は現病院に準じた方式とする。 
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概略仕様 

 蓄電池：150KVA 
 放電時間：10 分間（発電機が送電を開始した後は発電機電源に自動的に切替

え） 

蓄電池の想定容量は、下記表により算出した合計容量とする。 

表 3-20 想定負荷容量算定表（無停電電源装置） 

所用室 負荷容量 (kVA) 室数 合計(kVA) 
処置室（赤） 5 4 20 
ICU 5 10 50 
HDU 3 6 18 
手術室 7 3 21 
CT・MRI・血管造影室・一般撮影室 50 4 200 
合計 311 
需要率 50％ ≒150 
出典：調査団作成 

d) 太陽光発電設備  

太陽光発電設備、太陽光パネル（24kW）を屋上に設置し、発電された電力は商用電源

回路及び蓄電池回路と系統連携する。太陽光アレイの設置については周辺状況、方位、

傾斜など条件を検討の上設置する。 

 パネル仕様：270W × 88 23.7kW 

太陽光発電設備の概略図は以下のとおりである。 

 
出典：調査団作成 

図 3-19 太陽光発電設備概略図 
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e) 幹線設備 

屋上電気室から 3 相 4 線 400／230V 50Hz で、負荷用途および施設の区分を考慮し

て系統分けを行い、各々の分電盤を経て各所に配電する。幹線容量は接続される設備

容量にあわせて適正な電圧降下、許容電流値を満足するよう設定する。 

配線方式は、シャフト内はケーブルラック方式を原則とし、その他は配管配線とする。

尚、電圧変動が一般的な許容範囲±10％を超えることもあることから、施設側の低圧

配電盤から自動電圧調整器（AVR）を通して給電するような系統で幹線を設け、異常

な電圧変動等による機器類の機能不全や不具合の発生を防止するよう計画した。 

f) 照明設備 

照明設備は、保守、ランニングコストに配慮し LED 機器を主体とした照明計画を行

う。照度基準として IS 基準を参考に計画し、表 3-21 のとおりとする。 

表 3-21 設計基準照度 

部屋名 
平均照度（Lx） 

備考 
IS3646：1992 計画照度 

待合室 100-150-200 150  
廊下 100-150-200 150  
診察室 200-300-500 300  
処置室 - 500  
検査室 200-300-500 300  
一般撮影室 150-200-300 200  
手術室 300-500-750 750  
管理部門 300-500-750 500  
病室 200-300-500 300  
ICU/HDU 200-300-500 300  
救急部門 - 500  
スタッフステーション 200-300-500 300  
トイレ - 100 人感センサー 
出典：IS.3646.1.1992 

照明の点滅方法は各室個別スイッチを基本とし、必要な小区画ごとに点滅できるよう

に点滅回路を分ける。トイレは消し忘れ防止、省エネルギーのため人感センサーにて

制御する。 

g) コンセント設備 

発電機回路を基本としコンセントは C 型を使用する。一般病室ベッドサイドのコンセ

ントは 4 口とし、重症ベッドにはさらに無停電電源回路を 4 口を計画する。 

h) 電話設備 

外線は敷地前面道路から電話線を新センターに引き込みサーバー室内の MDF に接続

する。内線は既存病院の PAEBX と光ケーブルで接続し必要各所に配管・配線する。 
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i) 情報設備 

前面道路から光ケーブルを新センターに引き込み、サーバー室内のメディアコンバー

ターに接続する。EPS にハブを設置し必要各所に配管・LAN 配線する。 

j) TV 共聴設備 

情報収集用に事務室、患者アメニティ用に待合室等に TV 端子を設置する。テレビは

ケーブルテレビとしメディアコンバーターで変換する。 

k) エレベーターインターホン設備 

緊急時、非常時にエレベーターと通話できるようエレベーター内にインターホン設備

を設置する。インターホンの通話先はガードハウスとする。 

l) ナースコール設備 

各ベッド、トイレに緊急のナース呼び出しボタンを設置する。受信機はスタッフス

テーションに設置する。 

m) 監視カメラ設備 

セキュリティ用として監視カメラ設備を外部出入り口、エレベーターホール等に設置

する。制御装置は B3F サーバー室に設置する。監視用外部出力モニターをガードハウ

スに設置する。 

n) 入退室管理設備 

セキュリティ用として電気錠を手術エリア、ICU/HDU、ディレクター室、検査エリア

に設置する。仕様はカードキーと入力キー付きカードリーダーとする。 

o) 火災報知設備 

Labour Rules.2050（1993）に準拠し、火災報知設備を設置する。火災受信機はサー

バー室に設置する。リピーター盤をガードハウスに設置する。 

p) 放送設備工事 

業務放送及び火災時の避難誘導を兼用した館内放送設備を設置する。アンプはサー

バー室に設置する。 

q) 雷保護設備 

NBC207：2003 に基づき、屋上に突針を設置し接地線を地中に埋設することにより、

雷撃による建物、機器の損傷を防ぐものとする。JIS A 4201：2003（IEC 61024-1:1990）
を基準とし、保護レベルⅢとする。 
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3-2-2-2 機材の基本計画 

機材選定にかかる協議は当初要請の 108 機材から開始し、機材の必要性、妥当性などを検討し

た。その結果 2021 年 9 月の MD で 51 機材（優先度 A～D）に絞られた。その後急激な円安、

資材高騰、輸送価格高騰などの影響をうけ機材予算の変更に伴い 2022 年 9 月締結の MD にて

51 機材優先度の再編成（A-1～A-3）を行った（表 3-22）。現時点では優先度 A-1 に該当する

CT、C アーム、一般 X 線撮影装置、麻酔器、無影灯、手術台、ベッド、ICU ベッド、高圧蒸気

滅菌器、及び優先度 A-2 のいくつかの機材の調達を計画する。 

表 3-22 機材リスト 

 
出典：調査団作成 

 

No. 機材名 数量 優先度 No. 機材名 数量 優先度

1 CT 1 A-1 31 冷蔵庫 2 A-3
2 Cアーム 2 A-1 32 電気メス 3 A-3
3 一般X線撮影装置 1 A-1 33 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ手術灯 2 A-3
4 麻酔器 3 A-1 34 整形外科手術セット 2 A-3
5 無影灯 3 A-1 35 脳神経外科手術セット 2 A-3
6 手術台 3 A-1 36 外科手術用顕微鏡 1 A-3
7 ベッド 84 A-1 37 患者監視装置 10 A-3
8 ICUベッド 16 A-1 38 輸液ポンプ 7 A-3
9 高圧蒸気滅菌器 1 A-1 39 シリンジポンプ 10 A-3
10 MRI 1 A-2 40 インファントウォーマー 1 A-3
11 血管造影装置 1 A-2 41 滅菌器 2 A-3
12 超音波診断装置 2 A-2 42 分光光度計 2 A-3
13 人工透析器 2 A-2 43 顕微鏡 2 A-3
14 血液ガス分析装置 1 A-2 44 恒温器 2 A-3
15 化学分析装置 2 A-2 45 熱風オーブン 2 A-3
16 血球計算機 1 A-2 46 輸血加温器 3 A-3
17 血液保管用冷蔵庫 2 A-2 47 採血台 2 A-3
18 人工呼吸器 5 A-2 48 冷凍庫 1 A-3
19 移動式X線撮影装置 2 A-3 49 酸素濃縮器 2 A-3
20 ポータブル超音波装置 1 A-3 50 CPAP/BiPAP 6 A-3
21 ポータブル人工呼吸器 2 A-3 51 床頭台 100 A-3
22 12誘導心電計 2 A-3
23 患者監視装置 39 A-3
24 除細動器 4 A-3
25 吸引機 18 A-3
26 耳鼻咽喉ワークステーション 1 A-3
27 耳内視鏡 1 A-3
28 検眼鏡 2 A-3
29 ストレッチャー 10 A-3
30 ドップラー 3 A-3
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3-2-3 概略設計図 

 
図 3-20 配置図 
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図 3-21 地下 3 階平面図 
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図 3-22 地下 2 階平面図 
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図 3-23 地下 1 階平面図 
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図 3-24 G 階平面図 



 3-42 

 
図 3-25 1 階平面図 
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図 3-26 棟屋階平面図・屋根伏図 
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図 3-27 立面図-1（北立面図） 
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図 3-28 立面図-2（東立面図） 
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図 3-29 立面図-3（南立面図） 
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図 3-30 立面図-4（西立面図） 
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図 3-31 断面図-1 
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図 3-32 断面図-2 
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図 3-33 付属棟 
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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

(1) 基本事項 

日本政府の閣議・決定を経て、無償資金協力に関し、日本国政府とネパール政府との間で交換

公文（E/N）が締結される。 

E/N の締結後、被援助国政府と独立行政法人国際協力機構（JICA）が贈与契約（G/A）を締結

する。JICA は G/A に基づき、被援助国に対して案件の進捗に応じて支払いを行う。 

E/N および G/A の締結により、正式に日本が援助をコミットすることとなり、具体的な実施に

移る。 

締結後は日本国籍を有するコンサルタントとネパール政府との間で実施設計・監理契約を結び、

ただちに詳細設計作業に入る。 

(2) 実施設計 

設計にあたっては、まず施設および機材等に関して、実施機関と概略設計の詳細な確認業務か

ら始めることが効率的である。設計期間中に、日本国内およびネパール内にて十分な技術的協

議を重ねる。設計期間は約 4.5 ヶ月とし、効率良くまとめる。 

(3) 入札 

入札は、JICA の入札業務ガイドラインに沿って行われる。 

入札方式については、①日本法人による建設会社への施設建設・機材調達の一括発注、②施設

建設は建設会社、機材調達は商社へそれぞれ発注、または、③施設建設と機材調達を合わせた

形式で建設会社と商社のコンソーシアムを対象とする発注の 3 つの形態がある。本プロジェク

トでは、案件の特殊性等を十分に確認した上で②の方式を前提に検討を進める。 

入札執行者は実施機関であるが、JICA の立会いを得て、コンサルタントが適切に支援する。 

(4) 建設 

ネパール国での現地調査結果から、品質及び生産量ともに問題のない建設資機材に関しては、

可能な限りネパール国内での調達を検討し、コスト低減、維持管理の容易性を図る。 

建設労務計画にあたっては、現地建設業者の技量及び熟練工、半熟練工の労務水準について考

慮する。日本の建設会社が元請けとして施工管理することにより本工事の品質を保つことが重

要である。 

(5) 実施体制（事業実施主体） 

本無償資金協力事業のネパール側実施機関は保健人口省である。各機関と日本側コンサルタン

トおよび請負業者との関係は図 3-34 のとおりである。 
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出典：調査団 

図 3-34 実施体制 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

ドゥリケル市の雨季は概ね 6～9 月となる。地下水位の変動、降雨の降り込み防止、雨水の場内

処理、地下階等の計画に留意する。 

建設に関する基準及び法規は、ネパール国の建築基準法を基本とするが、日本基準も参考とす

る。 

機材の搬入及び据え付けについては施設建設工事及び各種設備機器の据付、設置時期と詳細な

工程調整が必要である。 

本プロジェクトが、ドゥリケル病院に隣接する敷地における建設であることから、施工にあたっ

ては以下に示すような周辺環境に対する配慮が必要である。 

 既存敷地・建屋への影響を 小限とする施工方法を採用し、特に施工時に発生する騒音

対策が必要とされる。工事中の車の出入り、及びその他騒音を含め、工事公害による影

響の起こらない施工計画を策定する。 
 資機材を運搬する工事車輌の通行に対する安全対策を徹底し、また既存道路等の破損を

防止するため養生を行う。 
 資機材置場、仮設建物等の配置計画は、敷地の一部を利用することになるため、敷地内

の他施設利用者等に支障が起きないような安全計画を策定する。 

機材の搬入および据え付けについては施設建設工事及び各種設備機器の据付、設置時期と詳細

な工程調整が必要である。 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

日本国政府の無償資金協力が実施された場合、全体事業のうち日本側が負担する範囲とネパー

ル側が負担する範囲を表 3-23 に示す。 

  

外務省 

(日本国政府) (ネパール国政府) 

交換公文 
E/N 

財務省 

保健人口省 

JICA 贈与契約 
G/A 

日本側コンサルタント 日本側請負業者 
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表 3-23 無償資金協力及び被援助国間の作業区分 

日本側負担分 ネパール側負担分 
(1) 建築工事 

構造躯体、建築仕上、駐車場等 
(2) 電気設備工事 

電気室内の受電盤以降の配管配線工事（受電盤含
む）、避雷針設備、電灯･コンセント設備、通信
設備等 

(3) 給排水設備工事 
a) 給水工事 

給水設備工事 
b) 排水工事 

敷地内 終枡までの配管工事 
c) 排水処理設備 
d) 受水槽、高架水槽 
e) 消火設備 等 

(4) 計画地境界線内の外構工事 
構内通路 

(5) 機材工事 
a) 機材の調達 
b) 海上及び国内輸送 
c) 機材納入及び据付 
d) 試運転及び取扱操作説明 

(6) ネパールが定める環境管理計画の遵守 
(7) 施設・設備・機材の維持管理に関する基礎的な技

術指導 

(1) 整地工事 
a) 敷地準備工事（整地、撤去物（床、壁、屋根、

基礎等の解体、残材搬出を含む）  
b) 工事用仮設電力、給水等の取口確保 

(2) 基幹工事 
a) 給水 

市水網から計画施設専用の給水引き込み配
管、接続ポイント敷地境界線まで敷設、準備 

b) 一般排水 
対象敷地内 終枡より既存排水接続枡まで
の排水管敷設工事 

c) 雨水排水工事 
対象敷地内 終枡より既存排水接続枡まで
の排水管敷設工事 

d) 電力引込工事 
商用電力網から計画施設専用の電力引き込
み配線、接続ポイントを敷地境界線まで敷
設、準備 

e) 電話、インターネット接続工事 
市内回線網から計画施設専用の電話回線、
通信用光ファイバー回線引き込み、接続ポ
イントを、所定の位置まで敷設、準備 

(3) その他手続き 
建築許可申請手続き、環境社会配慮関連手続き、
各設備接続申請手続き、建設用資機材の通関手続
き及び免税措置等 

(4) 新施設の維持、管理、運営に要する費用 
(5) 日本人及び第三国工事関係者に対する関税国内

税などの課徴金の免除措置に係る支援 
(6) 日本人技術者の出入国に対する便宜供与 
(7) 日本側負担分以外の全ての工事 
(8) B/A 及びA/P 等の支払手続き 
(9) 機材輸入に関する免税措置 
(10) 機材取扱操作説明への参加 
(11) 維持管理を担当する人材配置と技術指導への参

加 
(12) 機材検収後の完工証明の発行 

出典：調査団作成 

3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

(1) 基本方針 

本計画においては、現場における建築及び設備工事の品質管理及び調整業務を徹底して行うた

め、常駐施工監理者（建築を専門分野とする）1 名を配し、工事全体の調整を図る。また、専門

の施工監理者が各種工事（躯体工事、建築設備工事、機材据え付け等）の進捗状況にあわせて

各工事の重要な時期にスポット監理を行い、工事全体における主要な工事時点（着工時、躯体

工事完了時、竣工検査時、瑕疵検査時）には業務主任が検査・監督を行う施工監理体制とする。 
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表 3-24 施工監理及び調達監理の要員計画 

監理者名（専門分野） 期間（現地・国内） 
常駐監理者  
・常駐施工監理技術者 22.50 ヶ月（現地） 
スポット監理者（施工監理）  
・業務主任者/施工監理技術者 1（建築） 1.50 ヶ月（現地） 
・施工監理技術者 2（建築、瑕疵検査） 0.70 ヶ月（現地） 
・施工監理技術者 3（構造） 0.25 ヶ月（現地） 
・施工監理技術者 4（電気） 1.00 ヶ月（現地） 
・施工監理技術者 5（給排水・空調換気設備） 1.00 ヶ月（現地） 
スポット監理者〈機材調達監理〉  
・調達監理技術者 1（検収・引き渡し） 0.33 ヶ月（現地） 
・調達監理技術者 2（据付、初期指導監理） 2.26 ヶ月（現地） 
・検査技術者 1（製作図面確認） 0.10 ヶ月（国内） 
・検査技術者 2（出荷前検査） 0.45 ヶ月（国内） 
・検査技術者 3（船積み前機材照合検査） 0.10 ヶ月（国内） 
・検査技術者 4（保証期間満了前検査） 0.33 ヶ月（現地） 

0.25 ヶ月（国内） 
出典：調査団作成 

建設工事の品質を確保し、適正な建設費により安全面の充足も満たした上で、工期内に竣工で

きるように計画する。施工方法の選定、労働力や施工機械の確保、資材の発注・搬入、安全面

の確認等、総合的に判断しながら工程管理を行う。また、相手国側負担工事の遅延が本工事の

進捗に影響するような場合は、必要に応じて相手国側負担工事の促進を図る。 

(2) 業務担当内容 

常駐施工監理者は、建築工事及び現地での機材調達・据付工事との工程確認・調整、及び施工

計画書・施工図承認等の業務を担当する。また、東京本社側の監理体制は、モニタリング・定

期報告等による設計監理業務の品質管理、JICA 本部に対する工事進捗状況等の報告・諸手続き

及び日本調達機材等の工場・船積み前検査等の実施を担当する。 

機材にかかる調達監理技術者 2（据付、初期指導監理）は、商社により調達された計画機材の搬

入・開梱、据付工事、調達・試運転、初期操作指導、運用指導に立ち合い、据付管理と検査報告

書の確認を行う。また調達監理技術者 1（検収・引き渡し）は現地での引き渡し検査の 終確認

をし、施主から承認レターを取得する。検査技術者 1 は調達業者より提出される機材の機器製

作図の確認・照合、検査技術者 2 は製品（工場）検査立会、検査技術者 3 は船積み前機材照合

検査監理業務、検査技術者 4 は機材引き渡し後１年以内に実施するメーカー保証期間満了前検

査を担当する。 

(3) 証明書の発行 

建設資材、機器などの輸出、施工業者への支払い、工事の完了、瑕疵担保期間の終了等にあたっ

て必要な証明書を発行する。 
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(4) 報告書の提出 

施工業者が作成する工事の月報、完成図書、完成写真等を検査し、ネパール政府および JICA 等

に提出する。また、工事終了後、JICA ガイドライン「完了届の記載要領」に従って完了届を作

成し、JICA に提出する。 

(5) その他調整事項の処理 

相手国側負担工事等との工程上、技術上の調整等対処すべき課題について、必要な調整を行う。 

3-2-4-5 品質管理計画 

(1) 基本方針 

詳細設計時においては、概略設計の内容を踏まえネパールの建設事情及び維持管理経費を考慮

した現地材料の納まり、工法について詳細な検討を加えた実施設計図を作成する。また、仕様

書については、工事の高品質を確保するため、日本の建築工事標準仕様書（Japanese 
Architectural Standard Specification：JASS）等を参考・補足し、作成する。 

工事期間中においては、施工業者より提出される工事計画書、工程表、施工図について契約書、

仕様書に適合しているかを審査し、承認を与える。 

機材に関しては競争性及び公平性を阻害しないレベルで主な調達先国を想定し、詳細設計時に

おいて想定される機材の製造国及び主な調達先を再度確認して入札に臨む。業者選定時には再

度製造国及び調達先の確認を行い、適切な品質が確保されるよう留意する。 

(2) 品質検査（施設） 

現場において建設材料及び施工の品質が仕様書に適合しているか、各種工事着工前に施工業者

より提出される施工計画書を審査し、施工計画書について承認を与える。また、各種工事着手

後は施工計画書に基づき適宜、検査を実施し承認を与える。施工計画書に基づき重点監理項目

を定めて、適宜、検査する。 

本プロジェクトにおいては現地調達可能な材料が多いが、メーカー保証書の確認の他に、適宜、

抜き打ち検査等を実施し品質を確保する。 

1) 土工事 

協力準備調査時に実施したボーリング調査結果を踏まえ、地階、基礎の根切りについては

オープンカット工法及び鋼管を溶接し横矢板の代替として金網を用いて山留とする現地工

法を前提に、地下水位及び雨季に考慮した工程計画、養生計画を策定する。掘削残土の処

分、客土の品質に留意する。 

2) 鉄筋工事 

施工業者より提出されるミルシート及びロールマーク等を確認するとともに、品質を確保

するため、適宜、抜き打ち検査による引張り試験等を行う。 
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3) コンクリート工事 

コンリートはジャガティーエリア（現場から 30～40 分程度）のレディミクストコンクリー

トプラントを使用する。打設前にコンリートの配合計画を行い、試験練で強度等を確認す

る。打設はコンクリートポンプ車による打設とする。コンクリート工事についての主な監

理方法（監理項目、検査方法等）を以下に示す。 

a) コンクリート材料 

材料 管理項目 検査方法 
セメント 水和熱など 溶解熱方法 
砂・砂利・砕石 粒度 ふるい分け 
 絶乾比重 比重及び吸水率試験 
 アルカリ反応性 アルカリ反応性試験 
水 有機不純物など 水質試験 

b) 試し練り時検査管理項目 

管理項目 検査方法 
構造体のコンクリート強度の推定試験 圧縮強度試験機 
スランプ スランプコーン 
コンクリート温度 温度計 
空気量 圧力計 
塩化物量 塩分測定器 

c) コンクリート打設前検査管理項目 

管理項目 検査方法 
練り混ぜから打設終了までの時間 練り混ぜ完了時刻照合 
スランプ スランプコーン 
コンクリート温度 温度計 
空気量 圧力計 
塩化物量 塩分測定器 

d) 工程内検査の管理（コンクリート打ち上がり精度検査） 

管理項目 検査方法 
構造体のコンクリートの推定試験 圧縮強度試験機 
仕上がり精度（建入れ） スケール 
仕上がり精度（スラブ水平度） レベル・スケール 
仕上がり状態 目視 

(3) 品質検査（機材） 

機材の調達および据付監理時において、工期、作業内容、配置計画等についてネパール側およ

び調達業者との詳細な協議を行い、本計画に 適な調達計画を策定する。また調達機材の確定

調達監理上の留意点は以下のとおりである。 

 業者契約締結後すみやかに調達機材内容、配置計画、製造国、調達先、ユーティリティ

につき、コンサルタント側建築・設備担当者、ネパール側本施設担当者、調達業者と確

認を行う。 
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 調達業者は、コンサルタントの監理のもと、メーカーの製作工場における大型機材の製

品（工場）検査、輸出梱包に先立つ出荷前検査を行う。 
 日本国出荷製品については第三者機関に委託しコンサルタントの監理のもと、船積み前

機材照合検査を行う。 
 調達業者の設置工事に際しては、コンサルタントから調達監理担当者を派遣し、現場作

業に立会い、配置計画に基づき施設・設備との取り合い、調整を行う。 
 終引渡し検査では契約機材の員数、齟齬の有無、要求仕様・機能、取り扱い説明の有

無等を確認し、引渡し業務を遂行する。 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

(1) 調達計画 

1) 建設資機材 

建築工事に必要となる主要建設資材はネパール国内で調達が可能である。ネパール国内で

生産された製品以外にも近隣諸国からの建築資材も現地市場に広く流通し、容易に入手可

能である。セメント、骨材、鉄筋、型枠資材は輸入品も含め現地調達に問題はない。生コ

ン製造工場はサイト近くのプラントを使う。内外装資材のタイル、塗料、アルミ製品、設

備工事の照明器具、スイッチ類、天井扇、電線、ケーブル、配管材、衛生器具、ポンプ、

貯水タンク、配電盤等も現地生産品、輸入品も含め、市場に広く出回っている。工事用機

械は首都カトマンズでの調達となる。 

表 3-25 主要資機材の調達先 

資機材名 
調達先 

原産国他 
現地 日本 第三国 

[資材] 
ポルトランドセメント ○   ネパール国産、インド、パキスタン産の輸入品 
砂 ○   ネパール国産 
砕石 ○   ネパール国産 
異形鉄筋 ○   ネパール国産、インド、パキスタン、南ア産の輸入品 
鉄骨材 ○   ネパール国産、インドの輸入品 
型枠用材 ○   ネパール国産 
レンガ ○   ネパール国産 
木材 ○   ネパール国産 
金属金物類 ○   ネパール国産およびインド、パキスタン国産の輸入品 

アルミサッシュ ○   材料（マレーシア、シンガポール）を輸入しネパール
国で加工 

ガラス類 ○   ネパール国産 
塗装用材 ○   ネパール国産 
防水材料 ○   近隣国からの輸入品 
配電盤類 ○   ネパール国産 
電線・ケーブル ○   ネパール国産 
コンセント、スイッチ ○   ネパール国産 
コンジットパイプ ○   ネパール国産 
照明器具 ○   ネパール国産、近隣国からの輸入品 
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資機材名 
調達先 

原産国他 
現地 日本 第三国 

空調機 ○   近隣国からの輸入品 
換気扇 ○   ネパール国産 
受水槽 ○   ネパール国産 
衛生器具 ○   近隣国からの輸入品 
管材 ○   ネパール国産 
バルブ、配管付属金物 ○   ネパール国産 
発電機 ○   米国、UK、日本産の輸入品 
建設機械 ○   米国、UK、日本産の輸入品 
家具 ○   ネパール国産 
出典：調査団作成 

2) 機材 

機材調達先は原則としてネパールもしくは日本とする。しかしながら、これら両国製品に

限定してしまうことで入札における競争を阻害し公正な入札の実施の妨げとならないよう

製造業者が限られている機材については第三国調達を詳細設計段階にて検討する。 

表 3-26 機材の調達国 

No. 機材名 
調達国 

備考 
現地 日本 第三国 

1 CT  ◎ 〇  
2 C アーム  ◎ 〇  
3 X 線撮影装置  ◎ 〇  
4 麻酔器  ◎ 〇  
5 無影灯  ◎ 〇  
6 手術台  ◎ 〇  
7 ベッド  ◎ 〇  
8 ICU ベッド  ◎ 〇  
9 高圧蒸気滅菌器  ◎ 〇  
10 MRI  〇 ◎  
11 超音波診断装置  ◎ 〇  
12 人工呼吸器  ◎ 〇  
13 血液冷蔵庫  ◎ 〇  

出典：調査団作成 
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3-2-4-7 初期操作指導・運用指導等計画 

(1) 施設初期操作指導 

施設（建築、設備及び電気）の初期操作指導は、施設工事を請け負った建築工事業者によって、

竣工時までに建築工事業者及び設備工事業者の派遣する技師・技術者により使用者を対象に、

施設の安全で適切な稼働及び維持管理が行われることを目的に行われる。 

(2) 機材初期操作指導 

機材の初期操作指導は、調達機材の搬入・据付時に機材調達業者の派遣する技師・技術者によ

り使用者を対象に全機材について行う。指導内容は操作方法、取り扱いに関する注意事項及び

日常点検、トラブルシューティング、また定期的な保守管理等も含まれるものとする。機材が

長期に渡り良好な状態に保たれるよう使用前、使用後の点検内容については十分に指導を行う。 

3-2-4-8 ソフトコンポーネント計画 

本事業においてソフトコンポーネントは計画していない。 

3-2-4-9 実施工程 

事業実施工程表（案）を以下に示す。 

 
出典：調査団作成 

図 3-35 業務実施工程表（案） 

3-2-5 安全対策計画 

本案件のサイト内全般の安全管理上の監視、サイト内への入出管理、資機材置き場等の盗難防

止、機械作業に伴う労働災害事故防止等のために警備員3名を配置し、24時間体制で警備する。 

  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

閣議（2023年5月）

交換公文締結（E/N）

無償資金拠出協定締結（G/A）

コンサルタント契約

現地調査-入札図書作成-承認 　

公示-業者契約

準備・仮設工事

山留工事

土工事

地業工事・地階基礎・地階躯体工事

地上階基礎・地上階躯体工事

仕上げ工事

設備（電気・給排水、空調換気）工事

外構工事

試運転調整

検査・引渡し（手直し補修、撤去含む）

機器製作

製品検査/出荷前前検査/船積み前機材照合検査

船積み/海上輸送/内陸輸送/積み降ろし

機材の据付工事、調整・試運転、初期操作指導、運用指導等
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3-3 相手国側負担事業の概要 

プロジェクト実施におけるネパール側の分担事業は、表 3-23 で述べたとおりである。以下に主

要な項目を記述する。 

3-3-1 事業実施前 

 建設工事の開始前に、工事の支障となる既存施設（基礎を含む）、構造物・機材、樹木

等を撤去、移設し、整地を行う。 
 建設工事用の仮設電力、及び仮設給水管の敷設工事を行い、取口を確保する。 
 建築許可手続きを行い、関連する許認可を取得する。 
 環境影響評価にかかる必要な手続きを行い、関連する許認可を取得する。 
 本プロジェクトの実施に必要な給水、電力、通信等ユーティリティの計画敷地までの引

き込みを行う。 
 実施設計及び入札管理業務期間においてコンサルタントの日本人技術者の査証取得手

続き支援（招聘状の発行）を行う。 

3-3-2 事業実施中 

 本プロジェクトの実施に必要な許可、免許等を遅滞なく発行する。 
 環境関連許認可の内容に従って、必要な環境モニタリング活動等を実施する。 
 必要に応じ施設内の一般家具、カーテン・カーペット等の購入及び設置工事を行う。 
 必要に応じ敷地内の造園工事、植樹工事を行う。 
 工事期間においてコンサルタント及び施工・機材調達業者の日本人技術者及び第三国技

術者の査証取得手続き支援（招聘状の発行等）を行う。 

3-3-3 事業実施後 

 環境関連許認可の内容に従って、必要な環境モニタリング活動を実施する。 
 施設、機材の維持、管理、運営に要する実施体制を構築する。 
 施設、機材の維持、管理、運営に要する費用を確保する。 

本事業の相手国側分担事業については、本プロジェクトを円滑に実施するため、その内容、ス

ケジュール等について、ネパール側へ十分な説明を行い、理解を求める。 

事業実施前の各種準備に要する予算は、保健人口省によって確保される予定である。本プロジェ

クトを事業実施工程計画とおりに進めるためには、ネパール側の負担事項が予定とおりに実施

されることが前提になっており、この重要性については協力準備調査時にコンサルタント側か

らも具体的に説明している。この件に関しては日本側からも進捗状況をモニタリングしていく

必要がある。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 運営管理方針 

3-4-1-1 組織体制 

本計画実施における主管庁は保健人口省で、担当部署は保健調整部である。しかしドゥリケル

病院自体は保健調整部のみの管轄ではなく、保健人口省の 5 つの部全ての管轄下にあるとの説

明があった。運営予算は、保健セクター予算が保健人口省、州保健局地方保健局および保健関

連支出の提供に関与する他省庁への割り当てに分配される。また、保健人口省予算、州保健予

算、地方保健予算を合算したものが保健セクター予算として扱われる。本計画の対象施設は保

健人口省予算から配分されている。 
Minister

保健大臣

部　Division 局　Departments

保健ｻｰﾋﾞｽ局
Department of 

Health Service

総務部
Administrative 

Division

人口管理部
Population 

Management 

Division

保健調整部
Health 

Coordination
Division

品質管理・

規制部
Quality 

measurement and 
Regulation  Division

政策計画・モ
ニタリング部

Policy, Planning and 
Monitoring Division

ｱﾕｰﾙｳﾞｪｰﾀﾞ・

代替医療局
Department of 
Ayurveda and 

Alternative 
medicine

薬品管理局
Department of 

Drug 
Administration

Secretary
事務次官

保健緊急・災

害対策ﾕﾆｯﾄ
Health emergency 

and disaster 
management unit  

出典：Annual Report、質問票をもとに調査団作成 

図 3-36 保健人口省組織図 

3-4-1-2 人員配置 

2021 年時点のドゥリケル病院で勤務する医師は 231 名、看護師は 318 名で、その他コメディ

カル、事務職員など合わせた全職員の人数は 1,302 名である。 医師 231 名のうち専門医資格を

もつ医師が 126 名おり内訳は表 3-27 のとおり。維持管理では、院内に維持管理担当部局があり

施設管理は電気技師、機材は臨床工学技士がそれぞれに配属されており、施設および機材の修

理、保守など維持管理を担っている。 

外傷・救急医療センターの設立に際し、ドゥリケル病院は既存の医師やコメディカル等の 10％
増員を計画しており、新施設の運営および維持管理に対応予定である。 

表 3-27 ドゥリケル病院の専門医師数 

部署 医師数 部署 医師数 
外科 14  皮膚科 4 
内科 12  精神科 4 
産婦人科 8  麻酔科 10 
小児科 8  放射線科 7 
整形外科 8  法医学 3 
心臓血管外科 2  一般開業医 6 
歯科 18  病理医 5 
耳鼻咽喉科 6  微生物 4 
眼科 4  生化学 3 
出典：ドゥリケル病院 
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外傷・救急医療センターに配置する人材は表 3-28 のとおり。既存の救急部、外傷・整形外科部

門の医師や看護師は当センターに配置する。また、当センター運営開始後、初期の段階では、

医師や看護師など一部のスタッフは本棟と共有することを予定している。疾患の種類によって

は、他の専門医による診療が必要となる可能性もある。その場合には、本棟に配属されている

各科専門医の協力を依頼する。 

表 3-28 外傷・救急医療センターの人材配置 

職種 人数 
整形外科医 5 
外傷外科医 5 
一般外科医 5 
脳神経外科医 2 
心臓胸部血管外科 1 
内科医 4 
麻酔科医、重症患者用の医師 8 
医師（Medical Officer） 20 
看護師 118 
医療補助員  10 
検査技師 6 
放射線技師 3 
理学療法士 2 
薬剤師 3 
医療工学技師 1 
救急救命士 6 
救急車運転手 3 
その他職員（事務員、清掃員、警備員など） 18 
合計 220 
出典：ドゥリケル病院 

3-4-1-3 予算及び財源 

ドゥリケル病院は保健省および教育省からの補助金、ドナーからの寄付、患者からの診療報酬、

医学校の学生からの学費で運営されており、2019/2020 の年間の予算規模は約 28 億ネパール

ルピー（約 31 億円）である。また、表 2-2 に示すとおり、カトマンズ大学は別途、教育省から

大学補助金を受給しており、この大学補助金の一部もドゥリケル病院の運営に充てられている。 

  



3-63 

表 3-29 ドゥリケル病院の損益計算書（2018/2019 年-2019/2020 年 単位：千ルピー） 

 項目 2018/2019 年 2019/2020 年 増加率 
A.直接収入 
 授業料等 641,910 579,153 90% 
 診療報酬等 829,100 929,100 112% 
 アウトリーチプログラム 12,434 16,016 129% 
 研究関連 95,987 172,949 180% 
小計 1,579,431 1,697,218 107% 
B.その他収入 
 地域プログラム 15,965 14,188 89% 
 他組織との連携 53,230 53,230 100% 
 贈与、支援 40,818 46,640 114% 
 利息 15,000 18,000 120% 
小計    
C.資本収益 
 海外団体/贈与、支援 242,163 373,080 154% 
 政府予算/前年度繰越 105,000 194,498 185% 
 海外団体/贈与、支援 207,363 76,484 37% 
 政府予算/前年度繰越 45,000 50,000 111% 
小計 599,555 694,062 116% 
収入合計（A+B+C） 2,304,000 2,523,337 110% 
D.支出 
 給与・報酬/研究プログラム 390,920 411,783 105% 
 給与・報酬/診療報酬 455,359 526,323 116% 
 医療関連活動支出 536,610 585,450 109% 
 研究関連活動支出 132,799 140,221 106% 
 経営管理支出 73,743 69,093 94% 
 Corps 資金引当金 53,230 53,230 100% 
 休暇準備金 19,000 21,000 111% 
支出合計 1,661,660 1,807,099 109% 
E.その他支出 
 コニュニティー支援支出 69,257 37,082 54% 
 研究活動支援支出 62,103 69,179 111% 
その他支出合計 131,360 106,261 81% 
F. 資本支出 
 土地/開発 50,000 30,000 60% 
 建設 111,780 86,400 77% 
 建設（海外団体） 111,343 100,224  
 建設（前年度繰越支出） 65,016 146,880  
 建設（政府支出） 95,001 150,998 104% 
 医療/教育機器 145,978 286,006 196% 
 その他資産 50,000 50,214 100% 
 車両（海外団体） 10,000 6,000 60% 
 家具 2,644 4,000 151% 
 コンピューター（付属品） 1,892 5,016 265% 
資本支出合計 643,654 865,828 135% 
支出合計 2,436,674 2,779,189 114% 
  (132,674) (255,852) -193% 
出典：ドゥリケル病院（2022 年統計） 
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3-4-2 施設・機材維持管理計画 

3-4-2-1 施設 

ドゥリケル病院の施設・設備機器に係る維持管理は、建築、空調、電気、給排水衛生に関する

専門技術者で構成される施設維持管理部門が日常的な点検や修繕を行っている。新設する外傷・

救急医療センターには非常発電設備や医療ガス設備等を設置することとなるが、既存施設にも

同様の施設・設備があり、適切に維持管理が行われていることから、施設の維持管理に関する

技術支援等は必要ない。 

3-4-2-2 機材 

本計画で調達予定の機材はいずれもネパール国内で普及しており、ドゥリケル病院においても

仕様は異なるが同等の既存機器があり、機材の運用に関して技術的問題はないと考える。MRI、

CT、一般X線撮影装置など画像診断機器は、検査実施や診断に際し放射線科専門医（Radiologist）

と放射線技術者（Radiographer）の従事が欠かせない。ドゥリケル病院では放射線科医が 7 名、

放射線技術者が 3 名配置されており、本計画での機材調達に併せてさらなる増員を計画してい

る。機材調達後の運用に問題はないと考える。 

通常、CT や X 線撮影装置など維持管理コストが高価となる医療機材について、ネパールでは

購入時に包括的保守契約（CMC : Comprehensive Maintenance Contract）もしくは年間保守

契約（AMC : Annual Maintenance Contract）を含めた機器供給契約を締結する場合が多い。

これら保守契約に基づき、現地代理店が各医療施設の保守部門の協力を得ながら、保守サービ

スを提供している。 

3-5 プロジェクトの概略事業費 

3-5-1 協力対象事業の概略事業費 

3-5-1-1 日本国側負担事業費 

施工・調達業者契約認証まで非公表。 
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3-5-1-2 ネパール国側負担事業費 

費 目 概算事業費
（NPR） 

備考 

(1) 敷地準備などに必要な費用   
1) 敷地準備（解体撤去、移設、整地） 1,146,000 8,460m2×NPR135.51 
2) 水道引き込み工事 500,000 排水管 50A x 10m 
3) 電気引き込み工事 2,500,000 引込線 3φ4W11KV50Hz x 80m 
4) 通信引き込み工事 1,500,000 CPEV0.65-30P（PVC50φ）x 120m 
5) インターネット引込工事 1,200,000 Optical Cable SM-24C（PVC50φ）x 120m 

(2) 建設関連各種申請手続き 1,401,000 床面積約 6,486m2×NPR216 
(3) 環境社会配慮関連 2,682,000 環境モニタリング（工事後）USD 21,000 
(4) 家具調達・設置工事 8,063,000 机、椅子、ロッカー、仮眠用ベッド等 
(5) 銀行取極めにかかる手数料 2,803,000 

59,000 
Advising Commission：総事業費の 0.1％ 
Payment Commission：支払額の 0.1％か
つ上限 4,500 円（コンサルタント 7 回、
施工業者 4 回、機材商社 3 回想定） 

合計 
換算レート： NPR1=JPY1.0702 
  USD1=JPY136.72 

21,854,000 円換算：20,420,000 円 

3-5-1-3 積算条件 

積算時点： 2022 年 9 月 

為替交換レート： 2022 年 6 月 1 日から 2022 年 8 月 31 日までの 3 ヶ月平均レート 

1 ネパールルピー＝1.0702 円 
1 米ドル＝136.27 円 

施工期間： 22.5 ヶ月 

その他： 本計画は、日本国政府の無償資金協力制度に基づき実施される。積算は、日本国政府

の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。なお、本事業は予備的経費を想定した案件

となっている。但し、予備的経費の適用及びその経費率については外務省によって別途決定さ

れる。 

3-5-2 運営・維持管理費 

3-5-2-1 光熱費 

本施設における各設備のランニングコスト（水道光熱費等）を試算すると以下のとおりとなる。 

(1) 電気料金 

条件 
大需要電力  350 kw  

負荷率  0.3   
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電力会社料金体系 ネパール電力会社 NEA 料金表 11KV 受電） 
従量料金    
午後 5 時 - 午後 11 時（Peak Time） 13.50 NPR /kwh  
午前 5 時 - 午後 5 時 (Normal Time) 12.25 NPR /kwh  
午後 11 時 - 午前 5 時 (Night Time) 7.25 NPR /kwh  
課徴金           電力量 kwh ×180 NPR/KVA  

月間電気料金 
従量料金 350kw×180 時間/月×13.50 NPR /kwh 

350kw×360 時間/月×12.25 NPR /kwh 
350kw×180 時間/月× 7.25 NPR /kwh 

= 
= 
= 

850,500 NPR /月 
1,543,500 NPR /月 
456,750 NPR /月 

課徴金 500KVA (350x1.2= 420 ∾ 500) × 180 = 90,000 NPR 
合計 2,940,750 NPR /月 ⇒ 2,941,000 NPR /月 

年間電気料金 
2,941,000 NPR /月 × 12 月/年 = 35,292,000 NPR /年 

(2) 電話・情報料金 

携帯電話利用料 30,000 NPR /月 
固定電話利用料 20,000 NPR /月 
年間電話料金 50,000 NPR /月 × 12 ヶ月 =  600,000 NPR /年 

(3) 上水道料金 

大日使用水量 
日 大使用水量 50 m3/日 

料金表（水道局 Dhulikhel Drinking Water Supply System による） 
水道料金 91 NPR /m3 

年間上水道料金 
50m3/日 × 365 日/年 × 91 NPR /m3 ≒ 1,661,000 NPR／年 

(4) 下水道料金 

料金表（下水道局 Dhulikhel Municipality による） 
下水道料金 2,500 NPR /日 

年間下水道料金 
2,500 NPR /日 × 365 日/年 × ≒ 913,000 NPR／年 

(5) 発電機燃料料金 

発電機仕様 出力 350KVA×2 台 3 相 4 線 400V 50HZ (ディーゼル軽油) 
 燃料使用量 72.77 ℓ／時間 
想定使用量 月間想定運転時間 1.3 時間／月 
ディーゼル軽油単価  178.00 NPR／ℓ 
年間燃料費用 72.77L/時間×1.3 時間／月×12 ヶ月／年 

×178.00 NPR／L≒ 
 
203,000 NPR／年 
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3-5-2-2 施設維持管理経費 

本施設の維持管理費を試算すると以下のとおりとなる。 

(1) 施設修繕費 

 年間修繕費（NPR） 
照明機器 1,500,000 
一般空調機器 400,000 
衛生機器 1,500,000 
内外装補修 5,200,000 
合計 8,600,000 NPR/年 

(2) 浄化槽メンテナンス費 

定期検査及び故障対応  525,000 NPR／年 

(3) エレベーター維持管理 

定期検査及び故障対応  525,000 NPR／年 

(4) 発電機維持管理 

定期検査及び故障対応  400,000 NPR／年 

3-5-2-3 機材維持管理経費 

本プロジェクトで調達予定の機材に対して、維持管理費が想定される機材の年間維持管理費は

表 3-30 のとおりである。さらに調達予定機材に保守契約（定期点検、オンコール対応、修理部

品交換代）付帯をする場合に必要な経費は表 3-31 のとおり。保守契約は製造業者によって必要

となる費用は異なる。 

表 3-30 調達機材に対する維持管理経費 

No 機材名 維持管理部品・費用 調達台数 合計金額 
1 CT 造影剤＋シリンジ 300,000 円 

ドライフィルム 100,000 円 1 400,000 円 

8 高圧蒸気滅菌器 ガスケット 55,000 円 
インクリボン 10,000 円 
記録用紙 45,000 円 
ソフナー 10,000 円 
レジン 45,000 円 
パッキン 50,000 円 

1 215,000 円 

9 麻酔器 電極 30,000 円 
バルブ＋チャンバー 60,000 円 3 270,000 円 

10 MRI 造影剤＋シリンジ 300,000 円 1 300,000 円 

合計 
換算レート：NPR1=JPY1.0702 

1,095,000 円/年 
NPR1,023,000/年 

出典：調査団作成 
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表 3-31 調達機材に対する保守付帯年間契約金額 

対象機材 年間契約金額 対象機材 年間契約金額 

日本製 

CT 15,000,000 円 

第三国製 

CT 5,000,000 円 
C-arm 2,500,000 円 C-arm 1,000,000 円 
一般X 線撮影装置 2,500,000 円 一般X 線撮影装置 1,000,000 円 
MRI 12,000,000 円 MRI 5,000,000 円 

合計 
換算レート：NPR1=JPY1.0702 

32,000,000 円 合計 
換算レート：NPR1=JPY1.0702 

12,000,000 円 
NPR29,900,000 NPR11,212,000 

出典：調査団作成 

3-5-2-4 年間想定維持管理費 

上記から、年間想定維持管理費は以下のとおりである。 

表 3-32 年間想定維持管理費 

項目 年間料金 
（NPR） 

VAT（13%） 
（NPR） 

合計 
（NPR） 

(1) 光熱費    
1) 電気料金 35,292,000 4,587,960 39,879,960 
2) 電話・情報料金 600,000 78,000 678,000 
3) 上水道料金 1,661,000 215,930 1,876,930 
4) 下水道料金 913,000 118,690 1,031,690 
5) 発電機用燃料料金 203,000 26,390 229,390 

  小計(1) 43,695,970 
(2) 施設維持管理経費    

1) 施設修繕費 8,600,000 1,118,000 9,718,000 
2) 浄化槽メンテナンス費 525,000 68,250 593,250 
3) エレベーター維持管理 525,000 68,250 593,250 
4) 発電機維持管理費 400,000 52,000 452,000 

  小計(2) 11,356,500 
(3) 機材維持管理経費    

1) 維持管理費 1,023,000 132,990 1,155,990 
2) 保守付帯契約（日本製機材） 29,900,000 3,887,000 33,787,000 

  小計(3) 34,942,990 
  合計(1)＋(2)＋(3) 89,995,460 
出典：調査団作成 
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第4章 プロジェクトの評価 

4-1 事業実施のための前提条件 

本事業を円滑に進めるに当たり、3-3 に記したネパール側による分担事業が、協力対象事業の工

事開始前及び工事期間中の適切な時期に確実に実施されることが重要である。 

4-2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

協力対象事業の実施により、救急部門、画像診断部門、手術部門、集中治療室を含む外傷・救

急医療センターが建設され、関連する医療機材が整備される。これらの日本側の投入を活用し、

外傷・救急患者に対する医療サービスの強化を図り、第三次医療施設としての役割を果たすた

めに、ネパール側が投入し、取り組むべき事項は以下のとおりである。 

4-2-1 外傷・救急医療センターの整備に伴う人員配置 

本計画施設は、ドゥリケル病院の既存人員及び将来雇用する人員によって運営される。本計画

施設運営の直接の責任者としてセンター長を配置する。維持管理については既存の人員での対

応を予定している。既存人員の兼任・再配置、新規雇用者の資格要件、人数、配属等の詳細な

人員配置を計画し、確実に実行される必要がある。 

4-2-2 施設・機材の運営維持管理予算の確保 

本計画施設及び機材の運営維持管理予算はドゥリケル病院が確保する。ドゥリケル病院の運営

予算は、保健省および教育省からの補助金、ドナーからの寄付、患者からの診療報酬及び医学

校の学生からの学費で構成されている。協力準備調査期間にネパール側より示された

2018/2019 年度及び 2019/2020 年度の年次収支報告書から、本計画施設・機材の運営維持管理

に必要な収支が期待できることを確認できた。協力対象事業完了年の 2026 年以降も継続して

良好な予算措置が行われる必要がある。 

4-2-3 施設・機材の運営維持管理の実施 

ドゥリケル病院では施設維持管理部門が施設・設備機器に関する日常的な点検や修繕を行って

おり、適切に維持管理が行われている。新設する外傷・救急医療センターの維持管理にも十分

対応できると判断できる。 

医療機材においては、施設維持管理部門による日常的な管理と外部委託メンテナンスの活用を

組み合わせて維持管理を行う。一般的な機材は、良好な状態を継続して保全するために操作マ

ニュアル等に従った日常点検の実施が求められる。医療従事者と施設維持管理部門による日常

点検、外部委託による専門業者の定期点検、部品交換・調整の実施が求められる。必要に応じ

て年間維持管理契約を締結のうえ、安全かつ効率的な機材の稼働に留意することが求められる。 
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4-2-4 環境モニタリングの実施 

ネパール側の策定する環境影響評価とその環境管理計画を踏まえ、環境モニタリングを継続的

に実施のうえ、JICA に定期的に報告することが求められる。モニタリングは、JICA が定める

環境社会配慮ガイドラインに合致する影響項目、モニタリング項目、測定方法、確認内容に従っ

て実施し、本計画施設及び機材が適切に使用され、周辺地域に対して重大な環境汚染脅威となっ

ていないことを確認する。 

4-3 外部条件 

プロジェクトの効果が発現、持続するための外部条件は以下のとおりと考えられる。 

4-3-1 ネパールの国家開発計画及び保健セクターの政策・戦略が大幅に変更しない 

表 4-1 に示すとおり、ネパール国の保健政策では、外傷・救急サービスの質やアクセス向上が

重点項目の一つとして挙げられている。これらの政策に基づき、2021 年時点で保健人口省は、

全国 10 か所程度の既存病院を対象に、外傷・救急医療に必要な医療機材を整備し、外傷セン

ターとして機能するようアップグレードすることを計画している。協力対象事業の枠組みは、

これらの開発計画や保健政策の要請に従って組み立てられており、本計画の目標達成のために

は、これらの施策の継続が重要となる。 

表 4-1 保健関連上位計画・政策等 

上位計画・政策等 内容 

第 15 次 5 か年国家開発計画
（2019/20－2023/24） 

保健セクターの目標として「すべてのレベルにおける保健システムを強化・拡大し、全国民
の質の高い保健サービスへのアクセスを確保すること」があげられている。 

国家保健計画 2019 「連邦制のもと、社会的公正、良好なガバナンスに基づき保健システムを開発・拡大し、
すべての国民の質の高い保健サービスへのアクセス・利用を確保すること」が目標。方針の
1 つが、基本的救急医療サービスへのアクセスの確保。主要幹線道路での交通事故に
対し、迅速な治療の提供のため外傷センター建設が戦略としてあげられている。 

保健セクター戦略 

（2015-2020） 

「公衆衛生上の緊急事態のマネジメント強化」が成果の 1 つ。その活動に外傷センター設
立および救急マネジメントセンター設立が含まれている。 

出典：ネパールの上位計画・政策等に基づき調査団作成 

4-3-2 世界全体における極端かつ長期の物価高騰が発生しない 

現時点で、世界の情勢不安により原油及び物価の高騰を招く要因があることは否定できず、そ

のような事態に陥った場合は事業実施に影響が出る可能性がある。また極端に円安が進む場合

も事業予算が不足する可能性がある。 

4-3-3 ネパールの政治経済状況が極度に悪化しない 

ネパールは連邦民主共和制の国家であり、政治・社会は安定している。新憲法の交付以降 2 回

目となる選挙が 2022 年 11 月に行われる予定であり、治安の悪化があれば事業実施への影響は

否めない。経済面では上記の世界的な経済状況の変化に伴い、ネパールの経済状況が極度に悪

化しないことが必要である。 
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4-4 プロジェクトの評価 

4-4-1 妥当性 

4-4-1-1 広域な診療圏 

ドゥリケル病院はバグマティ州の東側 6 郡（人口約 160 万人）を主な診療圏としている。加え

て、南部タライ地域の 10 郡（人口約 630 万人）およびバグマティ州の西側 5 郡（人口約 325
万人）からも患者が来院している。同病院から北東方向の中国国境付近および南部方向のジャ

ナクプルまでの道路には外傷、救急患者の診療を行う十分な人材、設備が整った医療施設がな

いことから、同病院はバグマティ州東側の外傷及び救急医療の要となっている。広域な診療圏

を持つ同病院に外傷・救急医療センターが設立されることで、質の高い外傷・救急医療サービ

スを提供することが可能となり、広く住民に裨益する支援となることが期待される。 

4-4-1-2 教育病院としての役割 

同病院はカトマンズ大学医学校の学生に対する教育を行う教育病院としての役割も担っている。

外傷・救急医療センター設立後は、当センターを活用し、学生に対する外傷・救急医療にかか

る教育を行うことを予定している。学生への教育の幅を広げ、不足している外傷・救急医療の

専門人材の育成にも貢献することが期待される 

これらのことから、我が国無償資金協力による協力対象事業の実施は妥当であると判断できる。 

4-4-1-3 ネパールの保健政策との整合性 

4-3-1 で述べたとおり、本事業は、同国の上位計画および保健政策に合致しており、国民の質の

高い外傷・救急医療サービスへのアクセス向上に寄与することが期待される。 

4-4-1-4 我が国の援助政策との整合性 

我が国は対ネパール国別開発協力方針（2021 年 9 月）で、①経済成長及び貧困削減、②防災及

び気候変動対策、③ガバナンスと民主化の強化を重点分野（中目標）として掲げている。事業

展開計画（2021 年 9 月）では、中目標①経済成長及び貧困削減の開発課題 5 に保健セクター強

化をあげ、救急医療体制の整備及び医療従事者の育成を課題としている。本事業の実施により

期待されるドゥリケル病院の医療サービスの強化は我が国の援助政策と整合している。 

4-4-2 有効性 

協力対象事業実施による直接効果（アウトプット）及びプロジェクト全体計画の実施により将

来達成が期待される効果（アウトカム）に関する効果指標を以下に記す。指標の基準年は 2021
年とし、目標年は施設建設及び機材供与完了予定の 2026 年から 3 年後の 2029 年として、定量

的指標と定性的指標を提案する。 

4-4-2-1 定量的効果 

定量的指標を、「外傷・救急外来患者数（人/年）」、「外傷・救急入院患者数（人/年）」及び

「CT 検査数（件/年）」とし、表 4-2 のとおり基準値と、目標値を設定する。 
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表 4-2 定量的効果の指標 

定量的指標 
基準値 

（2021 年） 

目標値 

（事業完成 3 年後） 

外傷・救急外来患者数（人/年） 21,665 31,000 

外傷・救急入院患者数（人/年） 2,847 4,000 

CT 検査数（件/年） 6,987 10,000 

出典：ドゥリケル病院との協議に基づいて調査団作成 

評価指標の項目について先方と協議し、基準値となるベースラインデータを収集した。目標値

にはドゥリケル病院が想定している数値を記載している。CT 検査件数は、既存機材による検査

数を含めて検討した。 

4-4-2-2 定性的効果 

(1) 外傷・救急医療専用の施設、医療機材が整備されることにより、質の高い外傷・救急医療サー

ビスが提供される。 

本事業により外傷・救急医療専用の救急部門、画像診断部門、手術部門、集中治療室が整備さ

れることにより、医療サービスの質が大きく向上すると考えられる。 

(2) 医学部生や医療従事者に対し、外傷・救急医療の研修が実施されることにより、当該分野の人

材育成が強化される。 

外傷・救急医療センターに整備される、カンファレンスホール及び図書室で座学研修が、病棟

部等で臨床研修が実施されることにより、外傷・救急医療の人材育成が強化されることが期待

できる。 



資料-1 調査団員・氏名

氏名 担当業務 所属 

宮野 智希 業務主任者／建築計画 1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

宮武 一弘 副業務主任者／建築計画 2 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

加藤 累 建築設計／自然条件調査（前任） 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

桜井 郁也 建築設計／自然条件調査（後任） 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

田久保 達也 構造設計 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

柏井 善夫 斜面対策計画・設計（前任） 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

亀田 貴文 斜面対策計画・設計（後任） 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

貝瀬 博幸 設備設計 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

重里 輝夫 施工計画／積算 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

阿部 一博 機材計画／維持管理計画 株式会社国際テクノ・センター 

松末 昌士 調達計画／積算 株式会社国際テクノ・センター 

鈴木 裕子 保健計画（前任） 株式会社国際テクノ・センター 

飯島 一徳 保健計画（後任） 株式会社国際テクノ・センター 

黒木 浩則 環境社会配慮 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

栫 愛梨 業務調整／施工計画・積算補佐（前任） 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

宮下 登麻 業務調整／施工計画・積算補佐（後任） 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

上野 彰太 業務調整／施工計画・積算補佐（後々任） 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

栁 皓成 建築設計補佐 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 
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資料-2 調査行程

第 1 回現地調査 2021 年 4 月 7 日（水）～2021 年 5 月 23 日（日）（1名のみ 5 月 30 日まで） 

氏名 担当業務 所属 

宮野 智希 業務主任者／建築計画 1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

宮武 一弘 副業務主任者／建築計画 2 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

加藤 累 建築設計／自然条件調査 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

柏井 善夫 斜面対策計画・設計 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

黒木 浩則 環境社会配慮 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

宮下 登麻 業務調整／施工計画・積算補佐 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

日 程 行 程

4 月 7 日（水） 成田発、カトマンズ着

4 月 8 日（木）～ 
4 月 16 日（金） 一時隔離

4 月 17 日（土） 資料整理、団内協議

4 月 18 日（日） ドゥリケル病院に表敬訪問、サイト状況調査

4 月 19 日（月） 現地施工業者に施工事情の聞き取り、保健人口省、教育科学技術省に表敬訪問

4 月 20 日（火） 既存病院の視察（パロパカール病院、ナショナルトラウマセンター、トリブバン大学教育病院）

4 月 21 日（水） ドゥリケル病院に施設要望の聞き取り

4 月 22 日（木） ドゥリケル病院に機材要望の聞き取り

4 月 23 日（金） 既存病院の視察（メディシティ病院）、JICA 本部とオンライン会議 
4 月 24 日（土） 団内協議、ドゥリケル病院とオンライン会議

4 月 25 日（日） 現地施工業者に施工事情の聞き取り、保健省及びドゥリケル病院とオンライン会議

4 月 26 日（月） 現地施工業者に施工事情の聞き取り、JICA 本部とオンライン会議 
4 月 27 日（火） 既存病院の施設（ビル病院）、JICA 本部とオンライン会議、PCR 検査 
4 月 28 日（水） 保健省及びＪＩＣＡ（オンライン）と M/D 協議、調印 

4 月 29 日（木） 調査団 6 名の内 4 名が PCR 検査陽性のため自己隔離、また残りの 2 名も濃厚接触者として

自己隔離

4 月 30 日（金）～ 
5 月 21 日（金） 国際線運航休止による待機

5 月 22 日（土） カトマンズ発（5 月 21 日に再度 PCR 検査陽性となった 1 名は 5 月 29 日発）

5 月 23 日（日） 成田着（再度 PCR 検査陽性となった 1 名は 5 月 30 日着） 

第 2 回現地調査 2021 年 9 月 8 日（水）～2021 年 10 月 4日（月）（団員のうち、1 名は 9月 24 日、1 名

は 26 日、1 名は 29 日まで） 

氏名 担当業務 所属 

宮野 智希 業務主任者／建築計画 1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

加藤 累 建築設計／自然条件調査 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

柏井 善夫 斜面対策計画・設計 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

貝瀬 博幸 設備設計 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

重里 輝夫 施工計画／積算 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

松末 昌士 調達計画／積算 株式会社国際テクノ・センター 

黒木 浩則 環境社会配慮 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

宮下 登麻 業務調整／施工計画・積算補佐 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 
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日 程 行 程

9 月 8 日（水）～ 
9 月 9 日（木） 成田発、ドーハ経由、カトマンズ着

9 月 9 日（木）～ 
9 月 18 日（土） 一時隔離

9 月 19 日（日） 資料整理、団内協議

9 月 20 日（月） ドゥリケル病院と施設、機材関連の打ち合わせ、サイト状況調査、現地コンクリートプラントに施

工事情の聞き取り

9 月 21 日（火） 保健人口省、都市開発省に許認可に関する聞き取り、現地施工業者に施工状況の聞き取り

9 月 22 日（水） ドゥリケル病院のインフラ供給状況の確認、保健計画に関する打ち合わせ、現地施工業者に施

工状況の聞き取り

9 月 23 日（木） EIA 実施に関連するステークホルダー会議の実施、現地建材商社に施工状況の聞き取り 
9 月 24 日（金） ドゥリケル病院と T/N 協議 
9 月 25 日（土） JICA 本部とオンライン会議、資料整理、団内協議 
9 月 26 日（日） ドゥリケル病院と T/N 協議、井戸掘削地点の確認 
9 月 27 日（月） 保健省、JICA 本部と M/D 協議、調印 
9 月 28 日（火） JICA 本部、ネパール事務所とオンライン会議、ドゥリケル病院と T/N 協議、調印 
9 月 29 日（水） 在ネパール日本大使館、JICA 本部、ネパール事務所とオンライン会議 
9 月 30 日（木） 資料整理、自己隔離（PCR 検査 2 日前） 
10 月 1 日（金） 資料整理、自己隔離（PCR 検査 1 日前） 
10 月 2 日（土） 資料整理、PCR 検査 
10 月 3 日（日）～

10 月 4 日（月） カトマンズ発、ドーハ経由、成田着

第 3 回現地調査 2022 年 9 月 11 日（日）～2022 年 9 月 17 日（月）（1 名のみ 9 月 21 日まで） 

氏名 担当業務 所属 

宮野 智希 業務主任者／建築計画 1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

加藤 累 建築設計／自然条件調査 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

亀田 貴文 斜面対策計画・設計 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

貝瀬 博幸 設備設計 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

重里 輝夫 施工計画／積算 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

阿部 一博 機材計画／維持管理計画 株式会社国際テクノ・センター 

上野 彰太 業務調整／施工計画・積算補佐 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

栁 皓成 建築設計補佐 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

日 程 行 程

9 月 11 日（日） 成田発、カトマンズ着

9 月 12 日（月） ドゥリケル病院と施設、機材関連の打ち合わせ、サイト状況調査、井戸状況確認

9 月 13 日（火） 保健人口省及び現地施工業者への聞き取り、サイト状況調査

9 月 14 日（水） 保健人口省及び現地施工業者への聞き取り、サイト状況調査

9 月 15 日（木） 保健省、JICA 本部と M/D 協議、調印 
9 月 16 日（金） カトマンズ発 調達事情調査

9 月 17 日（土） 成田着 調達事情調査

9 月 18 日（日） 調達事情調査
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9 月 19 日（月） 調達事情調査

9 月 20 日（火） カトマンズ発

9 月 21 日（水） 成田着

第 4 回現地調査 2023 年 2 月 18 日（土）～2023 年 2 月 26 日（日） 

氏名 担当業務 所属 

吉田 友哉 団長 独立行政法人国際協力機構 

インクラン アンナ 協力計画 独立行政法人国際協力機構 

宮野 智希 業務主任者／建築計画 1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

阿部 一博 機材計画／維持管理計画 株式会社国際テクノ・センター 

日 程 行 程

2 月 18 日（土） 成田発、カトマンズ着

2 月 19 日（日） 資料整理、団内協議

2 月 20 日（月） JICA ネパール事務所と会議、M/D 案の検討・作成 
2 月 21 日（火） ドゥリケル病院へ準備調査報告書（案）説明

2 月 22 日（水） 保健省と M/D 協議 
2 月 23 日（木） JICA ネパール事務所へ報告 
2 月 24 日（金） 保健省、JICA 本部と M/D 協議、調印 
2 月 25 日（土） カトマンズ発

2 月 26 日（日） 成田着

第 5 回現地調査 2023 年 6 月 17 日（土）～2023 年 6 月 21 日（水） 

氏名 担当業務 所属 

宮野 智希 業務主任者／建築計画 1 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

櫻井 郁也 建築設計／自然条件調査 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

田久保 達也 構造設計 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

亀田 貴文 斜面対策計画・設計 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

重里 輝夫 施工計画／積算 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 

栁 皓成 建築設計補佐 株式会社伊藤喜三郎建築研究所 

日 程 行 程

6 月 17 日（土） 成田発、カトマンズ着

6 月 18 日（日） サイト状況調査

6 月 19 日（月） サイト状況調査

6 月 20 日（火） JICA ネパール事務所へ報告、カトマンズ発 
6 月 21 日（水） 成田着
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資料-3 関係者（面談者）リスト

1. Dhulikhel Hospital

Prof. Dr. Ram Kantha Makaju Shrestha : Chairperson, Hospital Committee 

Prof. Dr. Rajendra Koju : Dean, School of Medical Sciences, Kathmandu 

University 

Prof. Dr. Ramesh Makaju : Administrative Director, Dhulikhel Hospital 

Professor, School of Medical Sciences, 

Kathmandu University 

Prof. Dr. Dipak Shrestha : Professor, School of Medical Sciences, 

Kathmandu University 

Prof. Bim Prasad Shrestha : Professor, School of Engineering, Kathmandu 

University 

Mr. Maniram Takhachhe : Finance Administrator 

Mr. Rajaram Parajuli : Civil Engineer 

Dr. Rohit Shrestha : Doctor 

2. Ministry of Health and Population

Prof. Dr. Jageshwor Gautam : Chief Health Coordination Division 

Ms. Rita Bhandari Joshi : Chief Health Coordination Division 

Dr. Sanjay Kumar Thakur : Chief Health Coordination Division 

Mr. Bhim Prasad Sapkota : Senior Public Health Administrator 

Ms. Yeshoda Aryal : Sr. Public Health Administrator 

3. Ministry of Education, Science and Technology

Dr. Tulashi Prasad Thapaliya : Director Genera 
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資料-4 協議議事録（M/D）
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